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医学および医療は、病める人の治療はもとより、
人びとの健康の維持増進、さらには治療困難な人を支える医療、

苦痛を和らげる緩和医療をも包含する。
医師は責任の重大性を認識し、

人類愛を基にすべての人に奉仕するものである。

医　の　倫　理　綱　領

１．医師は生涯学習の精神を保ち、つねに医学の知識と技術の習得に努めるとともに、そ
の進歩・発展に尽くす。

２．医師は自らの職業の尊厳と責任を自覚し、教養を深め、人格を高めるように心掛ける。
３．医師は医療を受ける人びとの人格を尊重し、やさしい心で接するとともに、医療内容

についてよく説明し、信頼を得るように努める。
４．医師は互いに尊敬し、医療関係者と協力して医療に尽くす。
５．医師は医療の公共性を重んじ、医療を通じて社会の発展に尽くすとともに、法規範の

遵守および法秩序の形成に努める。
６．医師は医業にあたって営利を目的としない。

公益社団法人　日本医師会

表紙写真を募集しています
　鳥取県医師会会報編集委員会では、会員の皆様から医師会報の表紙を飾る写真を募集して
います。
　応募要項をご参照の上、ご応募くださいますようお願いいたします。

応募要項
１．鳥取県内を撮影した写真（横サイズ、カラー掲載となります。）
　　タイトルをつけてくださいますようお願いします。
　　※数枚送付の場合は、選定を御一任頂けますようお願い申し上げます。
２．お顔写真
　　※撮影が難しい場合はご相談ください。
３．原稿（表紙写真の感想100字程度）
以上３点を郵送またはE-mailでご寄稿ください。
また、掲載時期につきましては編集委員にご一任くださいますようお願いします。

【応募先】
〒680−8585　鳥取市戎町317　鳥取県医師会　会報編集委員会　宛て
TEL（0857）27−5566　FAX（0857）29−1578　E-mail：kouhou@tottori.med.or.jp

冬の夜を照らして
鳥取市　安陪内科医院　　安陪　隆明

　鳥取砂丘イリュージョンに行ってみたところ、かわいい光る雪だるまが置か
れていました。冬の夜の寒さの中で、それでもどこか暖かい安らぎを感じまし
た。

表紙によせて
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巻　頭　言

　新年、おめでとうございます。会員の皆様におかれましては、健やかに新年をお迎え

のこととお慶び申し上げます。

　昨年は三年に一度の参議院選挙の年でした。与党に強い逆風が吹く大変厳しい状況の

中ではありましたが、会員の先生方を始めとする皆様の絶大なるご支援のお蔭をもっ

て、日本医師会の副会長であった釜萢敏先生が組織内候補として立候補、見事に初当選

されました。皆様のご尽力に改めて御礼を申し上げるとともに、釜萢先生が我々の医療

現場の声を政治の場へ直接届け、制度を変える大きな力となることを期待したいと思い

ます。

　令和７年は従来の保険証が廃止され、マイナンバー保険証への移行が大きく進む、い

わば「マイナ保険証元年」でもありました。昨年の夏には市町村等の国保組合におい

て、また昨年末には協会けんぽをはじめとする被用者保険において、相次いで従来の保

険証の利用が停止され、医療の各現場でも、マイナ保険証あるいは保険証に変わる資格

確認書への切り替えが一気に加速したと思います。こうした対応へのご苦労も現場では

数多かったであろうと推察しますが、政府が医療DXの基盤と位置付けるマイナンバー

利用への動きは、世の中のICT化への動向とも相まって不可逆的な流れでもあり、日本

医師会など関連組織と連携を図りながら、本会においても医療DXへの様々な動きにつ

いて必要な措置を図っていきたいと思います。

　一方、保険証の保有者でもある我々の多くが加入する医師国民健康保険組合も、大き

な変革の入り口に立っています。被保険者数の減少、組合員の高齢化、高額療養費の著

しい増加、被用者保険の拡大など、医師国保組合の運営には多くの障害が立ちはだかっ

ています。半面、鳥取県を含め、数多くの医師国保組合は各々の規模が小さく、単独で

の運営継続にはこれらの課題がより重くのしかかっている状況です。そのような中、全

国医師国保組合連合会（全医連）では、全47都道府県の医師国保組合へ向け「医師国

保組合の存続に向けたアンケート」を昨年６月に実施しました。これまでも組合として

の運営を継続するための一つの手段／可能性として、県を跨った複数医師国保組合によ

る“合併”についての議論を続けてきましたが、このアンケートでは改めて「合併を行

年頭所感
鳥取県医師会　会長　清　水　正　人
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うことになった場合には参加する意思があるか否か」について各組合の意見を諮りまし

た。このアンケートの結果、当県を含む24府県が“合併の意志あり”と回答し、これ

らの24府県を代表する形で、全医連の会長直下に「合併プロジェクト委員会」が発足

しています。私が当該プロジェクトの委員長を拝命し、委員会を構成する他ブロック代

表の６県（秋田、茨城、福井、滋賀、奈良、福岡）とともに、“もはや議論の段階では

なく、実行を推進するフェーズである”との認識のもとで具体的な議論を始めています。

医師国保は歴史的にも国民皆保険の礎となった組合であり、次世代へ向けて医師国保組

合を存続させるべく、プロジェクトのリード、および合併の実現へ向けて努力を続ける

所存です。

　さて、今年は診療報酬改定の年でもあります。これまでは改定を経てもなお医療機関

の経営基盤は圧迫され、将来への先行投資や人材確保が困難を極めたことは論を待ちま

せん。しかし、昨年に石破前政権により策定された政府の骨太方針や、高市現政権下で

年末に成立した補正予算などからも、これまでの逆風一辺倒であった流れが変わってい

く兆しを感じ始めています。こうした動きを我々としても好機と捉えて、地域医療のた

めに、医師会が一丸となって未来を切り拓いていく決意を新たにする年としたいと考え

ます。

　今年の干支は丙
ひのえ

午
うま

です。丙午は、十干の「丙
ひのえ

」と十二支の「午
うま

」の組み合わせです。

「丙」は「太陽」を象徴し、熱く、明るく、物事がはっきりと形になり、表面化・顕在

化する時期とされます。一方「午」は力強く大地を駆け抜ける姿から、行動力、躍進、

生命力を象徴します。前回の丙午である60年前は、古い迷信から、統計グラフを一瞥

してもはっきりわかるほど、出生数へのネガティブな影響をもたらしました。しかし、

本来は力強いスタートを切るのにこれほどふさわしい年はないと言えます。また時代は

この60年で大きく変わり、丙午の迷信など全く関係なく、女性の活躍や多様な価値観

が定着しているのは皆様もご存じの通りです。

　変化を恐れず、行動力を持って、皆様と一緒に改めて未来へのスタートを切るための

一年としたいと思います。私自身、今年の抱負を「馬車馬」と定め、働いて働いて働い

てまいる所存です。

　今年が会員の先生方にとって明るく、力強い、躍進の年となりますことを祈念すると

ともに、医師会活動へのなお一層のご理解とご参画をお願い申し上げて、年頭のご挨拶

といたします。

　本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
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　明けましておめでとうございます。

　会員の皆様におかれましては、健やかに新年をお迎えになられたこととお慶び申し上げま

す。

　本年の干支は、「丙
ひのえ

午
うま

」です。「丙午」は、ある意味で最も有名な干支かもしれません。根強

い迷信によって、前回の1966年でも出生率が前年より約25％も下がるなど、驚嘆に値する影

響力がありました。

　「丙」「午」は共に「火」の要素を持ちます。それが迷信にもつながっているのですが、別

の面から見ると「情熱」や「エネルギー」と捉えることができます。実は私も午年生まれで本

年は年男でございますので、高市総理も自民党新総裁就任時に仰っておられましたが、私自身

も「馬車馬のように」医師会のために働き、地域医療を守るという強い決意と信念の下、情熱

的、かつエネルギッシュな一年にしたいと思います。

　日本では、新年に門松・しめ縄・鏡餅の飾り付け、おせち料理、お屠蘇、初詣、年賀状な

ど、新しい年の無事を願う様々な風習があります。

　我が国には、平安時代に宮中医官を務めた丹波康頼が撰した、日本に現存する最古の医学書

で、984年に朝廷に献上された「医心方」があります。現存する仁和寺の「医心方」は1952

年に、東京国立博物館の「医心方」（半井家本）は1984年に、いずれも国宝となっています。

日本医師会では、国宝「医心方」のユネスコ「世界の記憶」への登録を目指して活動していま

す。新年を期に、是非多くの会員の先生方に知っていただきたいと考えております。

　また本年は、２月に冬季オリンピックがイタリアのミラノとコルティナ・ダンペッツォで、

６月にサッカーワールドカップ2026がアメリカ・カナダ・メキシコでそれぞれ開催されま

す。日本選手が大いに活躍されることを期待しております。

　さて、昨年は参議院選挙が行われました。本会からは当時副会長であった釜萢敏先生が組織

内候補として出馬し、初当選を果たされました。与党が過半数割れし、自民党の全国比例の得

票数も前回から大きく減少するという極めて厳しい状況の中でしたが、皆様のご尽力によっ

て、医療・社会保障関係候補者７名のうち、トップの17万4,434票余りを獲得することがで

きました。

　組織強化につきましては、私が日本医師会長に就任して以来、力を入れて取り組んでまいり

ました。新たな医師会会員情報システム「MAMIS」によって、これまで書類で行ってきた入

会・異動等の手続きをWeb上で行えるようになったこともあり、今年は更なる会員増に向け

て活動を推進してまいります。ご協力いただいております全国の医師会の先生方には改めて深

く感謝申し上げます。MAMISにつきましては、本格的な運用開始後、さまざまなご意見・ご

要望を頂いており、順次改善してまいります。

　なお、本年夏頃には、昨年から建設しておりました新オフィスビル「JMA EXTRA」も竣

年 頭 所 感
日本医師会　会長　松　本　吉　郎
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工予定です。

　また、昨年４月より、かかりつけ医機能報告制度が施行され、地域における面としてのかか

りつけ医機能のさらなる発揮に向けた取り組みが始まりました。この１月から３月にかけて、

かかりつけ医機能報告制度のG-MISを活用した申請も始まります。地域を面で支えるため、

多くの医療機関に手を挙げて参画いただきたいと考えております。日本医師会としてもかかり

つけ医機能報告制度を見据え、研修の充実等を図ってまいります。

　今春には、令和８年度の診療報酬改定が行われます。改定にあたっての基本認識として、ま

ず、日本経済が新たなステージに移行しつつある中での物価・賃金の上昇、人口構造の変化や

人口減少の中での人材確保、現役世代の負担の抑制努力の必要性が挙げられております。次に

2040年頃を見据えた、全ての地域・世代の患者が適切に医療を受けることが可能で、かつ、

医療従事者も持続可能な働き方を確保できる医療提供体制の構築、さらには、医療の高度化や

医療DX、イノベーションの推進による、安心・安全で質の高い医療の実現、そして、社会保

障制度の安定性・持続可能性の確保、経済・財政との調和といった方向性で、診療報酬改定が

進められることになるかと思います。

　そのための基本方針として、「物価や賃金、人手不足などの医療機関等を取りまく環境の変

化への対応」、「2040年頃を見据えた医療機関の機能の分化・連携と地域における医療の確保、

地域包括ケアシステムの推進」、「安心・安全で質の高い医療の推進」、「効率化・適正化を通じ

た医療保険制度の安定性・持続可能性の向上」の４つが挙げられています。

　日本医師会としては、まずは急激な物価高騰に対応するとともに、公定価格で運営されてい

る医療機関・介護施設等における就業者約938万人の賃上げが可能となる環境を整えることが

不可欠だと考えております。

　また、医療機関は、病院、診療所ともに一体となって地域を支えており、両方とも必要不

可欠です。特に財務省等は、「病院と診療所」、「高齢者と若者」、「病気の方と健康な方」など

様々な二項対立で分断を煽っておりますが、それが社会の不安定につながっていきます。社会

格差と健康格差を生まないような社会にしていかなければなりません。

　保険料はすべて国民の健康と生活を支える医療・介護として還元されています。社会保障給

付は、医療・介護ニーズの高い高齢者を中心に利用されるため、現役世代の社会保険料負担の

みに着目した議論になりがちですが、現役世代にとっても、離れて暮らす高齢の親への仕送り

や医療・介護を心配することなく安心して働き、能力と適性に応じた場所で活躍できることこ

そが、子どもの有無にかかわらず現役世代のメリットです。

　このような課題に対し、医療保険制度を持続可能とするための方策として、高額療養費制

度や、高齢者の自己負担のあり方、金融所得の勘案の検討、OTC類似薬の保険給付のあり方、

医療保険制度における出産に対する支援の強化等が挙がっております。

　その他にも医薬品の安定供給や2040年頃を見据えた新たな地域医療構想の検討など、医療

界には取り組むべき課題が山積しております。日本医師会は、医療界の総力を結集して議論を

リードしつつ活動を進めてまいります。

　新しい年が会員の先生方お一人お一人にとって充実した幸多き年となりますことを祈念申し

上げ、年頭に当たってのごあいさつといたします。

　本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
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　清水正人会長はじめ鳥取県医師会の役員・会員の皆様におかれましては、輝かしい新

春をお迎えのこととお慶び申し上げます。

　令和８年は「午
うま

年」です。鳥取砂丘の「馬の背」、源頼朝の愛馬「生
いけ

月
づき

」誕生の地と

伝えられる駟馳山、往時の繁栄を伝える古墳群のある馬ノ山、大山の石を削り作られた

国指定重要文化財の「石馬」、日本最大規模の牛馬市が開かれた大山など、鳥取県は馬

ゆかりの地です。

　昨年末には過去最大の450億円の物価高対策・賃上げ環境整備も含む緊急経済対策を

まとめ、県民の暮らしと産業・雇用を守るとともに、本年も人口減少や少子高齢化、不

透明な国際情勢や人材不足を克服すべく、誰もが活躍し、安心して住み続けられるふる

さとづくりへ突き進んでいく決意です。医療機関向けにも、厳しい経営状況等を踏ま

え、物価高騰対策の応援金を支給させていただくとともに、従事者の方の処遇改善に向

けた新たな支援制度も用意いたしました。地域の住民の大切な医療の砦を守っていく決

意です。

　また、国の地域未来戦略構想に呼応し、「とっとり産業クラスター」の形成、高付加

価値型ものづくり産業の育成、イノベーションの促進などを図るほか、農地の大区画化

やスマート農業の実装などを進め、活力ある鳥取県を創ってまいります。

　昨年10月に閉幕しました「大阪・関西万博」では、関西パビリオンの鳥取県ゾーン

や「鳥取県の日」などの催事に国内外から県人口を超える58万人をお迎えし、本県の

魅力に触れていただくことができました。このレガシーを活かして、万博で結ばれた

「サンド・アライアンス」の縁によるヨルダンの砂展示・活用も含め、鳥取ならではの

豊かな自然や温泉、マンガ、食等をアピールし、更なる交流拡大を進めてまいります。

また、昨年末米子・ソウル間の山陰で初めてとなるデイリー国際便が実現したところで

あり、インバウンド観光の誘客も推進します。

　また、年末の青森県東方沖地震で被災された方に、心からお見舞い申し上げます。本

年は、甚大な被害をもたらした鳥取県中部地震の発生から10年の節目であり、その10

鳥取県　知事　平　井　伸　治

活力と安心のふるさと
鳥取県を目指して
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月21日を間近に控えた10月17日・18日に「ぼうさいこくたい2026」を倉吉で開催し

ます。鳥取県の「支え愛マップ」や「災害ケースマネジメント」等の地域の絆を活かし

た防災対策を全国にアピールするとともに、食パラダイスや災害関連企業等を全国に発

信する好機です。各地の防災関係者と交流を深める大会開催で知見を集め、避難所の居

住性向上や体育館への空調設置など、防災力の飛躍的向上を図ってまいります。併せ

て、国が導入する子育て負担軽減のみならず、プレコンセプションケアや不妊治療の拡

充、医療的ケア児保護者のレスパイト支援など「子育て王国とっとり」のレベルアップ

を進めるとともに、性別に関わる無意識の不合理な役割分担等の解消に向けた県民運動

をスタートすることなどにより、女性や若者にも選ばれる住みやすく働きやすいふるさ

とづくりに踏み込むなど、地域の安心をしっかりと築いてまいります。

　本年、「新たな地域医療構想」の策定作業が本格化します。構想では、入院医療のみ

ならず、在宅療養、医療・介護連携などを含め、本県の医療提供体制全体の将来像を検

討し、地域におけるかけがえのない地域医療提供体制を確保することを目指してまいり

ます。その策定に当たっては、鳥取県医師会をはじめ、多くの医療関係者のご意見をい

ただきながら進めてまいりますので、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　また本年は、５月の「日本植物園協会大会」、７月の「献血運動推進全国大会」など

大型の行事が続き、更に７月には「全国知事会議」が開催されることとなりました。こ

うした機会をとおして、人口減少対策、環境推進活動、健康づくり、一人ひとりが大切

にされる社会づくりをはじめとした本県の力強い挑戦を国内外にアピールしていきま

す。「献血運動推進全国大会」では、清水会長に実行委員会の副会長にご就任いただき、

全国各地の皆様との交流を育くむとともに、本県でも献血機運の醸成につながりますよ

う、皆様の格別のご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。

　県民の皆様とともに、活力と安心のふるさと鳥取県を目指してチャレンジしてまいり

ますので、ご支援、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

　結びに、鳥取県医師会の益々のご発展と会員各位の限りないご健勝を心よりお祈り申

し上げます。
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協議事項

１．学校医の推薦について

　県教育委員会より東部地区の１養護学校、中部

地区の１高等学校、西部地区の１高等学校および

１養護学校について推薦依頼がきている。地区医

師会にそれぞれ人選をお願いする。

２．鳥取県医療懇話会への提出議題について

　１月８日（木）午後５時より県医師会館において

開催する。10議題を提出する。

３．第３回都道府県医師会長会議の出席について

　１月20日（火）午後２時20分より日医会館におい

て開催される。清水会長、岡本事務局長が出席す

る。

４．都道府県医師会事務局長連絡会の出席について

　２月27日（金）午後２時より日医会館においてハ

イブリッドで開催される。岡本事務局長が現地で

出席する。

５．鳥取県糖尿病療養指導士認定試験の開催につ

いて

　３月１日（日）午前10時30分より県医師会館にお

いて開催する。

６．令和８年度シンポジウム「未来ビジョン “若

手医師の挑戦”」について

　４月18日（土）午後１時30分より日医会館におい

てハイブリッドで開催される。

　当日の模様は、後日、日医公式YouTubeチャ

ンネルに掲載予定。地区医師会にも案内する。

７．総合診療専門研修プログラム整備基準に基づ

く特任指導医としての推薦について

　谷口晋一鳥大医学部地域医療学講座教授より推

薦依頼がきている。専門研修指導医の基準に基づ

き、本人同意のもと、森下嗣威智頭病院長を推薦

する。

８．鳥取県糖尿病療養指導士認定機構認定更新の

対象となる研修会の承認について

　下記の研修会について承認した。

・高齢者におけるCGMを活用した血糖マネジメ

ント〈0.5単位〉〈12／12（金）オンライン配信〉

９．日本医師会からの調査協力依頼について

　日医より下記調査について協力依頼がきてい

る。対象となる医療機関は協力をお願いする。

・毎月勤労統計調査（第一種事業所）

・毎月勤労統計調査（第二種事業所）

10．名義後援について

　下記の名義後援について了承した。

・てんかん地域連携体制整備事業「市民公開講

座」〈２／21（土）米子コンベンションセンター〉

・２月22日「頭痛の日」グリーンライトキャン

ペーン〈２／22（日）鳥取駅前風紋広場ほか〉

11．年末年始の事務局体制について

　12月27日（土）～１月４日（日）まで県医師会館を

閉館する。

　緊急の場合は、「090−5694−1845」まで連絡を

お願いする。

第　8　回　常　任　理　事　会

■　日　時　　令和７年12月４日（木）　午後４時15分～午後５時
■　場　所　　鳥取県医師会館　鳥取市戎町
■　出席者　　清水会長、瀬川・辻田副会長

岡田・三上・秋藤・松田・池田各常任理事
〈Web出席〉永島常任理事

理　事　会
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報告事項

１．第56回全国学校保健・学校医大会の出席報告

〈松田常任理事〉

　11月22日、横浜市において、「子どもたちの健

康を守る～生まれてから成人まで～」をテーマに

神奈川県医師会の担当で開催され、清水会長とと

もに出席した。午前に５つの分科会「からだ・こ

ころ（１～３）」「耳鼻咽喉科」「眼科」が行われ、

午後は開会式・表彰式に引き続き、講演６題およ

び特別講演が行われた。来年度は、愛知県医師会

の担当で令和８年11月21日（土）名古屋市において

開催予定である。

　内容の詳細は、別途会報に掲載する。

２．医療保険委員会の開催報告〈三上常任理事〉

　11月27日、県医師会館において開催した。全医

療機関を対象として行った事前アンケートで寄せ

られた11件の「支払基金および国保連合会の審査

に対する要望事項」についてそれぞれ回答が述べ

られた後、協議を行った。今回の要望事項と回答

は会報１月号「医療保険のしおり」に掲載する。

　内容の詳細は、別途会報に掲載する。

３．鳥取県医療安全推進協議会の出席報告

〈秋藤常任理事〉

　11月28日、県庁において開催された。議事とし

て、（１）鳥取県内の医療安全対策、（２）医療相談

窓口の対応状況について報告があった後、相談受

付事例について協議・意見交換が行われた。

４．鳥取県がん診療連携協議会の出席報告

〈辻田副会長〉

　12月１日、鳥大医学部附属病院において開催さ

れた。議事として、（１）鳥取県がん診療連携協議

会規則の変更、（２）各施設の実績と今後の計画及

び各施設からの要望、（３）鳥取県からの連絡事

項、（４）がん種ごとの集約化について協議が行わ

れた後、（１）鳥取県がん診療連携協議会委員の委

嘱、（２）第18回及び第19回都道府県がん診療連携

拠点病院連絡協議会の報告、（３）都道府県がん診

療連携拠点病院PDCAサイクルフォーラム、（４）

今年度の作業部会活動中間報告について報告が

あった。

５．鳥取県医療勤務環境改善支援センター労務管

理セミナーの開催報告〈岡本局長〉

　12月３日、県医師会館においてハイブリッドで

開催した。令和６年４月１日から適用されている

医師の時間外労働の上限規制について、鳥取労働

局から「時間外・休日労働上限規制への対応につ

いての留意点」と題して説明を行った後、鳥取県

医療勤務環境改善支援センターの紹介を行った。

　内容の詳細は、別途会報に掲載する。

６．都道府県医師会医事紛争担当理事連絡協議会

の出席報告〈瀬川副会長〉

　12月４日、Webで開催され、秋藤常任理事と

ともに出席した。日医医賠責保険の運営に関する

経過報告が行われた後、講演２題（１）広島県医

師会での取り組み事例（石川暢恒広島県医師会常

任理事）、（２）採血時の神経損傷（三上容司医賠

責調査委員会委員・横浜労災病院長）が行われ、

続けて事務局からの連絡事項、都道府県医師会か

らの質問・要望等に対する回答があった。

７．公開健康講座の開催報告〈辻田副会長〉

　12月４日、下記のとおり県医師会館において開

催した。

演題：聞いてビックリ！腸にまつわるあれこれ

講師：こおげ駅前クリニック院長　岡田智之先生
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協議事項

１．令和８年度事業計画・予算案編成について

　大筋では前年度事業を継続するとともに、公益

法人に対応した定款の事業項目に即して列挙し、

県民および公益のための事業を積極的に展開して

いく。計画案に追加・修正等があれば事務局に申

し出ていただく。最終的には、令和８年３月19日

（木）理事会で承認を得た後、県知事宛に提出す

る。

２．臨床検査精度管理委員会の開催について

　１月29日（木）午後２時よりWebで開催する。

３．鳥取県糖尿病療養指導士認定機構研修委員会

の開催について

　１月29日（木）午後３時30分よりWebで開催す

る。

４．禁煙指導対策委員会の開催について

　２月５日（木）午後３時よりテレビ会議で開催す

る。

５．日本医師会母子保健講習会の出席について

　２月８日（日）午後０時30分より日医会館におい

て開催される。瀬川副会長が出席する。地区医師

会にも案内する。

６．禁煙指導医・講演医養成のための講習会の開

催について

　下記の講習会について承認した。

・禁煙指導医・講演医養成のための講習会

　〈２／19（木）19：00　西部医師会館〉

７．鳥取看護高等専修学校卒業式・閉校式の出席

について

　３月１日（日）午前10時より鳥取看護高等専修学

校において卒業式が開催される。また、午前11時

より同会場において閉校式が開催される。いずれ

も会長代理として瀬川副会長が出席する。

８．母体保護法指定医師新規申請の承認について

　西部医師会および大学医師会よりそれぞれ１名

の申請があった。協議の結果、いずれも承認した。

９．鳥取県医師会団体所得補償保険等の募集につ

いて

　令和８年４月１日より１年間を保険期間とする

「所得補償保険（損保ジャパン）・長期障害所得補

償保険（GLTD制度）」の団体募集を会員向けに

行う。団体所得補償保険において「保険金を支払

わない場合」の規定に指定薬物（いわゆる危険ド

ラッグ）使用に関する文言が追加された。申込期

限は令和８年３月６日（金）までである。新規加入

をお願いする。

10．会報への有料広告掲載について

　申し出のあった１社の広告掲載について承認し

た。

11．日本医師会からの調査協力依頼について

　日医より下記調査について協力依頼がきてい

第　8　回　理　事　会

■　日　時　　令和７年12月18日（木）　午後４時10分～午後５時
■　場　所　　ホテルニューオータニ鳥取　鳥取市今町
■　出席者　　清水会長、瀬川・辻田両副会長

岡田・三上・秋藤・松田・永島・池田各常任理事
來間・山﨑・山田・福嶋・野口・千酌各理事
尾﨑・服岡両監事、石谷東部医師会長
安梅中部医師会長、藤瀬西部医師会長

理　事　会
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る。対象となる医療機関は協力をお願いする。

・医師の働き方改革と救急医療等の現場に関する

調査（「令和７年度医師の働き方改革と地域医

療への影響に関する日本医師会調査」の追加調

査及び勤務医調査）

12．名義後援について

　下記の名義後援について了承した。

・「Hello! Dear Baby ～はじめてばこ～」（山陰放

送）〈令和８年４月～令和９年３月予定〉

13．日医生涯教育制度認定申請の承認について

　申請のあった講演会についていずれも承認し

た。

報告事項

１．健保　個別指導の立会い報告〈服岡監事〉

　11月27日、西部地区の１医療機関を対象に実施

された。指導料・管理料の算定にあたる記録の不

備などについて指摘がなされた。

２．健保　新規個別指導の立会い報告

〈辻田副会長〉

　12月11日、西部地区の１医療機関を対象に実施

された。電子カルテのパスワード変更に関するこ

となどについて指摘がなされた。

３．全国医師会勤務医部会連絡協議会の出席報告

〈山田理事〉

　11月８日、盛岡市において「勤務医が生き生き

と活躍できる場を作る～混沌を成長の機会に～」

をメインテーマに岩手県医師会の担当で開催さ

れ、清水会長、渡辺顧問（日医勤務医委員会副委

員長）とともに出席した。特別講演３題のほか、

日医勤務医委員会報告、シンポジウムが行われ、

最後に「いわて宣言」が採択された。次回は大分

県医師会の担当により、令和８年11月７日（土）大

分市において開催予定である。

　内容の詳細は、別途会報に掲載する。

４．都道府県医師会自賠責保険担当理事連絡協議

会の出席報告〈山﨑理事〉

　11月28日、Webで開催された。議事として、

（１）自賠責診療報酬基準のアンケート調査結果及

び今後の対応指針、（２）三者協議会の運営改善に

ついて説明があった後、質疑応答、総括が行われ

た。

　内容の詳細は、別途会報に掲載する。

５．都道府県医師会予防接種担当理事連絡協議会

の出席報告〈秋藤常任理事〉

　12月１日、Webで開催された。議事として、

「予防接種事務のデジタル化について」（厚生労働

省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課）の

説明が行われた後、質疑応答、総括が行われた。

６．鳥取県臨床検査精度管理調査報告会の出席報告

〈瀬川副会長〉

　12月７日、県医師会館において開催され、会長

代理として挨拶を述べてきた。当日の報告会の要

約を別途会報に掲載する。参加医療機関には、後

日、報告書（CD-ROM）を配付する。

７．鳥取県医療勤務環境改善支援センター推進委

員会の開催報告〈岡本事務局長〉

　12月12日、テレビ会議で開催した。議事とし

て、（１）令和７年度センター活動中間報告、（２）

医療機関に対する個別支援の方向性などについて

報告、協議を行った。

　内容の詳細は、別途会報に掲載する。

８．鳥取県地域医療対策協議会の出席報告

〈千酌理事〉

　12月16日、県庁においてテレビ会議で開催さ

れ、地区医師会長とともに出席した。議事とし

て、（１）令和８年度鳥取県地域医療介護総合確保

基金（医療分）、（２）へき地医療拠点病院の指定

について協議が行われた。また、（１）地域医療構

想、（２）かかりつけ医機能報告制度、（３）鳥取大

学医学部附属病院の再整備、（４）鳥取大学医学部

附属病院の病床の種別変更、（５）令和８年度医学

部臨時定員等、（６）地域枠「とっとり医療人養成

枠」の報告、（７）令和７年度医師臨床研修マッチ

ング結果及び今後の対応、（８）令和８年度医師専

門研修プログラムに係るシーリング、（９）令和７

年度厚生労働省補正予算案などについて報告が

あった。
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　「子どもたちの健康を守る〜生まれてから成人

まで〜」という大会テーマで、社会背景の変化に

より子どもを取り巻く健康課題が多様化している

現状を踏まえ、出生後から成人になるまでの包括

的な支援と健康管理について考え、子どもたちの

健康を出生から成人期まで一貫して支える視点、

学校医・教育・行政・医療が連携して課題に取り

組む必要性、“からだ” だけでなく “こころ” まで

含めた包括的健康支援の実践報告がされた。

　午前の第１～３分科会「からだ・こころ（１）

～（３）」のセッションでは、学校健診や児童の成

長・発達に関する実務的課題の検討と改善事例の

共有を主眼にした内容で、各地域での取り組みや

実践報告、調査結果の発表が行われ、第４分科会

は耳鼻咽喉科、第５分科会は眼科のセッションで

あった。

　以下、参加した第１分科会「からだ・こころ

（１）」の要旨を示す。

１．学校健診における着衣の問題

　学校健診時の児童・生徒の着衣（服装）に関す

る実務上の課題を整理し、検査精度やプライバ

シー配慮とのバランス、実施ルールの標準化につ

いて検討し、着衣による視診・触診の影響と指導

方法の改善案を提示し、保護者・児童生徒への事

前周知の徹底を図ったことが報告された。

２．�「児童生徒のプライバシーや心情に配慮した

学校健診」～令和６年度、川崎市の対応につ

いて～

　児童・生徒のプライバシー保護や子ども側の安

心感向上、性別・発達に応じた配慮の具体的方法

について川崎市の実践が報告され、学校医部会・

小児科医会・整形外科医が、共同見解を示し、心

理的負担軽減を重視した健診実施の工夫が示され

た。

３．学校健診方法の統一について（横浜Ver）

　横浜市内でのバラつきのある健診方法を整理

し、医師はスマホを別のところに置き、統一・標

準化によりデータ比較の向上を図る取り組みで、

学校現場と意思疎通を図っていくことが報告され

た。

４．�大阪府内における「５歳児健診」実施現状と

今後の課題

　大阪府で行われている５歳児健診の実施実態

（検診項目・実施率・課題など）を整理し、未就

学児期の健診が学校保健とどう連携するか、就学

後を見据えた体制強化と支援の継続が重要である

と報告された。

５．�横浜市の公立学校における成長曲線の活用に

ついて

　身長・体重等の生育データを教育・保健指導に

どう活かし、早期発見や保護者との情報共有の方

法などが示された。

諸 会 議 報 告

＝第56回全国学校保健・学校医大会＝
常任理事　　松　田　　　隆

■　日　時　　令和７年11月22日（土）　午前10時〜午後５時40分
■　会　場　　パシフィコ横浜ノース　神奈川県横浜市
■　主　催　　日本医師会
■　担　当　　神奈川県医師会
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６．�福岡市医師会小児生活習慣病検診10年間の検

討〜コロナ禍後にやるべきこと〜

　学校心臓検診と連動して、小児生活習慣病検診

を行った10年間の検診データを振り返り、「今日

からできる小児生活習慣病の対策マニュアル」を

作成し、生活習慣病の早期発見・予防の成果と課

題について整理し、腹囲／身長＞0.5を内蔵肥満

として取り上げてフォローしたり、子どもたちの

健康課題を子どもと保護者と学校現場、医療現場

の認識を高めていく必要性が強調された。

７．�緊急心電図ホットラインと再判読による学校

心臓検診の精度管理

　学校心臓検診における精度向上の取り組みとし

て、全国的にホットラインや再判読体制を普及さ

せ、学校心臓検診の質を均一化するなど、緊急時

の心電図ホットラインの活用と専門医による再判

読体制の重要性が示された。

　午後のシンポジウムでは、行政・医療・教育な

ど多様な立場から子どもの健康についての６演題

が発表された。

①「こども家庭庁の創設について」

　　参議院議員　自見はなこ先生

　こども家庭庁は、子ども政策の司令塔として、

縦割りで分散していた政策を一元化し、包括的に

支援するために創設された。こども基本法で総合

調整権限を持たせ、Pablic Medical Habとなり、

教育・福祉・医療を結びつける役割を担い、学校

保健との連携強化、地域社会との協働の重要性を

強調するとともに、体と心、そして環境としての

社会がBioPsychoSocialに連携して、子ども達の

Well Beingを進めていきたいと話された。

②「学校保健、学校医について日医の考え方」

　　日本医師会常任理事　渡辺弘司先生

　学校医の職務は、健康診断、健康教育、学校保

健委員会への参加が主な業務である。その体制が

均等になるように法制度の改正を含めて検討整備

するとともに、問題行動や不登校、自殺の問題も

含めたメンタルヘルスに対応し、児童生徒のヘル

スリテラシーの醸成に関係機関の連携を進めてい

く必要性を述べられた。

③「乳幼児健診と子どもたちの健康について」

　　日本医科大学武蔵小杉病院小児科教授

田嶋華子先生

　乳幼児健診の意義を再確認し、５歳児健診マ

ニュアルを活用し、健診を通じた早期発見・早期

支援の重要性、学校保健との接続、地域連携の必

要性を強調するとともに、発達支援や慢性疾患管

理を「切れ目なく」継続する仕組みづくり、保護

者支援を含めた包括的な健康管理を教育委員会と

も情報共有した支援体制を構築し、健診情報の一

元化と地域連携の強化を図る必要性を述べられた。

④「眼科領域における子どもたちの健康について」

　　神奈川県眼科医会会長　宇津見義一先生

　近年増加する小児の視力低下、近視の低年齢

化・進行の加速を背景に、１人１台端末環境が進

む中で、ブルーライトや近距離作業による影響、

また、スマートフォンやタブレットの長時間使用

による視力低下・眼精疲労が懸念され、斜視・弱

視などの早期発見が不十分なケースも散見され

る。学校保健における眼科健診の重要性、ICT機

器使用との関連、早期発見・早期支援の体制づく

り、学校現場での「視環境の整備」（照明、休憩

時間、使用ルール）が重要であるとともに、休日

は１日２時間屋外で過ごす、近距離作業時は30㎝

以上離して、30分に１回20秒以上目を休めるなど

生活習慣改善も必要であることを強調された。

⑤「児童精神科領域における子どもたちの健康に

ついて」

　　神奈川県立こども医療センター

　　児童思春期精神科部長　庄　紀子先生

　近年の不登校児童生徒の増加と長期化や、自殺

未遂や希死念慮を抱える子どもの増加、また、発

達障害や精神疾患を抱える子どもへの支援不足な

どの課題ある中で、学校医・養護教諭が子どもの

心の変化を早期に察知する重要な立場にあり、精

神科医療との橋渡し役として、学校保健が果たす

役割を強調する中で、学校保健と児童精神科の連
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携強化、ICTを活用した支援、地域医療との協働

の重要性、また、データを活用して早期介入につ

なげる仕組みを作り、保護者支援を含めた包括的

なケアが不可欠であることを強調された。

⑥「教育委員会における子どもたちの健康について」

　　神奈川県教育委員会保健体育課長

元橋洋介先生

　教育委員会の立場から、子どもたちが適切な運

動習慣や健康に関する正しい知識を身に着けるた

めに、薬物乱用防止教育、がん教育、防災教育、

学校安全教育など、様々な視点からの取り組みを

行い、学校・医療・福祉を結びつける仕組みを強

化し、子どもの健康を守ることを重要課題として

位置づけ、保護者や地域住民への啓発活動を通じ

て、子どもの健康を社会全体で支える必要がある

と述べられた。

　最後に、日本を代表する理論物理学者の野村泰

紀カリフォルニア大学バークレー校教授の「宇宙

はたくさんあるのか？」という特別講演が行われ

た。全宇宙と思っていたものは、実は無数の異

なる法則に支配される「宇宙たち」（マルチバー

ス）の内の一つに過ぎないという「マルチバース

宇宙論」を紹介され、私の頭では、なかなか理解

することはできなかったが、科学的好奇心を育む

ことも子どもの健やかな成長に不可欠であるとい

うメッセージではないかと考えられる講演であっ

た。

　松本吉郎日本医師会長の挨拶で開会した。今年

も日本医師会館での開催となった。「多様化する

社会の中で母体保護法指定医師が考えること」を

テーマとして３名の先生による講演が行われた。

講　演

１．経口妊娠中絶薬の適正使用を確実に進めてい

くために

〈石谷　健（日本産婦人科医会常務理事／医

療法人社団こうかん会日本鋼管病院婦人科部

長）〉

　人工妊娠中絶に関する基本事項として、経口中

絶薬に関しての説明がなされた。次に、経口中絶

薬の無床診への拡大要望は都心部を中心に多く、

市販直後調査、ご家庁調査研究で安全性の問題は

なかったが、その後に胎嚢排出後の遺残による高

次施設入院、輸血例が報告された。2024年９月の

薬事委員会では、運用上の課題について医会から

日医を通して意見書を提出し、無床診への拡大は

見送り、２錠目服用後の帰宅許可条件の緩和のみ

が認められ、11月29日通達が出された。そして、

メフィーゴパック薬品管理報告のデジタル化につ

いて、システムの詳細な説明があり、2025年内に

完成予定で、2026年１～３月に試験運用がなさ

諸 会 議 報 告

多様化する社会の中で母体保護法指定医師が考えること
＝令和7年度家族計画・母体保護法指導者講習会＝

鳥取県医師会母体保護法指定医師審査委員会委員　　周　防　加　奈

■　日　時　　令和７年12月６日（土）　午後13時～午後15時40分
■　場　所　　日本医師会館　文京区本駒込
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れ、2026年４月から本格運用として全国展開され

ると説明があった。最後に、経口中絶薬による人

工妊娠中絶治療は、全国的に治療数が着実に増加

している。近い将来、無床診療所での経口中絶薬

の使用が条件付きながら解禁されることが予想さ

れ、薬品管理・報告方法にデジタル化や必須講習

の整備が着実に進められている。時間外対応、追

加緊急手術・処置の体制と価格設定、高次施設と

の連携、院内待機方法等の整備について各施設に

おける収益と負担のバランスを考慮して導入のメ

リットを検討いただきたいと締めくくった。

２．母体保護法をめぐる最近の話題について

〈濵口欣也（日本医師会常任理事）〉

　緊急避妊薬（レボノルゲストレル錠）について

現在に至るまでの経緯の説明がなされた。要指導

医薬品たる緊急避妊薬を販売する薬局等への要件

として、①研修修了薬剤師が勤務していること、

②プライバシーへの十分な配慮、緊急避妊薬を服

用するための飲料水の確保等に対応できるような

体制を整備していること、③近隣の産婦人科医等

と連携体制を構築していること、が必要とされて

いる。連携体制を行政が確認するために文章を取

り交わすこととされている。最後に、最近のト

ピックスとして、多胎の減数手術に関して、刑法

の堕胎罪、母体保護法の人工妊娠中絶の規定など

の解釈により、多胎減数手術が可能であるかを検

討する必要がある。そして、人工妊娠中絶を行う

際の配偶者の同意については、今後も国民的な議

論を深めていく必要があると述べた。

３．母子保健行政の最近の動向

〈田中彰子（こども家庭庁成育局母子保健課

長）〉

　こども家庭庁の、こども・子育て政策の課題と

強化として、①若い世代の所得を増やす、②社会

全体の構造・意識を変える、③全てのこども・子

育て世帯を切れ目なく支援する、という３つの基

本理念を掲げている。母子保健行政をとりまく最

近の動向として、男女を問わず、性や妊娠に関す

る正しい知識の普及を図り、健康管理を促すプレ

コンセプションケアを推進している。次に人工妊

娠中絶をめぐる最近の動きとして、人工妊娠中絶

の年次推移や、人工妊娠中絶実施報告票の変更点

の説明が行われた。最後に、旧優生保護法に関す

る最近の動きとして、旧優生保護法に基づく優生

手術を受けた方は、約２万５千人と見込まれてお

り、被害にあわれたすべての方に保証を届けると

いう観点から、請求につなげる一層の取り組みが

必要となっている。現時点で医療機関や福祉施設

が保有している旧優生保護法に関連した資料や記

録について、保存期限を問わず、当分の間廃棄せ

ず、保存を継続いただき、都道府県等からの求め

があった際や、補償金の対象者と思われる方に係

る記録を見つけた際は、都道府県と連携し、請求

等につながるよう協力を願いたい。新しく補償金

の認定請求をする方で、診断書の作成（手術痕の

確認）ができる医療機関が見つからず、診断書が

提出できないということがないよう、診断書作成

について都道府県から相談があった場合には、特

段の配慮をお願いしたいと締めくくった。
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諸 会 議 報 告

挨拶（要旨）

〈岡本委員長〉

　すでに昨年４月より、「医師の働き方改革」が

始まっている。本日の主な議事は、令和７年度セ

ンター活動報告と医療機関に対する個別支援の方

向性についての意見交換である。医師の人材不足

及び偏在対策、労働時間規制への対応は、今後も

取り組みが求められており、地域医療の観点から

も当センターの役割は極めて大きいものがある。

　本日は、皆さまの活発なご意見をお願いして開

会の挨拶とする。

議　事

１．令和７年度センター活動中間報告について

〈事務局〉

①会議開催状況

　第１回運営協議会を７月17日に開催し、令和６

年度事業報告及び決算、令和７年度事業計画案及

び予算について承認を得た。第２回目は令和８年

３月３日に開催予定である。

　推進委員会は第１回目９月５日に開催し、令和

７年度活動中間報告及び医療機関に対する個別支

援の方向性について検討を行った。第２回目は12

月12日、第３回目は２月20日の年３回開催予定で

ある。

②勉強会・ミーティング

・三者協議（県・労働局・センター）：４月28日、

７月９日開催。事業計画や研修会講師選定を協

議。

・厚生労働省スーパーバイザー支援（新屋氏）

　第１回（６月27日）：医療機関全体の勤務環

境改善の重要性、他県事例紹介。

　第２回（９月１日）：アドバイザーとの意見

交換。訪問支援の進め方、病院のニーズに応じ

た資料を提供すること。担当者とのヒアリング

を通じて信頼関係を作ることが重要。相手に寄

り添った対応をすることで、継続的な支援や協

力がしやすくなるという助言。

・アドバイザー意見交換会（10月17日）：令和７

年度医療機関の訪問個別支援中間報告から意見

交換を行った。アドバイザーからは、各病院の

ヒアリングから、人材確保策、時間外労働の管

理改善などの課題について報告があった。医師

の働き方改革の広がりが見られ、短時間勤務の

導入や働き方の多様化が進んでいることが確認

された。人材確保、働き方改革、事務職員の負

担、診療報酬制度の活用、DX対応、ハラスメ

ント対策など、医療機関が直面する多様な課題

について、意見交換を行った。

③研修会等の開催

・トップマネジメント研修会

　令和７年11月５日（水）午後１時30分から午後

２時50分にかけて、鳥取県医師会館において医

療機関の管理者等を対象とした研修会をハイブ

リッド形式で開催した。本研修会は、医療分野

＝鳥取県医療勤務環境改善支援センター
令和7年度第2回推進委員会＝

■　日　時　　令和７年12月12日（金）　午後１時30分～午後３時
■　場　所　　テレビ会議（鳥取県医師会館、中部医師会館、西部医師会館）
■　出席者　　16名
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における働き方改革の推進及び医療勤務環境改

善に向けた意識づけを目的として実施された。

参加者57人。

　清水会長より挨拶があり、その後、厚生労働

省医療労務管理支援事業スーパーバイザーの新

屋尋崇氏より、「離職防止と人材確保に向けて、

今、取り組むこと～勤務環境の改善と職員への

アプローチ」と題した講演が行われた。講演で

は、鹿児島厚生連病院での実践的な取り組みが

紹介され、職員のエンゲージメント向上を通じ

た離職防止や人材確保の工夫について、多くの

示唆が示された。これらの内容は、他の医療機

関にとっても大変参考となる事例として共有さ

れた。

　参加者からは、「離職理由の上位にある人間

関係に着目してアプローチしていくという考え

方は参考になりました」「働く人のエンゲージ

メントを意識したい」「中小規模医療機関の事

例も聞きたかった」などの感想が寄せられた。

・労務管理セミナー

　令和７年12月３日（水）午後１時30分から午後

３時、鳥取県医師会館において医療機関の管理

者等を対象にハイブリッドで開催した。鳥取労

働局からは、令和６年４月１日から開始された

医師の時間外・休日労働上限規制への対応につ

いての留意点」について、医療機関における労

働時間管理のポイント、医師の研鑽と黙示の指

示について、労基法・医療法の面接指導と安衛

法の面接指導、医師の宿日直許可と許可後の注

意点などについて説明があった。

　また、鳥取県医療勤務環境改善支援センター

からは、「医療勤務環境改善支援センターの紹

介～医療機関への支援内容等について～」の説

明を行った。

　参加者49人であった。

・令和７年度労働時間等説明会

　鳥取労働局は、鳥取県および勤改センターと

連携し、医療保健業向けに労働時間に関する法

制度の説明会を実施。７月29日にライブ配信、

８月８日・22日に録画配信を行い、34医療機関

が受講した。センター所属の医療労務管理アド

バイザーが、センターの活動や医療機関への支

援内容を紹介した。 また、同様の説明会を11

月26日（中部）、12月16日（東部）、12月17日

（西部）の３会場で開催予定。各会場でもアド

バイザーによる説明を行う。

④医療機関訪問支援

ア　�対象機関：県・労働局・勤改センターにより

優先度の高い25病院を選定。選定基準に基づ

き12病院を重点支援対象として抽出。

　支援対象病院はAからFの６つのカテゴリーに

分類され、特定労務管理対象の病院、地域医療体

制確保加算対象の病院、地域医療介護総合確保基

金対象の病院などが含まれている。

〇支援対象病院の分類と内容

※A～E　12病院を重点支援対象

区　　　分 対象病院 支　援　内　容

A　�特定労務管理対象医療機
関（３病院）

鳥取県立中央病院、鳥取赤
十字病院、鳥取大学医学部
附属病院

・医師の時短計画PDCA支援
・�評価センターへの評価受審に向けた（R7.10～
R8.9）、88項目の達成状況確認及び改善点へ助言

B　�地域医療体制確保加算対
象医療機関（６病院）

上記Aに加え、鳥取市立病
院、鳥取県立厚生病院、山
陰労災病院

・診療報酬施設基準対応支援
・�医師の時短計画の取組状況の確認及び改善点への
支援

C　�地域医療介護総合確保基
金対象医療機関（４病院）

渡辺病院、米子医療センター、
済生会境港総合病院、鳥取
大学医学部附属病院

・基金活用支援
・�医師の時短計画の取組状況の確認及び改善点への
支援

D　�未訪問へき地医療（３病院） 該当する一部病院 ・地域医療維持のための支援
E　宿日直申請予定病院 該当する一部病院 ・許可申請への支援
F　勤務環境改善の課題病院 該当する一部病院 ・医療労務管理アドバイザーによる支援
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イ　�実施時期：令和７年８月～令和８年２月。１

医療機関に対して２回以上の支援。

ウ　�支援体制：医業経営アドバイザーと医療労務

管理アドバイザーが個別訪問し、課題等に対

して助言等を実施。

エ　支援内容

・勤改センターが医療機関へのニーズ支援アン

ケートを行った結果から、経営面の情報や院内

研修のニーズが多く、その中でも人材確保対策

やハラスメント対策が主要な課題であることか

ら、勤改センターとしては、医業経営コンサル

タント協会が実施されている『職員満足度アン

ケート』を活用し、客観的なデータを基に伴走

支援を行う。また、院内研修講師派遣などの追

加支援も提供する。

・医療法第25条に基づく立入検査の指摘対応支

援。

・「医師労働時間短縮計画」作成が必須の特定労

務管理対象病院等９病院については、計画進捗

確認と助言。

○中間報告（12月12日現在）

・対象25病院のうち、24病院に個別支援を延べ30

回実施。

病院名 R６「時短計画」達成状況 R7「時短計画」及び更新評価準備状況

鳥取大学医学部
附属病院

（連携B水準）

・実績はA水準（960時間以内）
で運用。36協定もA水準。
・ 課題：副業先の労働時間入
力の徹底。
・令和６年度も960時間超なし。

・R７年度：A水準で運用。36協定もA水準。
・時間外・休日労働が通算して960Hを超える恐れは
依然としてある。→評価センターには連携B水準指
定で更新評価受審（R8.6月受審予定）。
・連携B水準適用医師が不在ではあるが、勤務間イン
ターバルの管理及び代償休息の取り扱いについて整
理をした上で、評価項目ごとの提出資料について確
認を行うようアドバイザーから助言を行った。

鳥取県立中央病院
（B水準）

・特定診療科除き２診療科で目
標達成。課題：人材不足。
・ 地域医療確保に関係機関と
の連携が必要。

・令和７年度計画を一部見直し取組強化。→R６年度
実績を見直しの上、R７年度の短縮計画を修正する
よう助言。
・B水準（２診療科＋新規１診療科追加）で更新評価
受審（R8.2月受審予定）。→評価受審に向けた資料
準備や内容確認を行った。88評価項目の関係資料に
ついて、評価基準を満たしているかどうか確認を行
う予定。

鳥取赤十字病院
（B水準）

・労働時間削減には上層部の関
与が必要。
・宿日直許可取得への助言。
・内科系の時間外労働増加、目
標は未達成。

・令和７年度計画を一部見直し取組強化。
・B水準（１診療科）で更新評価受審（R8.4月受審
予定）。→評価受審に向けた資料準備や内容確認を
行った。
・宿日直の許可取得に向けての助言。

Ａ　特定労務管理対象機関

　３病院には評価項目達成状況の確認と助言。

Ｂ　�地域医療体制確保加算対象病院：鳥取市立病

院、鳥取県立厚生病院、山陰労災病院

Ｃ　�地域医療介護総合確保基金対象病院：渡辺病

院、済生会境港総合病院、米子医療センター

・医師の時短計画の取り組み状況の確認及び改善

点への支援。

（ヒアリング調査から）

　各病院は働き方改革や人材確保に向けた取り

組みが進められているものの、労働時間削減に

向けたICTの導入や制度整備遅れ、若手医師の

確保の困難さ、定年後の医師への依存傾向な

ど、人材の偏在に関する課題が共通として見ら
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れた。自己研鑽に関する規定は未整備の病院に

対しては、アドバイザーより「明文化を行うこ

とで医師個々の判断に頼らず、組織として一貫

した対応が可能となる」との助言がなされた。

また、職員満足度アンケートは看護部のみに限

定されている病院に対しては、日本医業コンサ

ルタントの調査活用を提案。一方で、独自アン

ケートを活用し、意見の把握・分析体制が整備

されている病院もあった。

　さらに、医師の働き方改革に伴い、事務部職

員の業務負担が増加しており、法改正・制度改

正への対応時間が不足しており、特に改正育児

休業法への理解不足が課題として挙げられた。

Ｄ　�地域医療維持のための支援：智頭病院、西伯

病院、日野病院

・医業経営アドバイザーと医療労務管理アドバイ

ザーが支援。

（ヒアリング調査から）

　勤怠システムの導入が進められている。一方

で、派遣医師の労働時間については、日誌と出

退勤時間の管理のみである。自己研鑽に関する

規定が未整備である等の課題が挙がっている。

　さらに、内科医師、薬剤師、看護師、看護助

手などの人材確保が継続課題として挙がってい

る。

　これらの状況を踏まえ、アドバイザーから

は、日本医業コンサルタントの職員満足度調査

の全職種への活用の提案及びハラスメント等の

院内研修の講師派遣を提案した。

Ｆ　�その他（勤務環境改善の課題病院）：幡病院、

上田病院、鳥取生協病院、養和病院、博愛病

院、皆生温泉病院、錦海リハビリテーション

病院、米子東病院、野島病院、元町病院、岩

美病院、大山リハビリテーション病院

（ヒアリング調査から）

　多くの病院で勤怠管理システム（ICカード

やアプリ等）の導入・活用が進められている

が、一部では導入が遅れている、あるいは外

部医師の管理が紙ベースにとどまっているな

ど、運用のばらつきや習熟度の差が課題として

挙がっている。また、内科医師、薬剤師、看護

師、看護補助者、療法士（特に作業療法士）な

どの人材確保が深刻な課題として挙げられてお

り、大学からの派遣が得られない場合は民間紹

介業者に依頼する病院もあった。

◆全体のまとめ

・以前に比べ、病院全体で、院内での業務効率

化、会議やカンファレンス、患者・家族への説

明なども含めて、医師がやるべき仕事をなるべ

く診療時間内に収める機運が高まっている。

・多くの病院が新たな人材確保策、研修プログラ

ム、時間外労働の管理改善に取り組んでいるこ

とが確認された。医師の働き方改革の広がりが

見られ、短時間勤務の導入や働き方の多様化が

進んでいることが確認された。

・地域医療への影響があったとする病院、医師の

派遣引き揚げがあったとする病院はなし。特定

労務対象３病院以外に新たに一般水準（960時

間）超えの勤務医がいると見込まれる病院もな

いという状況である。

・また、令和７年度日本医師会による有床診療所

アンケート調査でも、診療体制の縮小や医師の

派遣引き揚げ等は報告されていない。

⇒現時点で医師の働き方改革に直接起因する大

きな課題は表面化していないが、引き続き注

視する必要はある。

〈共通課題〉

①若手医師の時間制限により、ベテラン医師へ業

務が偏る。

②タスクシフト・シェアを推進したいが、受け手

側の人材が不足している。特に看護助手等の人

材確保が難しい。

③また、時間外労働の明確化と手当の支給によ

り、医師の給与費が上昇、昨今の物価高騰によ

り資材・光熱費等が上昇しており、経営が非常

に厳しい。

　医療機関からは、以上の共通課題が挙がってい

る。
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　10月17日に開催した「アドバイザー意見交換

会」において、人材確保、働き方改革、事務職員

の負担、診療報酬制度の活用、DX対応、ハラス

メント対策など、医療機関が直面する多様な課題

について、意見交換を行った。

◆主な課題と対応の方向性

１．人材確保と定着率の向上

・医師・看護師・看護補助者・保育士など、医

療職及び現場全体で人材確保が困難。

・離職率を下げるためには、働きやすい職場環

境の整備が不可欠である。

・人員配置に余裕を持たせることで、休暇取得

や人材定着が実現できている好事例の共有。

・ナースバンクやハローワークの活用、求人票

の表現の工夫や病院のホームページへの求人

掲載など、求職者に響く情報発信が重要。

２．医師の働き方改革と労働時間の適正管理

・医師の労働時間短縮が進む一方で、事務職員

への業務負担が増加。

・宿日直中の業務内容が通常業務と同等と判断

されるケースがあり、労働時間の記録と業務

区分の明確化が必要。

・育児・介護休業法改正への対応など、制度面

の複雑化も課題。

３．�診療報酬・加算制度の活用と支援・加算要件

や助成金制度の最新情報の共有が重要

・PDCAサイクルに基づく医師労働時間短縮計

画の運用と実績提出が求められており、アド

バイザーによる支援が重要。

４．�DX（デジタルトランスフォーメーション）

対応

・業務効率化や時間外労働削減のためにDXの

導入が急務。

・ 院内にDX対策委員会を設置し、ITに強い職

員を中心に検討している事例もあった。

・DX体制整備加算などの制度活用も含めた支

援が求められている。

５．ハラスメント対策と多様な働き方への対応

・パワハラ防止法改正に伴うカスタマーハラス

メント対策の義務化。

・「共働き・共育て」など新しい価値観に対応

した制度設計が必要。。

・短時間正社員制度など、柔軟な働き方の導入

が求められている。

６．事務職員への配慮と支援

・医師・看護師等の働き方改革の影響で、事務

職員の業務が複雑化・増加。

・育児・介護休業法の改正対応など、制度対応

の負担が大きい。

・事務職員との連携と断続的な対話が、実効性

ある支援につながる。

◆勤改センターの今後の支援のあり方

①医療機関の規模や体制に応じた柔軟な支援と情

報提供が求められる。

②医業経営アドバイザーと医療労務管理アドバイ

ザーが連携し、制度活用や経営面の助言を分

担。

③事務職員との継続的な対話を通じて、実効性の

ある支援につなげることが重要である。

④宿日直の許可取得状況

　新規申請準備中：１病院

　再取得準備中：１病院

　月１回電話確認を実施。

　訪問個別支援の中で、取得に向けて、適切なア

ドバイスを行う。

⑤相談受付状況（12月現時点）

　相談件数：�９件（助成金の活用１件、宿日直申

請２件、講師派遣６件）

　講演依頼：�病院協会支部・産業保健団体、３病

院より

⑥広報活動

　昨年度と同様に、県医師会報への「センター通

信」掲載を毎月行い、センターホームページにも

掲載する。ホームページには、医師の働き方改革

の制度解説・最新情報や医療機関の勤務環境改善

に役立つ情報等を掲載し提供する。メールマガジ

ンも毎月１回発行する。

　当センターの利用促進の新たなリーフレットを



鳥取県医師会報　26．1　No.847

20

作成し、関係先に配布した。

２．医療機関に対する個別支援の方向性について

〈事務局〉

　24病院中16病院に対して、１月以降も継続支援

を行う予定である。

◆支援内容・対象病院の分類

①特定労務管理対象病院３病院：評価センターの

更新受審に向けて、評価項目達成状況の確認と

助言。

②地域医療体制確保加算対象病院、地域医療介護

総合確保基金対象病院：６病院

　「医師の労働時間短縮計画」の進捗状況の確

認を行った上で、令和８年６月の実績報告に向

けて、課題等があれば助言を行う。

③その他支援内容（７病院）

・院内研修の実施

・職員満足調査アンケートの導入

・宿日直許可申請

・改正育児休業法への対応

・派遣医師の労働条件契約の整備

３．その他

　医師に限らず、看護師等の医療従事者全体の勤

務環境改善を図る上で特に留意すべき点や有効な

支援策等について意見を伺った。

・谷口委員からは、看護協会では年２回、看護管

理者（看護部長・看護局長など）とのネット

ワーク会議を実施。令和７年度は多くの医療

機関で医療DX（デジタルトランスフォーメー

ション）が進展。インカム導入による職員間の

情報共有、AIによる看護サマリーの自動作成、

勤務表作成ソフトの導入である。国の補助も活

用し、働きやすい環境づくりが進んでいる。

　また、県からの委託により、訪問看護支援セ

ンターとナースセンターにハラスメントに関す

る相談窓口を設置。弁護士事務所とも契約し、

法的対応も視野に入れた体制を構築。管理者向

けにペイシェント・ハラスメント（患者からの

ハラスメント）に関する研修を11月に実施。特

に新人看護師が患者対応の中で我慢している現

状を共有し、早期対応の重要性を確認。患者・

家族向けに啓発用のチラシ・ポスターを配布。

　夜勤可能な看護師の確保が困難な中、看護業

務の負担軽減の為に看護補助者の夜間配置をし

ている病院もある。ナースセンターでは昨年度

より看護補助者の無料職業紹介を開始。今年度

はハローワークと連携し、看護補助者向けの仕

事説明会を開催。ハローワーク鳥取で説明会を

実施。資格のない方からの問い合わせが増加し

ており、関心の高さを実感。看護補助者の役割

を広く周知し、看護師の負担軽減に寄与する重

要な職種として認識されることが重要と考え

る。

・竹中委員からは、現在、国の補正予算により医

療DX推進のための大規模な支援が行われてお

り、５分の４を国・自治体が負担、自己負担は

５分の１。医療DXの導入は診療報酬にも影響

し、導入しない病院は評価が下がる可能性があ

るため、病院の「生き残り」がかかっている重

要な局面である。今後３ヶ月は、国からの政策

発表が相次ぐ見込みであり、病院にとっては重

要な意思決定の時期である。医療だけでなく、

介護報酬の動向にも注視が必要。介護分野では

DXの進展が著しい。

　支援センターによる丁寧な聞き取りが行われ

ており、現場のリアルな声やエピソードが多く

集まっている。こうしたエピソードの蓄積は、

親身な支援の証であり、前向きに評価すべきと

考える。

　また、ハラスメント対策については、従来の

「ハラスメントはダメ」という研修に加え、現

場での具体的な対応策が求められている。例：

問題のある医師への対応、職場の雰囲気づくり

による未然防止。ハラスメント対策と職場環境

の改善をセットで行うことで、離職防止に効果

がある。

・田淵県医療政策課課長補佐からは、課題の中心

が「人材確保」や「パワーハラスメント」など

に移行してきている。鳥取県としても、看護職
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の人材確保においてナースセンターの活用を強

く推進中である。看護師や看護補助者の確保に

おいて、ナースセンターへの相談が最も迅速か

つ低コストで効果的であると認識している。各

医療機関に対しては、積極的なナースセンター

の利用を呼びかけている。また、ハラスメント

対策についても、県として積極的に支援を実

施。通話録音装置や防犯機器の整備に対する２

分の１補助制度を実施中。複数職員での対応が

必要な場面において、診療報酬上の加算が算定

できない場合でも、県が一部補助する制度があ

る。医療機関からの相談に応じて、柔軟に対応

可能な支援策も用意しているため、必要に応じ

て県へ相談していただきたい。

・石田鳥取労働局指導官からは、ハラスメントに

関する相談を受け付ける部署を担当しており、

医療機関との直接的なやり取りも行っている。

近年、ハラスメントに関する申し立てが医療機

関から増加傾向にある。背景として、ハラスメ

ントという概念が広く周知されるようになった

ことが一因と考えられる。しかしながら、院内

の相談窓口が存在していても、相談者が真摯に

対応してもらえないと感じるケースが多いこと

が、問題の根本にある。実際に現場で話を聞く

と、「誰に相談すればよいかはわかるが、具体

的にどう行動すればよいのかわからない」とい

う声が多く聞かれる。

会議出席者名簿（敬称略）

鳥取労働局雇用環境・均等室　雇用環境改善・均等推進指導官
� 石田　太一

【オブザーバー】
鳥取県医療政策課医療人材確保室課長補佐� 田淵　厚志
鳥取県医療勤務環境改善支援センター
医療労務管理アドバイザー（常駐型・責任者）
� 安木　淳一
鳥取県医療勤務環境改善支援センター
医療労務管理アドバイザー（常駐型）
� 森下　芳則
鳥取県医師会事務局　主任（勤改センター担当職員）
� 岩垣　陽子
鳥取県医師会事務局　主事� 上治依里香

【委員長】
鳥取県医師会事務局長� 岡本　匡史

【委員】
鳥取県看護協会常任理事� 谷口　玲子
鳥取県看護協会（三朝温泉病院看護部長）� 本庄つゆ子
鳥取県看護協会（博愛病院看護部長）� 中村真由美
鳥取県病院協会（西部）（皆生温泉病院事務長）
� 野々村茂昭
日本医業経営コンサルタント協会鳥取支部長� 播間　匡広
社会医療法人明和会医療福祉センターサスティナブル本部統括主幹
� 竹中　君夫
鳥取県社会保険労務士会（東部）� 田中　伸一
鳥取県社会保険労務士会（中部）� 板倉　　剛
鳥取県社会保険労務士会（西部）� 安酸　早苗
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支払基金および国保連合会の審査、県医師会に対する要望事項
（令和７年10月実施）
　 基金 は支払基金、 国保 は国保連合会、 県医 は県医師会への要望事項です。

【一般】

１． 基金  国保

　マイナンバーカードによる保険情報取得について

　既に解決済の事例ですが、当院でマイナンバーカードによる保険情報取得し、診療を行った症例が保険

者からの再審査請求で返戻となった事例があったので報告させて頂きます。

　症例は公立鳥取の保険証の方です。本年４月１日に本人が提出したマイナンバーカードでカードリー

ダーで受付され、ORCAに情報が登録され、電子カルテに共有されました。保険情報を確認して診療を行

いレセプトを提出しております。８月診療分のレセプトを送信した際に、返戻のレセプトを確認したとこ

ろ、この度のレセプトが保険者からの再審査請求により返戻となっておりました。理由を見ると「本人家

族の誤り、枝番不一致、記号番号の誤り」という事でしたが、当院ではマイナンバーカードで有効な保険

情報を取得しており、納得ができずに基金に相談したところ、保険者へ問い合わせるようにとのこと。こ

のような場合、当方の落ち度はなくても保険者に問い合わせて返答が得られるのかと思い、更に基金の担

当者の方にお尋ねし、保険者に正しい情報を聞いていただく事が出来ました。おそらく、異動の時期で書

き換えなどの事務作業が公立鳥取でも大変だったかと思いますが、いきなり返戻ではなく、我々に一度問

い合わせていただけないかと思います。《中部》

意見回答：

基金  国保

　ご要望の内容は、審査に関連する要望事項でないため回答いたしかねます。

【管理料　等】

２． 基金  国保

　救急医療管理加算１および２について

　どのような場合に算定できるのか基準があいまいです。P/F比を記入するようにしていますが、審査に

どのように生かされているのかがはっきりしません。

　そこで質問です。

　呼吸不全で重篤な状態の患者さんが下記の状態であるとき

１）閉鎖式人工呼吸器をつけた場合、救急医療管理加算１が算定できますか？

２）�NPPV（非侵襲的陽圧人工呼吸器）をつけた場合は、救急医療管理加算１または加算２が算定できま

すか？

３）酸素投与またはハイフローセラピーを行っている場合で、

　ア）�重症ARDSと考えられるP/F比100以下の場合は、救急医療管理加算１または加算２が算定できま

総務
テキスト ボックス



      ※こちらの原稿は都合により、非公開とさせていただきます。
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県医からの連絡事項

「酸素の購入価格に関する届出について」のお知らせ
　保険医療機関は、当該年の４月１日以降に係る酸素の診療報酬請求のため、前年の１月から12月までの

間の酸素の購入実績を、当該年の２月15日までに地方厚生局長に届出を行うこととされております。

　そのため、酸素の診療報酬請求を行う保険医療機関におかれましては、下記提出期限までに「酸素の購

入価格に関する届出書」の提出が必要となりますので、届出漏れのないようお願いします。

記

提出期限　　令和８年２月16日（月）（電子申請による場合は15日（日））

提 出 先　　中国四国厚生局鳥取事務所

住所：〒680−0842　鳥取市吉方109　鳥取第３地方合同庁舎２階

TEL：0857−30−0860

提出方法　　郵送又は窓口提出、電子申請（FAXでの受付は行っておりません。）

　　　　　　　※電子申請を利用する場合は別途申し込みが必要です。

届出様式　　�中国四国厚生局ホームページに届出様式を掲載しています。

　　　　　　⇨中国四国厚生局のホームページへ

（https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/shinsei/shido_kansa/sanso_konyu/）

記載要領　　�中国四国厚生局のホームページに掲載しておりますので、ご参照願います。

　日本医師会等からの感染症に関する通知は、鳥取県医師会ホームページの「感染症情報」へ掲

載しておりますので、ご確認いただきますようお願いいたします。

鳥取県医師会ホームページ『感染症情報』

　https://www.tottori.med.or.jp/kansenshou

感染症情報について
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県よりの通知

医療・社会福祉・保育施設等物価高騰対策応援金支給要領の改正及び
下期分の募集開始について（通知）

〈8．1．5　鳥取県福祉保健部健康医療局医療政策課長〉

　この度、医療・社会福祉・保育施設等物価高騰対策応援金支給要領（以下「支給要領」という。）を改
正し、下記のとおり下期分の申請の受付を開始しましたので、当該応援金の支給を希望する場合は、支給
申請書の提出をお願いします。

記
１　事業目的
　エネルギー、食料品価格等の物価高騰の長期化により、光熱費等の負担増が継続していることから、県
内の医療機関、社会福祉施設、保育施設等を運営する事業者に対し、医療・社会福祉・保育施設等物価高
騰対策応援金を支給する。
２　支給対象者（病院・診療所・助産所・歯科技工所分）
　県内に所在する病院（保険医療機関）、診療所（保険医療機関）、助産所を運営する事業者（法人又は個人）
※公立施設は除く。
※年度当初（令和７年４月25日から令和７年９月30日までの申請期間として実施）の支給を受けた場合
も申請することができます。

３　支給額（病院・診療所・助産所・歯科技工所分）
・病院：�光熱費　175～350千円／施設、7.5～30千円／病床を加算、救急告示医療機関（精神科救急医療

施設含む）175千円／施設を加算、食材料費　2.5千円を加算
・有床診療所：光熱費　125千円／施設、7.5～12.5千円／病床を加算、食材料費　2.5千円を加算
・無床診療所・歯科診療所：100千円／施設
・助産所・歯科技工所：35千円／施設
　※詳細は支給要領を御確認ください。
４　提出書類（病院・診療所・助産所・歯科技工所分）
・様式第１号　医療・社会福祉・保育施設等物価高騰対策応援金支給申請書（病院、診療所、助産所、歯
科技工所用）

５　支給申請期限　令和８年２月13日（金）厳守
　※申請漏れがないよう御注意ください。
６　提出場所（病院・診療所・助産所・歯科技工所分）
　鳥取県福祉保健部健康医療局医療政策課　医療政策担当
　　住所：〒680－8570　鳥取市東町一丁目220番地
　　電子メール：iryouseisaku@pref.tottori.lg.jp

【担当】
医療政策課　岡本、水口、小林（和）
　電　　　話：0857－26－7182
　ファクシミリ：0857－21－3048



鳥取県医師会報　26．1　No.847

30

医療・社会福祉・保育施設等

エネルギー、食料品価格等の物価高騰の長期化により、光熱費等の負担増が継続していることから、

国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、県内の医療機関、社会福祉施設、保育

施設等を運営する事業者に対し、施設区分、提供するサービス種別等に応じた応援金を支給します。

電話番号・電子メール問合せ・申請書提出先施設区分

電話：０８５７‐２６‐７１８２
電子メール：iryouseisaku@pref.tottori.lg.jp

福祉保健部 健康医療局
医療政策課

①病院、診療所、助産所、
歯科技工所

電話：０８５７‐２６‐７２２６
電子メール：iryou-hoken@pref.tottori.lg.jp

福祉保健部 健康医療局
医療・保険課

②薬局

電話：０８５７‐２６‐７１７５
電子メール：choujyushakai@pref.tottori.lg.jp

福祉保健部 ささえあい福祉局
長寿社会課

③高齢者介護・福祉サー
ビス事業所等

電話：０８５７‐２６‐７８６５
電子メール：kodomoshien@pref.tottori.lg.jp

子ども家庭部 子ども発達支援課④障がい児福祉施設

電話：０８５７‐２６‐７８６６
電子メール：shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp

福祉保健部 ささえあい福祉局
障がい福祉課

⑤障がい者福祉施設

電話：０８５７‐２６‐７１４４
電子メール：kodoku-koritsu@pref.tottori.lg.jp

福祉保健部 ささえあい福祉局
孤独・孤立対策課

⑥救護施設

電話：０８５７‐２６‐７５７０
電子メール：kosodate@pref.tottori.lg.jp

子ども家庭部 子育て王国課⑦保育施設等

電話：０８５７‐２６‐７１４９
電子メール：kateishien@pref.tottori.lg.jp

子ども家庭部 家庭支援課
⑧児童養護施設等、
ＤＶ被害者等支援施設

令和７年１２月２６日（金）～令和８年２月１３日（金）申 請 期 間

施設区分、提供するサービス種別等に応じた金額
※詳細は裏面をご確認ください。
※支給は１事業所、施設１回限りです。

支 給 額

県内に所在する医療機関等、高齢者介護・福祉サービス事業所等、障害福祉
サービス事業所等、救護施設、保育施設等を運営する事業者、法人

対 象 者

様式第1号 医療・社会福祉・保育施設等物価高騰対策応援金支給申請書申 請 書 類

申請書類は下記の「申請書提出先」に電子メール、郵送又は持参によりご提出
ください。
※「病院、診療所、助産所、歯科技工所」「薬局」「高齢者介護・福祉サービス事業所等」「障がい
児福祉施設」「障がい者福祉施設」はとっとり電子申請サービスによる申請も可能です。詳細
は鳥取県HPをご確認ください。https://www.pref.tottori.lg.jp/ouenkin/

申 請 方 法

2 問合せ・申請書提出先

1 支 給 概 要

支給申請書類は下記の対象施設ごとの申請書提出先にご提出ください。

鳥取県

※郵送、持参の場合の申請書提出先住所
上表の①～⑦：〒680-8570 鳥取市東町一丁目220番地
上表の⑧ ：〒680-0901 鳥取市江津318-1

物 価 高 援 金騰 対 策 応

次頁
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支支給給単単価価
施施設設区区分分・・提提供供すするるササーービビ

スス種種別別等等のの区区分分
支支給給
対対象象者者

区区分分

(1)光熱費
・1施設当たり 350,000円
・救急告示医療機関（精神科救
急医療施設含む）1施設当たり
175,000円を加算
・一般病床1床当たり30,000円
を加算
・療養病床等（※）1床当たり
20,000円を加算
(2)食材料費
・1床当たり2,500円を加算

病院（病床数200床以上）
※保険医療機関に限る。

県内に所在
する病院、診
療所、助産
所、歯科技
工所、薬局を
運営する事
業者（法人又
は個人）

医医 療療
機機関関等等

(1)光熱費
・1施設当たり250,000円
・救急告示医療機関（精神科救
急医療施設含む）1施設当たり
175,000円を加算
・一般病床1床当たり22,500円
を加算
・療養病床等（※）1床当たり
12,500円を加算
(2)食材料費
・1床当たり2,500円を加算

病院（病床数100床以上200
床未満）
※保険医療機関に限る。

(1)光熱費
・1施設当たり175,000円
・救急告示医療機関（精神科救
急医療施設含む）1施設当たり
175,000円を加算
・一般病床1床当たり17,500円
を加算
・療養病床等（※）1床当たり
7,500円を加算
(2)食材料費
・1床当たり2,500円を加算

病院（病床数100床未満）
※保険医療機関に限る。

(1)光熱費
・1施設当たり125,000円
・一般病床1床当たり12,500円
を加算
・療養病床等（※）1床当たり
7,500円を加算
(2)食材料費
・1床当たり2,500円を加算

診療所（有床）（病床数1床
以上19床以下）
※保険医療機関に限る。

・1施設当たり100,000円
診療所（無床）、歯科診療所
※保険医療機関に限る。

・1施設当たり35,000円助産所

・1施設当たり35,000円歯科技工所

・1施設当たり35,000円薬局※保険薬局に限る。

※療養病床等：療養病床、精神病床、結核病床、感染症病床
令和7年11月のサービス提供実績
に基づく以下の区分に応じた額
＜区分Ａ＞
単価：1施設当たり75,000円
該当施設：以下のいずれかに
該当する施設
・令和7年11月のサービス提供実績
におけるサービス提供回数が1日あ
たり41回以上の施設
・令和7年11月のサービス提供実績
のうち、事業所から利用者宅間の片
道路程が10km以上の利用者への
サービス提供回数が1日あたり10回
以上の施設

＜区分Ｂ＞
単価：1施設当たり55,000円
該当施設：区分Ａ、区分Ｃのい
ずれにも該当しない施設
＜区分Ｃ＞
単価：1施設当たり35,000円
該当施設：以下の両方に該当
する施設
・令和7年11月のサービス提供実績
におけるサービス提供回数が1日あ
たり20回以下の施設
・令和7年11月のサービス提供実績
のうち、事業所から利用者宅間の片
道路程が10km以上の利用者への
サービス提供回数が1日あたり5回
以下の施設

【訪問系施設】
訪問介護、訪問型サービス
（独自）、訪問型サービス（独
自／定率）、訪問入浴介護、
訪問看護、訪問リハビリテー
ション、夜間対応型訪問介
護、定期巡回・随時対応型
訪問介護看護

県内に所在
する高齢者
介護・福祉
サービス事
業所等を運
営する法人

高高齢齢者者福福
祉祉施施設設等等

・1施設当たり50,000円
・定員1人当たり2,000円を加算

【通所系施設】
通所介護、通所型サービス
（独自）、通所型サービス（独
自／定率）、地域密着型通所
介護、認知症対応型通所介
護、通所リハビリテーション

・1事業所当たり35,000円福祉用具貸与・販売

・1施設当たり35,000円居宅介護支援事業所

・1施設当たり150,000円

【多機能型施設】
小規模多機能型居宅介護
施設、看護小規模多機能型
居宅介護施設

・1施設当たり175,000円
・定員1人当たり7,000円を加算

【入所施設・居住系施設A】
介護老人福祉施設、地域密
着型介護老人福祉施設入
所者生活介護、介護老人保
健施設、介護医療院、軽費
老人ホーム、養護老人ホー
ム、短期入所生活介護

・1施設当たり175,000円
・定員1人当たり10,000円を加算

【入所施設・居住系施設B】
認知症対応型共同生活介
護、有料老人ホーム、サー
ビス付き高齢者向け住宅

支支給給単単価価
施施設設区区分分・・提提供供すするるササーービビスス

種種別別等等のの区区分分

支支給給

対対象象者者
区区分分

・1施設当たり35,000円

【訪問系施設】
居宅訪問型児童発達支援、
保育所等訪問支援、障害児
相談支援県内に所在す

る障害福祉
サービス事業
所等を運営す
る法人

障障ががいい児児

福福祉祉施施設設 ・1施設当たり27,000円
・定員1人当たり2,000円を加算

【通所系施設】
児童発達支援、放課後等デイ
サービス、児童発達支援セン
ター

・1施設当たり175,000円
・定員1人当たり10,000円を加算

【入所系施設】
障害児入所施設

令和7年11月のサービス提供
実績に基づく以下の区分に応
じた額
＜区分Ａ＞
単価：1施設当たり75,000円
該当施設：以下のいずれかに
該当する施設
・令和7年11月のサービス提供実
績におけるサービス提供回数が
1日あたり41回以上の施設
・令和7年11月のサービス提供実
績のうち、事業所から利用者宅
間の片道路程が10km以上の利
用者へのサービス提供回数が1
日あたり10回以上の施設

＜区分Ｂ＞
単価：1施設当たり55,000円
該当施設：区分Ａ、区分Ｃのい
ずれにも該当しない施設
＜区分Ｃ＞
単価：1施設当たり35,000円
該当施設：以下の両方に該当
する施設
・令和7年11月のサービス提供実
績におけるサービス提供回数が
1日あたり20回以下の施設
・令和7年11月のサービス提供実
績のうち、事業所から利用者宅
間の片道路程が10km以上の利
用者へのサービス提供回数が1
日あたり5回以下の施設

【訪問系サービス】
居宅介護、重度訪問介護
同行援護、行動援護

県内に所在す
る障害福祉
サービス事業
所等を運営す
る法人・補装
具事業者

障障ががいい者者

福福祉祉施施設設

・1施設当たり35,000円
自立生活援助、就労定着支援、
計画相談支援、地域移行支援、
地域定着支援

・1施設当たり70,000円
・定員1人当たり2,000円を加算

生活介護

・1施設当たり27,000円
・定員数と令和7年11月の実利
用者数のうち、少ない人数1人
当たり2,000円を加算

短期入所

・1施設当たり27,000円
・定員1人当たり2,000円を加算

自立訓練（機能訓練）、自立
訓練（生活訓練）、就労移行
支援、就労継続支援（Ａ型）、
就労継続支援（Ｂ型）、就労選
択支援

・1施設当たり50,000円
・定員1人当たり3,000円を加算

療養介護、共同生活援助、宿
泊型自立訓練

・1施設当たり175,000円
・定員1人当たり10,000円を加算

施設入所支援

・1事業所当たり35,000円補装具貸与・販売

・1施設当たり175,000円
・定員1人当たり10,000円を加算

救護施設
県内に所在す
る救護施設を
運営する法人

救救 護護

施施 設設

・１施設当たり2,115円に児童
数を乗じた額から100,000円を
減じた額
※減じた額は市町村等から支給
（従前のものへの加算）予定

保育所、幼稚園、認定こども
園

県内に所在す
る保育施設等
を運営する事
業者

保保 育育

施施設設等等

・１施設当たり2,115円に児童
数を乗じた額から50,000円を
減じた額
※減じた額は市町村等から支給
（従前のものへの加算）予定

小規模保育事業所
事業所内保育事業所

・１施設当たり2,115円に児童
数を乗じた額

届出保育施設（企業主導型
保育施設を含む）

・入所児童1人当たり16,000円
【児童養護施設等（入所施設）】
児童心理治療施設(入所)、児
童養護施設、乳児院

・入所児童等1人（世帯）当たり
12,000円

【児童養護施設等（入所施設）】
母子生活支援施設、自立援
助ホーム、ファミリーホーム、
里親

・通所児童1人当たり4,000円
【児童養護施設等（通所施設）】
児童心理治療施設(通所）

・1施設当たり18,000円ＤＶ被害者等支援施設

詳細は鳥取県HPをご確認ください。
https://www.pref.tottori.lg.jp/ouenkin/
鳥取県 物価高騰対策応援金
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「大丈夫かな？」

　僕は遠くで上がる水しぶきをちらりと見た。

　僕が通う日本人学校にはプールがない。今年は

近くの市民プールに１年生と５年生が一緒に行っ

た。１年生には弟がいる。浅いプールでわいわい

声を上げながら、１年生は水中に沈んだ輪っかを

取っている。その中に弟の姿があった。弟は友達

と輪っかを見せ合って笑っている。無事なよう

だ。僕はいつもと変わらないひょうきんな弟を見

て安心した。

　弟は、０歳でがんサバイバーになった。悪性腫
しゅ

瘍
よう

が見つかり、F大学病院で右の腎臓を全摘出し

たのだ。弟との生活は「当たり前」とは違うこと

を受け入れ続けることだ。弟は生まれてすぐに集

中治療室に連れて行かれ、父も母も弟にかかりっ

きりになった。年少の僕は幼稚園を休み、病院の

隅で本を読んで過ごした。僕が弟を初めて見たの

は、しばらく経った手術の前々日。分厚い窓越し

に見た弟は、コードをたくさんつけ、見たことの

ない機械に囲まれていた。もしかしたらこれが最

初で最後かもしれなかった。手術は無事成功。僕

は嬉
うれ

しくて弟が退院するまでぬいぐるみでオムツ

を替える練習をした。ところが、いざ弟を前にす

ると、胸の下から横腹にかけて20センチメートル

もある手術痕が怖くて身がすくむ。僕は、弟に

「当たり前」の抱っこやオムツ替えをできなかっ

た。

　年少から通えるはずだった僕と同じ幼稚園に

も、弟は年中からしか通えなかった。それは、主

治医の先生から、新型コロナウイルス感染症に感

染すると重とくになるリスクが高いので登園を控

えるよう言われたからだった。学校と同じ敷地内

に幼稚園があるので、友達から、

「あれ？　まこちゃんの弟、幼稚園は？」

と聞かれる。僕は、それが嫌でたまらなかった。

手術をしても、５歳までに再発して死んでしまう

かもしれなかったからだ。２年生の僕にはそんな

こと、説明できない。友達の何気ない「当たり

前」の質問に、僕は傷ついた。

　弟は、主治医の先生やリハビリの先生に支えら

れ、２年間リハビリをした。ハイハイしたり、歩

いたり、右手で鉛筆を持てるようになったり、可

能性は広がっていった。でも、今も階段を下りる

ことや逆上がりは苦手だ。僕は、弟が失った「当

たり前」にはっとする。

　見た目には分かりにくくても、失った臓器があ

ると周りと同じ「当たり前」の生活をすること

は、容易ではない。明るい性格で元気に見える

が、弟はすぐに疲れ、熱を出しやすい。トイレに

もよく行く。「手術痕を見られたくない」と体育

の着替えに悩む。周りの人が気付きにくい所で、

困難を抱えている。

　だからこそ、弟が初めてのプールで他の子と

「当たり前」に遊ぶ姿が眩
まぶ

しかった。僕はこれか

らも、弟が「当たり前」の生活を「当たり前」に

送れるよう、見守っていきたい。

小学生高学年の部　優秀賞　小児がんサバイバーの弟と僕
ドイツ・フランクフルト　フランクフルト日本人国際学校　　廣　末　眞　士（11歳）

生命を見つめるフォト＆エッセー　入賞作品集
主催　日本医師会

第８回
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　私には年齢が二つ上の兄がいます。自閉症と多

動症、そして成長ホルモン分泌不全症という病気

と闘っています。自閉症と多動症に関しては、１

日２回の内服薬、成長ホルモン分泌不全症に関し

ては、１日１回寝る前に注射を打っています。

　私の両親は、私が物心付いた頃から現在も “共

働き” です。兄が幼稚園へ通い出した頃、私の預

け先が無いため、母におぶわれ、母の職場へ行き

過ごしていたこともありました。

　３歳の頃から “自閉症” と診断された兄は、こ

だわりが強かったり、自分の気持ちを言葉で上手

く表現できないため、かんしゃくや紙を破ること

で、不安を解消しており、父や母が幼稚園や学校

の先生に謝っていた記憶があります。

　私が小学生になると、長期の休みでは、兄と二

人で留守番する機会が増え、トイレの自立がで

きていなかった兄の世話を任せられていました。

「何でこんな面倒なことをしなきゃならないの？　

お兄ちゃんなんかいなければいいのに……」と、

兄自身が一番辛いことを父や母にいくら諭されて

も、心の狭い私は、常にそんな心無いことを思っ

てしまっていました。

　兄は、私が両親に叱られている時、黙って様子

を伺い、私が悪くても、必ず私を体を張って守っ

てくれます。

　私の年齢が上がるにつれ、私も兄の色々なこと

が分かるようになってきました。それと同時に、

父や母の大変さも分かるようになってきました。

しかし、正直なところ、現在の私は、思春期の

真
ま

っ只
ただ

中
なか

で、自分の感情や体をコントロールしき

れず過ごしていることが多いので、やはり、兄に

イライラしてしまい、冷静になってから、罪悪感

でいっぱいになってしまいます。

　先日、母のスマホに、私と兄の赤ちゃんの頃か

らの写真があったので、見せてもらいました。ほ

とんどの写真が、一緒に写っており、兄が私に優

しくほほ笑んでいたり、ニコニコ笑っていまし

た。中学生になった現在も、嫌な顔せず、私と写

真を撮ってくれます。

　自転車に乗れない兄は、将来の自立に向け、学

校までの約２㎞（20分程）の距離を徒歩で通学で

きるように訓練しています。皆が当たり前にでき

ることが、兄には難しいことがたくさんあります

が、どんなことでも兄なりに、頑張っています。

　そんな兄と過ごしている私は、将来、医師にな

りたいという夢を持つようになりました。兄を

ずっと診てくれている担当医は、私の憧れです。

日々の勉強はすごく大変ですが、私は兄を守って

いきたいのです。

　優しくて頑張り屋のお兄ちゃんは、ずっと、

ずっと、私の自慢のお兄ちゃんです。

小学生高学年の部　優秀賞　お兄ちゃんはずっと私のお兄ちゃん
群馬県　大泉町立南小学校　　河　内　穂　花（11歳）
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会員の栄誉

日本公衆衛生協会長表彰

藤　井　秀　樹　先生
（米子市・鳥取県西部総合事務所米子保健所）

　藤井秀樹先生におかれては、公衆衛生事業功労者としてのご功績により、令和７年２月25日受
賞されました｡

鳥取医学雑誌「興味ある症例」投稿にあたって

　「興味ある症例」はX線、内視鏡写真、超音波写真、心電図など形態学的所見が読めるように
きちんと撮影されている症例の掲載を目的としています。珍しい症例は勿論ですが、ありふれた
症例でも結構ですから、見ただけで日常診療の糧となるような症例をご投稿下さい。
投稿規定：�原則として１症例につき２頁以内におさまるように、症例のあらましとX線、内視鏡、

超音波、CT、心電図などの画像とその診断名、解説をまとめて下さい。
写真４枚以内、症例紹介300字以内、解説約500字（半ページ）、約1,000字（１ペー
ジ）。
カラー写真は、編集委員会で認めたものについては著者の負担を要しない。
典型例では文献は必要ありませんが、比較的珍しい症例では２～３個以内の文献を付
けて下さい。
要旨、英文タイトル、Key words等は不要です。
採否およびその他の記載方法は鳥取医学雑誌投稿規定に依ります。
なお、二重投稿および個人情報の守秘には充分ご留意下さい。

（鳥取医学雑誌編集委員会）
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日本医師会　かかりつけ医機能報告制度にかかる
研修修了証の発行方法について（令和７年度）

■ 制度の概要

　2025年４月よりかかりつけ医機能報告制度が施行されました。同制度では、「かかりつけ

医機能に関する研修の修了者の有無」が報告事項の１つとなっています。

　日本医師会では、報告対象となる全ての医療機関が当該研修修了を適切に報告できるよ

うにするため、「かかりつけ医機能報告制度にかかる研修」を創設し、研修修了者に対する

修了証の発行をMAMIS（マミス）でできるように整備しています。

　現時点では修了証の添付は必要ありませんが、研修修了証の発行方法は以下のとおりで

すので、お知らせいたします。

　かかりつけ医機能報告制度はG-MISを使用して行います。制度の詳細等は厚生労働省HP

をご参照ください。

▶初回報告：令和８年（2026年）１月～

■ かかりつけ医機能に関する研修について

【①座学研修（知識）】

　日本医師会生涯教育制度における各種研修（原則１単位＝１時間）

【②実地研修（経験）】

　現に携わっている、またはこれまでに携わった地域に根差した活動等であって、都道府

県または郡市区医師会長等が承認したもの。（１研修あたり５単位） 

■ 修了要件

・座学研修 ＋ 実地研修

・合計10単位以上の取得　→　日本医師会 修了証を発行

■ 修了申請方法

　申請先の医師会において申請内容を確認、承認後、修了証を発行します。

▶方法①：MAMIS（医師会会員情報システム）により申請

　　　　　→　MAMIS（医師会会員情報システム）より修了証をダウンロード

▶方法②：修了申請書（紙媒体）を作成の上、ご所属医師会（または最寄りの医師会）あてに送付

　　　　　→　修了申請書の記載内容に基づき、医師会より修了証を送付

■ 詳細・マニュアルはこちら

（日本医師会ホームページ ⇒ 医師のみなさまへ⇒かかりつけ医機能報告制度にかかる研修）

https://www.med.or.jp/doctor/cme/cmekakari/012210.html

■ お問い合わせ

鳥取県医師会　地域医療課　TEL：0857−27−5566（代表）

日本医師会　生涯教育課　TEL：03−3946−2121（代表）

お知らせ
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かかりつけ医機能報告制度
が始まります！

医療機関の皆様へ

報告を行う対象医療機関

⚫特定機能病院及び歯科医療機関を除く、全ての病院・診療所が対

象です。

毎年１～３月に、かかりつけ医機能の内容について都道府県

にご報告をお願いします。

※原則、医療機関等情報支援システム（G-MIS）による報告となります。

※かかりつけ医機能に関する研修の修了者の有無も報告事項となります。

詳しい情報は厚生労働省ホームページへ

令和８年１～３月に、都道府県に対して

かかりつけ医機能報告を行うようお願いします

医療機関の実施事項

報告

院内

掲示

かかりつけ医機能を有する医療機関の要件として、報告した

かかりつけ医機能の一定の内容を院内掲示する必要があります。

※G-MISにおいて、院内掲示用の様式例を出力できるようにシステム開発を行

う予定です。

患者

説明

おおむね４ヶ月以上継続して医療を提供することが見込まれ

る場合で、患者・家族から求めがあったときは、治療計画等

についてご説明をお願いします。

※かかりつけ医機能を有する医療機関は、原則、医療法に基づく患者への説明

が努力義務となります。

厚生労働省「かかりつけ医機能報告制度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuit

e/bunya/0000123022_00007.html
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かかりつけ医機能報告制度の概要

⚫ かかりつけ医機能報告制度は、地域で必要とされるかかりつけ

医機能の充実強化を図り、国民の医療機関の選択に資する情報

を提供することを通じて、国民・患者にとって医療サービスの

向上につなげることを目指すものです。

⚫ 多くの医療機関に参画いただき、地域で必要なかかりつけ医機

能を確保することが重要であり、各医療機関からの報告を受け

て、地域で協議を行い、不足する機能を確保する方策を検討・

実施していくことが特に重要です。

制度の目的

⚫ ご報告いただくかかりつけ医機能の内容は、下記のとおりです。

※報告事項の詳細等については、令和７年度中に、厚生労働省から報告マニュアルを発

出する予定です。

⚫ 「具体的な機能」を有すること及び「報告事項」について院内掲示していること（★）

⚫ かかりつけ医機能に関する研修の修了者の有無、総合診療専門医の有無（有無を報告すれば可）

⚫ 所定の診療領域ごとの一次診療の対応可能の有無、いずれかの診療領域について一次診療を行うこ

とができること（★）

⚫ 一次診療を行うことができる疾患

⚫ 医療に関する患者からの相談に応じることができること（★） 等有無

継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その他の日常的

な診療を総合的かつ継続的に行う機能
１号機能

（１）通常の診療時間外の診療、（２）入退院時の支援、（３）在宅医療の提供、

（４）介護サービス等と連携した医療提供
２号機能

その他の報告事項

⚫ 健診、予防接種、地域活動（学校医、産業医、警察業務等）、学生・研修医・リカレント教育等の教育活動 等

［報告事項］

（１）通常の診療時間外の診療

⚫ 自院又は連携による通常の診療時間外の診療体制の確保状況

⚫ 自院における時間外対応加算１～４の届出状況、時間外加算、深夜加算、休日加算の算定状況 等

（２）入退院時の支援

⚫ 自院又は連携による後方支援病床の確保状況

⚫ 自院における入院時の情報共有の診療報酬項目の算定状況

⚫ 自院における地域の退院ルールや地域連携クリティカルパスへの参加状況

⚫ 自院における退院時の情報共有・共同指導の診療報酬項目の算定状況

⚫ 特定機能病院・地域医療支援病院・紹介受診重点医療機関から紹介状により紹介を受けた外来患者数 等

（３）在宅医療の提供

⚫ 自院又は連携による在宅医療を提供する体制の確保状況

⚫ 自院における訪問診療・往診・訪問看護の診療報酬項目の算定状況

⚫ 自院における訪問看護指示料の算定状況

⚫ 自院における在宅看取りの診療報酬項目の算定状況 等

（４）介護サービス等と連携した医療提供

⚫ 介護サービス等の事業者と連携して医療を提供する体制の確保状況

⚫ 介護支援専門員や相談支援専門員への情報共有・指導の診療報酬項目の算定状況

⚫ 介護保険施設等における医療の提供状況（協力医療機関となっている施設の名称）

⚫ 地域の医療介護情報共有システムの参加・活用状況

⚫ ＡＣＰ（人生会議）の実施状況 等

［報告事項］

※★：これらの項目を「可」と報告する医療機関は、「1号機能を有する医療機関」として

２号機能の報告を行います。

ご報告いただく内容
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「禁煙指導医・講演医」養成のための講習会開催について

　標記の講習会を本会と地区医師会の共催で下記のとおり開催しますので、ご案内いたしま

す。

　鳥取県医師会ホームページに、禁煙指導医あるいは講演医または双方としてお名前を掲載

するためには、所属地区医師会に関わりなく、東・中・西部の３会場で開催される講習会の

いずれかに、３年間に少なくとも１回ご出席いただくことが条件となります。

　公表を希望される医師は、必ずご出席くださいますようご案内申し上げます。

［中部地区］

日　時　　令和８年３月４日（水）午後７時～午後８時（質疑応答込）

場　所　　鳥取県中部医師会館　倉吉市旭田町18　TEL 0858－23－1321

演　題　　「依存症の視点から考える禁煙支援」

講　師　　安陪内科医院　院長　安陪隆明先生

日本医師会生涯教育制度　１単位　CC：82　生活習慣

［西部地区］

日　時　　令和８年２月19日（木）午後７時～午後９時

形　式　　ハイブリッド形式（現地＋オンライン）

場　所　　鳥取県西部医師会館３階講堂　米子市久米町136　TEL 0859－34－6251

　　　　　Zoomにより配信

演　題　　「喫煙行動の多様化と若年層への影響」

講　師　　国立大学法人島根大学　松江保健管理センター　准教授　杉原志伸先生

座　長　　山田内科医院　院長　山田健作先生

日本禁煙学会　５単位

日本禁煙学会サポーター指定講演会

日本医師会生涯教育制度　２単位　CC：82　生活習慣

問合せ先：鳥取県西部医師会事務局：木村

　　　　　TEL 0859－34－6251

　　　　　メール：office-seibu@tottori.med.or.jp

『※Web視聴では原則、遅刻、途中退席は認められません。ただし、やむを得ない場合、

75％以上の視聴時間（接続時間）のログが確認されれば生涯教育制度の単位を付与致しま

す。』

お知らせ
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「鳥取県・糖尿病医療連携登録医制度」研修会のご案内

　令和７年度新規登録、および更新要件となる研修会として下記のとおりご案内いたしま

す。新規登録および次年度も登録医を継続希望の先生方はご出席ください（継続は自動更

新）。ご自身が所属しておられない地区医師会の会でもご出席いただけます。

　なお、開催期日の関係で、鳥取県医師会報への掲載が間に合わないものもありますので、

鳥取県医師会ホームページもあわせてご確認ください。

　新規登録を希望される方は、鳥取県医師会ホームページ（会員用）から申請書をダウン

ロードするか、本会または地区医師会から用紙を取り寄せ、ご所属の地区医師会へご提出く

ださいますようお願い申し上げます。

　但し、日本糖尿病学会専門医、日本糖尿病協会療養指導医については、登録（更新）要件

は免除となりますので、申請書にその旨記載の上ご提出ください。

　ご不明な点がありましたら、鳥取県医師会事務局（0857−27−5566）へお問い合わせくだ

さい。

○西部　令和７年度第２回西部医師会糖尿病研修会

日　時　　令和８年２月12日（木）　午後７時～午後８時30分

場　所　　鳥取県西部医師会館　３階講堂

内　容

【演題１】

　「インスリン製剤の特徴と選び方─新しい週１回投与製剤を含めた安全な使い分け」

　　　山陰労災病院　糖尿病・代謝内科部長　宮本美香先生

【演題２】

　「CKD外来におけるLTEPとARNIの位置付け」

　　　鳥取大学医学部附属病院　腎センター　助教　井山拓治先生

（日医生涯教育制度1.5単位　CC：0　最新のトピックス・その他（0.5単位）、73　慢性疾患・

複合疾患の管理（1.0単位））

お知らせ
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鳥取県医療勤務環境改善支援センターからのお知らせ

第91号

『スポットワークを有効活用するために』
　近年、「スポットワーク」という働き方が、急

速に広がっています。スポットワークとは、従来

のパートタイムなどの長期雇用を前提とした働き

方とは異なり、１日単位や数時間単位で、必要な

時に必要な分だけのスタッフ確保を可能とする働

き方です。スマートフォンアプリなどを通じ、面

接不要で即戦力をマッチングできる点が最大の特

徴です。

　スポットワークは、物流や飲食店等の現場にお

いては、すでに欠かせない労働力となっています

が、最近は医療・介護分野においても、人材不足

解消や業務効率化の手段として注目されています。

　一方で、賃金未払い、求人内容と実際の労働条

件との不一致といったトラブルの相談が、全国の

都道府県労働局や労働基準監督署に寄せられてい

ます。こうした状況を踏まえ、2025年７月に、厚

生労働省はスポットワークにおける労務管理の注

意点について公表しました。そこで今回は、ス

ポットワークを有効活用するために、導入する際

のメリットやデメリット、注意点等について説明

します。

１．スポットワークを導入するメリット

①急な欠員への即時対応：急病や退職による欠

員、健診やワクチン接種期の繁忙期に対し、ピ

ンポイントで人員を補充できます。

②業務の効率化：定型業務や一部の業務を切り出

すことで、常勤スタッフは専門業務に集中でき

ます。

③採用コストと手間の削減：求人広告の掲載や履

歴書の確認、面接の実施といったプロセスが不

要です。マッチングプラットホームを利用すれ

ば、数分で募集を開始し、当日中のスタッフ確

保も可能です。

④固定費の削減：社会保険料などの人件固定費を

抑えることができます。

⑤ミスマッチの防止と直接雇用の接点：スポット

勤務での働きぶりから、長期雇用へ切り替える

という試用期間を兼ねた活用方法も増えていま

す。

２．デメリット

①教育コストの発生：仕事の内容や職場のルール

を毎回説明する必要があり、一定の教育コスト

や手間がかかります。

②エンゲージメントの低さ：職場への帰属意識や

エンゲージメントが育ちにくく、チームワーク

の構築が難しい場合があります。

３．導入に向けた注意点

①業務マニュアルの整備：初めてのスタッフでも

迷わず動けるよう、簡易的な業務マニュアルや

指示書の事前準備や、当日の指揮命令系統を明

確にしておきましょう。

②プラットフォームの選定：医療資格（看護師・

医師等）の免許確認を徹底している、信頼性の

高いスポットワーク仲介事業者の選定が重要で

す。利用規約や手数料も確認しましょう。

４．労務管理上の注意点

①雇用契約の成立と責任：仲介事業者を通じた募

集であっても、労働契約を締結するのは、事業

主とスポットワーカーです。労働基準法などの

遵守義務も、事業主にあります。労働条件通知

書の交付は、スポットワーク仲介事業者が代行

する場合もありますが、交付義務は事業主にあ

ります。トラブル回避のためにも、適切に交付

されているか事業主側で確認しましょう。
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（今回の担当：医療労務管理アドバイザー　鷲見理恵　社会保険労務士）

《過去に掲載した記事は、勤改センターのホームページからも閲覧できます》

お問い合わせ・ご相談など、お気軽にご連絡ください。ご利用は無料です。
鳥取県医療勤務環境改善支援センター（略称：勤改センター）

住所：鳥取市戎町317（鳥取県医師会館内）　TEL：0857－29－0060　FAX：0857－29－1578
メール：kinmukaizen-c@tottori.med.or.jp
HP：https://www.tottori.med.or.jp/kinmukaizen-c/

②労働契約成立時期：スポットワークでは、面接

等を経ることなく先着順で就労が決定する求人

が一般的です。このような場合事業主が掲載し

た求人にスポットワーカーが応募した時点で、

労使双方の合意があったものとして労働契約が

成立します。

③キャンセルの原則禁止と休業手当：事業主都合

で丸１日の休業または仕事の早上がりをさせる

ことになった場合は、原則として休業手当（平

均賃金の60％以上）の支払い義務が生じます。

なお、一旦確定した労働日や労働時間の変更

は、労働条件の変更に該当し、事業主とスポッ

トワーカー双方の合意が必要です。

④賃金および労働時間について：業務に必要な準

備行為（指定制服への着替え等）や、業務に関

連した後始末（掃除等）も労働時間に含まれま

す。始業・終業時刻を設定する際は、それらの

時間も含める必要があります。不適切な賃金不

払いは労基法違反となります。

⑤労災の適用は通常の雇用と同じ：スポットワー

カーが、通勤途中または仕事中にケガをした場

合、就労先の事業について成立する保険関係に

基づき、労災保険給付を受けることができま

す。

⑥労働災害防止対策の義務：事業主は、労働安全

衛生法等に基づく各種措置（雇入れ時等におけ

る機械等の危険性や安全装置の取り扱い方法等

の教育の実施等）を講じる必要があります。

⑦ハラスメント対策：スポットワーカーに対する

パワハラやセクハラなど、ハラスメント防止の

ため、相談窓口の設置やハラスメント対策内容

の周知を行いましょう。

※その他、詳細については、厚生労働省作成リー

フレット「スポットワークの労務管理」でご確

認ください。

５．まとめ

　慢性的な人材不足が続く医療現場において、ス

ポットワークは、一時しのぎではなく、「戦略的

な人員配置」の有効な手段です。しかし、利便性

だけに目を向けると、思わぬ法的リスクやトラブ

ルに直面することになりかねません。メリット・

デメリットを理解した上で、効率的に活用し、柔

軟な雇用形態として取り入れながら、既存スタッ

フの負担軽減と、安定した医療サービスの提供を

両立させましょう。

資料出所：�厚生労働省「『スポットワーク』の労務管理」
（使用者向けリーフレット）

スポットワーク
仲介事業者

スポットワーカー 事　業　主
③労働契約の締結

②応募 ①求人掲載
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訃　　　報

故　佐々木　　　劭　先生
（令和７年12月26日逝去・満83歳）

米子市旗ケ崎５丁目16−19

労働基準監督署への届出や申請は、電子申請を利用しましょう！

労働基準監督署に来署いただかなくても手続できます

【届出・申請可能な主な手続】

○労働基準法に定められた届出など（時間外・休日労働に関する協定届（36協定届）　など）

○最低賃金法に定められた申請など（最低賃金の減額特例許可の申請　など）

【電子申請の方法】

　電子政府の総合窓口「e-Gov（イーガブ）」のホームページから電子申請が利用できます。

　ホームページは

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を検索してください。

鳥取労働局ホームページの電子申請の掲載箇所

https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/content/contents/roukikankei_denshi.pdf

もご覧ください。

e-Gov 検　索
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　このたびは「Joy! しろうさぎ大賞」を頂き、あ
りがとうございます。私がこの素晴らしい賞を頂
くだけの仕事をしてきた自信も自覚もありません
が、長年にわたり地域で仕事を続けてきたことへ
のご褒美と思ってありがたくお受けすることにし
ました。前もって、受賞後に挨拶をと言われてい
ましたが、私は学術的な研究等していませんし、
アカデミックなものも無く、何をお話ししようか
と考え、医者になって63年の中で深く心に残って
いることをお話ししようと考え、標記の演題にし
ました（試練は大げさかもしれませんが）。
　私は1961年鳥取大学医学部を卒業し、１年間の
インターンの後、鳥大第１内科に入局しました。
はじめの試練は入局２年目です。
　私の母の実家は倉吉市上福田で、母方の祖父が
開業した後、叔父が後を継いでいました。その叔
父が急死したのです。診療地域は広く、今のよう
なクルマ社会ではなく、市内まで出かけるのは大
変なことでした。叔父の後を誰かが引き継ぐこと
になり、家族会議の席で、父の一声「喜美！　お
前が行け！」それで決まりです。臨床経験もまだ
浅く、路頭に迷う気持ちで行きました。そこで私
が思ったことは、患者さんの話をしっかり聴こう
ということです。この姿勢は今も変わりません。
ある時、患者さんが自分の指を広げて「爪の周り
の色がおかしい」と相談されました。私はアヂソ
ン病を疑い鳥大に紹介しました。私の診断が当た
りすぐに治療を開始されて、あとあとその患者さ
んには大変感謝されました。その当時、まだ部
落差別があり、患者さんはその部落の人でした。
「若いけど見立てが良い」とか「話をよく聴いて
ごしなる」とか喜んでいただき、たびたび往診に
も声がかかりました。
　高城で３年余り仕事をしましたが、このままで
は自分に進歩がないと思っている時、県立厚生病
院の内科で医師の募集があり、家族と相談して厚

生病院に就職しました。就職した当時は内科の常
勤は４～５人いましたが、数年の間に、四国の郷
里で開業するために辞めた先生、倉吉市内で開業
する先生など一人辞め二人辞め、気が付けば内科
の常勤が二人になっていました。これが二番目の
試練です。一日が目まぐるしく過ぎていきまし
た。外来診療は大学から支援をしていただきまし
たが、入院患者の受け持ち（主治医）と回診が大
変でした。５階と６階が内科病棟で、１フロアー
約40人の入院でしたから、一人が１フロアーを受
け持ち、階の移動を最小限にしました。でもこの
状態は思ったほど長くは続かないで、常勤が少し
ずつ増えてきて体制が整ってきました。
　三度目の試練は夫の死亡した後です。
　夫は私より早く1965年に鳥大第２外科から厚生
病院に赴任していました。そして1993年に、今の
場所に湯川医院を開業しましたが、開業して７年
目の1999年に病死しました。この場所は、もとも
と私の実家で、大正２年（1913）に祖父が開業
し、そのあと父が1988年まで続けていましたが、
父が病死したため閉院していたのです。夫は経営
を法人でなく個人でやっていたので夫の廃業と私
の新規開業の手続きのなんと面倒なこと！　届け
先が数か所あり、夫の名前と私の名前、廃業か開
業に○をつけ同じような書類を何枚も書きまし
た。書類を早く提出しなければ、引き継いだ患者
さんの診療ができないので、本当に書類に追われ
る日々でした。そのおかげでゆっくりと悲しみに
暮れる間もなく時間が過ぎて行ってくれました。
それから26年が経ちました。
　私の好きな言葉は、“生涯現役“ と “継続は力な
り” です。この二つの言葉のおかげで今もこうし
て元気に仕事ができることに感謝しています。私
のとりとめのない話を聞いていただきありがとう
ございました。

三度の試練を乗り越えて
三朝町　湯川医院　　湯　川　喜　美
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重症心不全治療センターのご紹介
─心臓移植実施施設認定と補助人工心臓治療のさらなる充実─

鳥取大学医学部附属病院　心臓血管外科　講師・統括医長　　岸　本　祐一郎
同　教授　　吉　川　泰　司

病院だより（143）病院だより（143）病院だより（143） 鳥取大学医学部附属病院

はじめに

　鳥取大学医学部附属病院では、重症心不全診療

のさらなる充実と発展を目的として、「重症心不

全治療センター」を新たに設置しました。本セン

ターは、心臓移植実施施設の認定申請に向けた体

制整備の中核として位置づけられるとともに、今

後増加が見込まれる重症心不全患者さんに対し

て、高度かつ包括的な医療を提供する拠点として

の役割を担っています。重症心不全は高齢化の進

行や循環器医療の進歩に伴い年々増加しており、

大学病院として地域医療を支える中核的役割がこ

れまで以上に求められています。

重症心不全とはどのような病気か

　重症心不全とは、薬物療法やカテーテル治療な

どの内科的治療を尽くしても病態の進行を十分に

抑制できず、呼吸困難や易疲労感、浮腫などの症

状により日常生活に著しい制限が生じる状態を指

します。進行すると安静時にも症状が出現し、入

退院を繰り返すなど、患者さん本人だけでなく家

族の生活にも大きな影響を及ぼします。病状がさ

らに悪化した場合には、生命予後のみならず生活

の質（QOL）も著しく損なわれるため、従来の

治療に代わる高度な循環補助療法が必要となりま

す。その代表が、心臓移植および植込型補助人工

心臓（Ventricular Assist Device：VAD）治療で

す。

多職種が支える心臓移植医療

　心臓移植医療は、極めて高度な専門的知識と技

術を要する医療であると同時に、一つの診療科の

みで完結することができない、多職種・多部門に

よる総合力が問われる医療分野です。循環器内科

および心臓血管外科を中心に、麻酔科、集中治療

部、看護部、リハビリテーション部門、臨床工学

技士、薬剤師、管理栄養士、医療ソーシャルワー

カーなどが、それぞれの専門性を発揮しながら緊

密に連携することが不可欠です。各職種が役割を

分担しつつ、患者さんの病状や治療段階に応じて

柔軟に協力することで、安全で質の高い心臓移植

医療が初めて成り立ちます。

　本院が心臓移植医療に本格的に取り組むという

明確な意思と体制を、学内外に示すことが重症心

不全治療センターの設置の大きな目的のひとつで

す。また、診療の流れや役割分担を整理・可視化

することで、医療者間における情報共有や相互理

解が一層促進され、日常診療における意思決定の

迅速化や安全性の向上にもつながっています。さ

らに、定期的なカンファレンスや多職種合同の情

報共有を通じて、職種間の垣根を越えた協働体制

の強化を図っています。このような取り組みによ

り、重症心不全患者さんに対して、急性期から慢

性期、さらには心臓移植前後に至るまで、切れ目

のない一貫した医療を提供できる体制を構築して

います。今後も多職種が一体となって連携を深

め、円滑で持続可能な心臓移植医療体制の確立

と、患者さんに寄り添った医療の実現を目指して

まいります。

心臓移植までを支える治療の流れ

　重症心不全治療においては、治療の「出口戦

略」を明確に描くことが極めて重要です。心臓移

植はその最終治療として位置づけられています。

しかしながら、日本においては慢性的なドナー不

足が続いており、心臓移植の適応を得たとして
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も、実際の移植実施までには平均して４〜６年を

要します。そのため、多くの患者さんは移植まで

の待機期間中、植込型補助人工心臓（VAD）を

装着して命をつなぐ必要があります（図１、２）。

植込型補助人工心臓治療は単に生命を維持する手

段にとどまらず、患者さんが社会生活を維持しな

がら移植を待つための重要な治療選択肢となって

います。この長期にわたる植込型補助人工心臓装

着下での待機期間を、いかに安全に、かつ患者さ

んの健康的で自立した生活を維持しながら乗り切

るかが、重症心不全診療における大きな課題で

す。重症心不全治療センターでは、循環器内科

および心臓血管外科を中心に、看護部、リハビリ

テーション部門、薬剤部、栄養管理部、医療ソー

シャルワーカーなどが密に連携し、重症心不全患

者さんに対する集学的チーム医療を推進していま

す。急性期治療にとどまらず、慢性期管理、退院

支援、さらには退院後の在宅生活や社会復帰まで

を見据えた、切れ目のない包括的医療の提供を目

指しています（図３、４）。

Destination Therapy導入による診療の広がり

　当院ではこれまで、重症心不全患者さんに

対して、心臓移植への橋渡し治療（Bridge to 

図3 重症心不全治療センターの組織概略図

重症心不全治療センター
循環器内科医師
心臓血管外科医師
レシピエントコーディネーター
臨床工学技士
慢性心不全看護認定看護師
心不全療養指導士
人工心臓管理技術認定士
薬剤師
理学療法士
管理栄養士
臨床心理師
脳卒中・心臓病等総合支援センター

連携体制を構築
人材育成啓発

医療連携
地域中核病院

訪問看護ステーション
など

緊急時・心移植時など

脳卒中・
心臓病等
総合支援
センター

手術部 ICU CCU

看護部 薬剤部 ME
ｾﾝﾀｰ

医療福祉
支援ｾﾝﾀｰ

麻酔科 精神科 救急科

図１　植込型補助人工心臓ポンプ

図３　重症心不全治療センターの組織概略図

図２　植込型補助人工心臓装着図

患者さんの心尖部に
補助人工心臓を装着全身に血液を送る全身に血液を送る

ポンプ機能を代行ポンプ機能を代行
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Transplantation：BTT）として、植込型補助人

工心臓（VAD）治療を中心に行ってきました。

しかし、重症心不全患者さんの高齢化や併存疾患

の多様化に伴い、心臓移植の適応とならない患者

さんも少なくありません。こうした背景を踏ま

え、当院は2025年４月より、新たにDestination 

Therapy（DT）施設として中国地方で初の認定

を受け、移植非適応の重症心不全患者さんに対

しても植込型補助人工心臓（VAD）治療を提供

できる体制を整えました。DT治療は、年齢や併

存疾患などの理由により心臓移植が困難な患者さ

んに対して、生命予後の延長のみならず、日常生

活動作の改善や社会参加の継続といった生活の質

（QOL）の向上を主な目的として行われる治療で

す。長期にわたる治療と生活支援が前提となるた

め、医学的管理だけでなく、リハビリテーショ

ン、在宅医療支援、精神的サポートなどを含めた

多面的な支援体制が重要となります。DT治療の

導入により、これまで治療選択肢が限られていた

重症心不全患者さんに対しても、より幅広い医療

提供が可能となり、今後は当院における重症心不

全患者さんの受け入れ数のさらなる増加が見込ま

れています。そのため、診療体制の一元化や役割

分担の明確化を進め、効率的かつ安全な診療を行

うことも、重症心不全治療センター設置の重要な

目的の一つと位置づけています。

　現在では、山陰地域全体から重症心不全患者さ

んを積極的に受け入れ、植込型補助人工心臓治療

を実施しています（図５）。今後も地域医療機関

と密に連携しながら、患者さんが住み慣れた地域

で安心して高度な心不全治療を受けられる体制の

充実を図り、地域に根ざした重症心不全医療の実

現を目指してまいります。

専門スタッフによる安心のサポート体制

　当院には、臨床工学技士４名、看護師２名の人

工心臓管理技術認定士が在籍しており、植込型補

助人工心臓に関する高度で専門的な管理体制を整

えています。これらのスタッフは、補助人工心臓

の安全な機器管理や日常点検、緊急時のトラブル

対応に加え、患者さんご本人およびご家族に対す

る機器操作や自己管理に関する継続的な教育・指

導を担っています。入院中のみならず退院後の生

活を見据え、在宅医療支援や地域医療機関との情

報共有、復学・就労に向けた支援など、社会復帰

を目標とした包括的なサポート体制を構築してい

ます。補助人工心臓を装着した患者さんが退院後

に自宅での生活を再開し、可能な限りこれまでと

変わらない日常生活を送ることができるよう、身

体的管理にとどまらず、心理的・社会的側面にも

十分に配慮した支援を行っています。日常生活上

の不安や困難に対しては、多職種が連携して問題

解決にあたり、患者さん一人ひとりの生活背景や

価値観を尊重した支援を心がけています。

　さらに重症心不全治療センターでは、精神ケア

チーム体制を新たに導入し、臨床心理師を加えた

専門チームによる心のケアにも力を入れていま

す。BTTを受けている患者さんに対しては、長

期間に及ぶ移植待機期間中の不安やストレスへの

図４　重症心不全センターコアメンバー会議の様子
定期的に開催し、心臓移植やDT候補症例、VAD装着患者
さんの外来管理について、多職種で情報共有と方針検討を
行っています。

図５　�山陰地方における植込型補助人工心臓（iLVAD）
症例の居住地とシェアードケア実践施設の分布
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対応、移植に向けた心構えや心理的準備を含めた

継続的な精神的サポートを行っています。一方、

DTを受けている患者さんに対しては、QOLを重

視した視点から、長期療養に伴う心理的負担や生

活上の課題に寄り添った精神ケアの充実を図って

います。

　このように当センターでは、補助人工心臓治療

を受ける患者さんが、医療面のみならず精神的・

社会的にも安心して治療に向き合い、その人らし

い生活を継続できるよう、専門スタッフによる多

角的で継続的な支援体制を整えています。

地域と連携した重症心不全医療

　さらに当院では、県内外の医療機関との連携を

一層強化し、重症心不全患者さんの円滑な紹介・

逆紹介体制の構築に加え、在宅療養支援を含めた

地域完結型医療の実現にも積極的に取り組んでい

ます。急性期治療から慢性期管理、退院後のフォ

ローアップに至るまで、患者さんの病状や生活環

境に応じた切れ目のない医療提供を目指していま

す。また、地域の訪問看護ステーションとも密に

連携し、植込型補助人工心臓（VAD）を装着し

た患者さんの管理を各施設と役割分担する「シェ

アードケア」を推進しています。これにより、患

者さんが住み慣れた地域で安心して療養生活を継

続できる体制づくりを進めています（図６）。こ

うした地域全体で重症心不全患者さんを支える取

り組みは、患者さんやご家族の負担軽減につなが

るとともに、地域医療全体の質の向上にも寄与す

るものと考えています。

地域とともに歩む重症心不全治療センターのこれ

から

　DT治療の導入は、これまで都市部の限られた

医療機関でしか受けることが困難であった高度な

重症心不全治療を、山陰地域をはじめとする地域

の患者さんにも提供できる環境を整える大きな一

歩となりました。住み慣れた地域で、家族や周囲

の人々に見守られながら安心して治療を受けられ

ることは、患者さんにとって身体的な支えにとど

まらず、精神的な安心感にもつながり、治療を継

続していくうえで大きな力となります。今後とも

当院は、「地域医療の最後の砦」としての使命を

果たすべく、重症心不全治療のさらなる質の向上

と体制の充実に取り組んでまいります。重症心不

全治療センターは、最先端の高度医療と地域医療

をつなぐ架け橋として、患者さん一人ひとりの人

生に寄り添う医療の実現を目指し、地域とともに

歩みながら今後も進化を続けていきます。

図６　�訪問看護ステーション看護師によるドライブラ
イン貫通部ケア（シェアードケア実施施設）

VAD装着患者さんには、腹部に人工心臓の電源や操作を行
うためのドライブライン貫通部があり、感染を防ぐため日常
的な清潔管理が欠かせません。訪問看護ステーションの看護
師によるケアは、患者さんやご家族の負担を軽減し、安心し
て在宅生活を送るための大きな支えとなっています。
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健 対 協

・協議会会長挨拶

　若年者心疾患・生活習慣病対策協議会会長

� 長嶋　正實

・総会会長挨拶

第57回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会総

会会長／公益社団法人鳥取県医師会会長

� 清水　正人

・来賓挨拶　公益社団法人日本医師会会長

� 松本　吉郎

　　　　　　鳥取県知事� 平井　伸治

・令和６年度事業報告・決算の承認

・令和８年度事業計画・予算の決定・報告・協議

・次期開催地挨拶

　一般社団法人愛媛県医師会会長� 村上　　博

10：15～　ワークショップⅠ「鳥取県における成

人先天性心疾患に対する移行医療の現状と課題」

座長：�ファミリークリニックせぐち小児科院長／

鳥取県西部地区心電図判読委員会委員長

� 瀬口　正史

①「当院成人先天性心疾患外来における取り組み」

鳥取大学医学部附属病院高次集中治療部助教

� 中村　研介

②「小児科から見た成人先天性心疾患移行診療の

現状と展望」

　鳥取大学医学部附属病院小児科講師� 美野　陽一

③「当院における移行期医療支援の取り組み

　─ソーシャルワーカーの視点から─」

鳥取大学医学部附属病院医療福祉支援センター

主任ソーシャルワーカー� 河村　香苗

④「先天性心疾患のある子どもへの成人期に向け

た支援について」

鳥取県子ども家庭部　家庭支援課課長補佐

� 岡田　桂子

第57回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会総会のご案内

日時：令和８年２月１日（日）　9：30～15：40

会場：鳥取県医師会館　１階　研修センター

主催：公益社団法人鳥取県医師会

　　　若年者心疾患・生活習慣病対策協議会

後援：�公益社団法人日本医師会

　　　鳥取県健康対策協議会

　　　鳥取県

　　　鳥取県教育委員会

協賛：フクダ電子株式会社

［取得単位］

１．日本医師会生涯教育講座

２．日本臨床内科医会研修単位

３．日本小児循環器学会専門医研修会

総合司会：公益社団法人鳥取県医師会常任理事

岡田克夫

総会スケジュール

　9：00　受付

　9：30　会員総会

10：15　ワークショップⅠ

11：30　委員会報告（休憩）

12：20　特別講演Ⅰ

13：20　特別講演Ⅱ

14：20　ワークショップⅡ

15：30　総括

15：40　閉会

【以下、敬称略】

9：30～　会員総会

議長：若年者心疾患・生活習慣病対策協議会会長

� 長嶋　正實

座長：若年者心疾患・生活習慣病対策協議会副会長

� 白石　　公
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⑤「患者側が経験した医療と、今後の発展への期

待」

　患者代表� 岩本　瑞希

11：30～　休憩・各種委員会報告

座長：若年者心疾患・生活習慣病対策協議会副会長

� 白石　　公

「若年者心疾患・生活習慣病対策協議会学術研究

委員会報告」

12：20～　特別講演Ⅰ（心臓検診従事者講習会）

座長：�鳥取県健康対策協議会　若年者心臓検診対

策専門委員会委員長� 𠮷田　泰之

演題：�「慢性疾患をのりこえていく子どもたち

のために」─自立支援から移行期支援・

Lifelong Cardiologyをめざして─

講師：�愛媛大学大学院医学系研究科

　　　小児・思春期療育学講座教授� 檜垣　高史

13：20～　特別講演Ⅱ（心臓検診従事者講習会）

座長：公益社団法人鳥取県医師会会長

� 清水　正人

演題：「ACHDにおける心不全診療」

講師：�国立循環器病研究センター病院長／鳥取大

学名誉教授� 山本　一博

14：20～　ワークショップⅡ「鳥取県における

肥満診療と学校健診」

座長：鳥取県立厚生病院病院長� 花木　啓一

①「鳥取大学医学部附属病院小児科での肥満診療

について」

鳥取大学医学部周産期・小児医学分野講師

� 藤本　正伸

②「鳥取県西部保健医療圏における学校検尿尿糖

陽性者の現状把握」

鳥取大学医学部附属病院小児科特命助教

� 山口由起子

③「小児・思春期における肥満症治療の重要性」

鳥取県立厚生病院病院長� 花木　啓一

④「鳥取県における学校健診の現状と取組」

鳥取県教育委員会体育保健課指導主事

� 前田　仁美

⑤「鳥取県の学校心臓検診の現状と課題」

鳥取県立中央病院小児科部長� 倉信　裕樹

15：30～　総括

公益社団法人日本医師会常任理事� 渡辺　弘司

15：40～　閉会

※感染症の状況を鑑み、参加により参加者様の危

険が憂慮されると判断した場合には、総会を中

止にさせていただく場合もございます。

開催中止の場合は、総会申込専用ホームページ

または鳥取県医師会ホームページにてお知らせ

いたします。

鳥取県医師会館

鳥取駅
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〔アクセス〕

鳥取県医師会館（〒680−8585　鳥取県鳥取市戎町317番地　TEL：0857−27−5566）

・タクシー利用：JR鳥取駅タクシー乗り場（北口）より所要時間約３分

・お車でお越しの場合：鳥取県医師会館駐車場は、台数に限りがあります。満車の場合はお近くのコイン

パーキングへのご案内となります。

乗り合わせもしくは公共交通機関等でお越しくださいますようお願いいたします。

・徒歩：JR鳥取駅から約10分

〔会員募集〕

　若年者心疾患・生活習慣病対策協議会会員を募集しています。

　会員には総会のご案内と会誌（年間１冊・総会記録、その他情報掲載）を配布します。

【年会費：医師 10,000円・非医師 3,500円】　※総会当日も会員申し込みを受け付けします。

第57回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会総会事務局

公益社団法人　鳥取県医師会
〒680-8585　鳥取県鳥取市戎町317番地　鳥取県健康対策協議会

TEL：0857−27−5566　FAX：0857−29−1578

　鳥取県健康対策協議会のホームページでは、各委員会の概要、委員会記録、出版物、従事者講

習会から特定健診の情報まで随時更新しています。

　なお、鳥取県医師会ホームページ（https://www.tottori.

med.or.jp）のトップページ右領域のメニュー「鳥取県健

康対策協議会」からもリンクしています。

→「鳥取県健康対策協議会」

https://www.kentaikyou.tottori.med.or.jp
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22//11（（日日））令令和和 77 年年度度心心臓臓検検診診従従事事者者講講習習会会((午午後後 00：：2200～～午午後後 22：：2200))  

第第 5577 回回若若年年者者心心疾疾患患・・生生活活習習慣慣病病対対策策総総会会  

 

  

 

鳥取県健康対策協議会宛 FAX（０８５７－２９－１５７８） 

 

※※参参加加希希望望のの方方はは 11//1155（（木木））ままででににおお申申しし込込みみくくだだささいいまますすよよううおお願願いいいいたたししまますす。。  

 

出 欠 回 答 

 

□ ワークショップⅠ参加します（午前 10：15～午前 11：30） 

 

□ 従事者講習会参加します（特別講演Ⅰ・Ⅱ 午後 0：20～午後 2：20）  

                   

□ ワークショップⅡ参加します（午後 2：20～午後 3：30） 

 

 

 

ご所属・ご職業                                                                   

 

 

ご氏名                                                       
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健 対 協

　平成11年度以降の各がん検診精密検査医療機関の登録更新から、従事者講習会等の出席状況を点数化

し、点数基準を満たしたものについてのみ登録することになりましたので、登録条件をご留意の上、ご参

集のほどお願いします。

　なお、令和７年度は肺がん検診、乳がん検診、大腸がん検診精密検査登録医療機関の更新手続きを行い

ます。

　関係書類は令和８年２月頃にお送り致します。

日　　時　　令和８年２月１日（日）午後０時20分～午後２時20分

場　　所　　「鳥取県健康会館」研修センター

　　　　　　　鳥取市戎町317　電話 0857−27−5566

対　　象　　医師、医療関係者、学校関係者等

内　　容

（１）講演　午後０時20分～午後１時20分

演題：「慢性疾患をのりこえていく子どもたちのために」

　　　 ─自立支援から移行期支援・Lifelong Cardiologyをめざして─

講師：愛媛大学大学院医学系研究科　小児・思春期療育学講座教授　檜垣高史先生

（２）講演　午後１時20分～午後２時20分

演題：「ACHDにおける心不全診療」

講師：国立循環器病研究センター病院長／鳥取大学名誉教授　山本一博先生

　□日本医師会生涯教育　各１単位

　■カリキュラムコード　73　慢性疾患・複合疾患の管理（１単位）

　　　　　　　　　　　　  4　医師－患者関係とコミュニケーション（１単位）

（１）鳥取県心臓疾患精密検査医療機関登録条件

１）�担当医が、心臓検診従事者講習会を過去３年間に１度は受講していることが望ましい。

２）更新手続きは令和８年度中に行います。

日　　時　　令和８年３月14日（土）午後４時～午後６時

場　　所　　「鳥取県西部医師会館」

　　　　　　　米子市久米町136番地　電話 0859−34−6251

鳥取県健康対策協議会従事者講習会等のご案内

心臓検診従事者講習会（第57回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会総会と併催）

胃がん検診・大腸がん検診従事者講習会及び症例研究会
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対　　象　　医師、検査技師、保健師等
内　　容
（１）講演

演題：「いまさら聞けない胃がん検診のコツ」
講師：東京女子医科大学病院　消化器内視鏡科　教授　野中康一先生

（２）症例検討
　□日本医師会生涯教育　２単位
　■カリキュラムコード　7　医療の質と安全（２単位）

（１）胃がん検診精密検査医療機関登録条件
１）�担当医が胃がん検診従事者講習会等の受講点数を過去３年間に15点以上取得すること。ただし、
胃がん検診従事者講習会及び症例研究会に各１回必ず出席していること。

２）更新手続きは令和９年度中に行います。
　　（更新手続き時期を令和８年度から令和９年度へ１年延長しました。）

（２）大腸がん検診精密検査医療機関登録条件
１）�大腸がん検診従事者講習会を少なくとも３年に１度は受講すること。
２）�大腸がん検診従事者講習会等の受講点数を過去３年間に15点以上取得すること。
３）更新手続きは令和７年度中に行います。

（３）胃がん検診精密検査医療機関登録点数　５点
　　大腸がん検診精密検査医療機関登録点数　５点

日　　時　　令和８年３月８日（日）午後４時～午後６時
場　　所　　「鳥取県健康会館」研修センター
　　　　　　　鳥取市戎町317　電話 0857−27−5566
対　　象　　医師、検査技師、保健師等
内　　容
（１）講演

演題：「新時代の子宮頸がん検診　～横浜市の取り組みと社会医学的課題～」
講師：神奈川県立がんセンター婦人科部長　佐治晴哉先生

（２）症例検討
　□日本医師会生涯教育　２単位
　■カリキュラムコード　0　最新のトピックス・その他（２単位）

（１）子宮がん検診精密検査医療機関登録条件
１）�担当医が、日本産科婦人科学会専門医であること及び子宮がん検診従事者講習会及び子宮がん検
診症例検討会を過去３年間に２回以上受講していること。ただし、やむを得ず、３年間のうち１
回しか受講できなかった人については、別途追加で開催する講習会に出席すれば登録条件を充た
したこととする。

２）更新手続きは令和８年度中に行います。

子宮がん検診従事者講習会及び症例検討会



鳥取県医師会報　26．1　No.847

55

日　　時　　令和８年２月21日（土）午後４時～午後６時

場　　所　　「鳥取県西部医師会館」

　　　　　　　米子市久米町136番地　電話 0859−34−6251

対　　象　　医師、検査技師、保健師等

内　　容

（１）講演

演題：「肺がん検診をめぐる最近の話題」

講師：東北医科薬科大学医学部　呼吸器外科　客員教授　佐川元保先生

（２）症例検討

　□日本医師会生涯教育　２単位

　■カリキュラムコード　0　最新のトピックス・その他（２単位）

（１）肺がん検診精密検査医療機関登録条件

１）�担当医が、肺がん検診従事者講習会等の受講点数を過去３年間に20点以上取得していること。た

だし、肺がん検診従事者講習会及び症例検討会に各１回必ず出席していること。

２）更新手続きは令和７年度中に行います。

（２）肺がん検診精密検査医療機関登録点数　10点

※なお、肝臓がん検診、乳がん検診従事者講習会は既に開催いたしましたので、今年度中は開催いたしま

せん。

次回の更新時期

◎一次検診登録

◎精密検査登録

注意：�大幅な遅刻や早退、受付のみで受講されない場合等は、受講単位として認定できませんのでご注意

ください。

名　　　　　称 現在の登録期間
次回更新
手続き時期

従事者講習会等
受講点数対象期間

胃がん検診精密検査 令和6．4．1～令和10．3．31 令和９年度中 令和6．4．1～令和10．3．31

子宮がん検診精密検査 令和6．4．1～令和9．3．31 令和８年度中 令和6．4．1～令和9．3．31

肺がん検診精密検査 令和5．4．1～令和8．3．31 令和７年度中 令和5．4．1～令和8．3．31

乳がん検診精密検査 令和5．4．1～令和8．3．31 令和７年度中 令和5．4．1～令和8．3．31

大腸がん検診精密検査 令和5．4．1～令和8．3．31 令和７年度中 令和5．4．1～令和8．3．31

肝臓がん検診精密検査 令和7．4．1～令和10．3．31 令和９年度中 令和7．4．1～令和10．3．31

名　　　　　称 現在の登録期間 次回更新手続き時期
子宮がん検診実施（一次検診）医療機関 令和7．4．1～令和8．3．31 令和７年度中
肺がん一次検診医療機関 令和5．4．1～令和8．3．31 令和７年度中
乳がん検診一次検査（乳房X線撮影）医療機関 令和5．4．1～令和8．3．31 令和７年度中

肺がん検診従事者講習会及び症例研究会



鳥取県医師会報　26．1　No.847

56

健 対 協

鳥取県医師会腫瘍調査部報告（2025年１月～12月）

（１）施設別登録件数（含重複例）

　毎年腫瘍登録の届出を頂き有り難うございます。

　2025年１月１日から12月31日までに提出がありました腫瘍登録届出件数をご報告します。

　医師会員の皆々様には、引き続き、ご協力をお願いします。

〈全国がん登録データについて〉

　2016年１月１日以降の診断症例については、「全国がん登録データ」として（１）施設別登録件数（含重

複例）を掲載しております。なお、全国がん登録の届出システムの都合で部位別登録件数（含重複例）の

集計は行っておりません。

医　療　機　関　名 全国がん
登録件数

鳥取市 鳥 取 県 立 中 央 病 院 1,320

鳥 取 市 立 病 院 550

鳥 取 赤 十 字 病 院 769

鳥 取 医 療 セ ン タ ー 7

鳥 取 生 協 病 院 204

尾 﨑 病 院 12

野 の 花 診 療 所 99

や ま も と ク リ ニ ッ ク 2

岩美郡 岩 美 病 院 19

東　　部　　小　　計 2,982

倉吉市 鳥 取 県 立 厚 生 病 院 735

清 水 病 院 7

北 岡 病 院 48

野 島 病 院 126

垣 田 病 院 20

谷 口 病 院 13

東伯郡 吉 中 胃 腸 科 医 院 10

赤 碕 診 療 所 8

中　　部　　小　　計 967

医　療　機　関　名 全国がん
登録件数

米子市 鳥取大学医学部附属病院 2,194

米 子 医 療 セ ン タ ー 760

山 陰 労 災 病 院 470

博 愛 病 院 286

新 田 外 科 胃 腸 科 病 院 3

堤消化器・内科クリニック 10

細 田 内 科 医 院 1

境港市 済 生 会 境 港 総 合 病 院 125

西伯郡 西 伯 病 院 28

伯 耆 中 央 病 院 9

日野郡 日 南 病 院 8

日 野 病 院 14

西　　部　　小　　計 3,908

合　　　　　計 7,857
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座長：安田内科　安田　貢先生

　　　鳥取大学医学部消化器腎臓内科学

　　　　八島一夫先生

●教育講演３「胃X線診断up-to-date」

（松山赤十字病院　胃腸センター　蔵原晃一先生）

●症例検討会（放射線技師研修会）

司会：高松市立みんなの病院消化器内科

　　　　北村晋志先生

　　　鳥取県保健事業団　大久保　誠先生

コメンテーター：

とくしま未来健康づくり機構徳島県総合

健診センター　青木利佳先生

病理解説：川崎医科大学病理学　塩見達志先生

●ランチョンセミナー１「潰瘍性大腸炎治療の新

たな選択肢IL-23p19阻害薬トレムフィアへの期待」

愛知医科大学病院　消化管内科　中村正直先生

●ランチョンセミナー２「大腸がん死亡率減少に

向けた検診の役割」

国立がん研究センター中央病院検診センター

　小林　望先生

　一般演題は２日間合わせて19題でした。逐年検

診発見進行胃がんの検討などの他、ラズベリー様

腺窩上皮型胃腫瘍、胃底腺型胃癌、HP未感染胃

MALTリンパ腫といった今後注目すべき症例の

検討が行われました。島根県からは胃内視鏡検診

に合わせて受診間隔が２年に１回になった胃X線

検診における発見癌の早期がん比率の検討が報告

■　日　時　　令和７年12月６日（土）・７日（日）
■　会　場　　川崎医科大学現代医学教育博物館
■　会　長　　川崎医科大学　消化器内科学　松本啓志先生

第56回日本消化器がん検診学会　中国四国地方会
常任理事　　岡　田　克　夫

　令和７年12月６日・７日、川崎医科大学現代医

学教育博物館において川崎医科大学消化器内科学

の松本啓志先生を会長に中国四国地方会が開催さ

れました。「中国四国地方の消化器がん検診の現

状と課題、将来の展望」をテーマに、胃がん検

診、大腸がん検診などの現状がシンポジウなどで

各県より報告され、将来の展望としては死亡数の

増加が続く大腸がん検診への活用をふまえた大腸

CTについての教育講演、ハンズオンセミナーな

どが開催されました。超音波診断についても膵癌

の早期発見の可能性、消化管疾患診断での活用な

どが教育講演や特別講演で取り上げられました。

 

●教育講演１（超音波研修会）「膵癌の超音波診

断〜そこを診る理由〜」

（一般財団法人住友病院　臨床検査科・超音波

センター　川端　聡先生）

●教育講演２（医師研修会）「大腸CTの現在地、

そして新時代へ」

（九州大学病院　放射線科　鶴丸大介先生）

●特別講演１「超音波検診で発見可能な消化管疾

患」

（川崎医科大学　総合臨床医学　畠　二郎先生）

●特別講演２「中国と四国を繋ぐこれからの消化

器がん検診学」

（川崎医科大学　健康管理学　鎌田智有先生）

●シンポジウム「消化器がん検診の現状と将来の

展望」
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され、当県においても受診間隔変更に際しては留

意すべき点と思われました。鳥取大学　八島一夫

先生には「H. pylori除菌後早期胃癌の臨床病理学

的特徴」についての報告をしていただきました。

　また、幹事会において令和９年度中国四国地方

会の会長を小生が仰せつかりました。鳥取県健康

会館での開催を計画しております。会員の皆様の

ご協力をお願い申し上げます。

健 対 協

では実施する健診医もいる。

→健診マニュアルとしては標準化されたものが

良い。多くの医師が実施しているものを入れ

た方が良いため今回は入れない。

・X脚、O脚の表現を修正、パーセンタイルやSD

標記の混在を統一、バルーニングの削除などの

訂正を行う。

・頭部変形について。鳥大でも頭のかたち外来が

開始されるようになる。頭部変形は健診項目と

して引っかける項目ではなく、あくまでも美容

目的となる。ただし健診時に相談を受けるケー

スがあることから、３～４か月健診のコラムに

入れてはどうか。文面は検討していただく。対

応をしている医療機関名はマニュアルには入れ

ない。

○神経診察

・学会における疾患名が変更となっている。

ウエスト症候群、点頭てんかん→「乳児てんか

■　日　時　　令和７年12月24日（水）　午後６時～午後６時50分
■　場　所　　オンライン開催
■　出席者　　19人

前垣委員長
松田・岡田・橋田・長田・大谷・岡本・戸川・中村・舩木・美野・寺澤各委員
県家庭支援課：小倉参事監、遠藤課長、岡田課長補佐
健対協事務局：岡本事務局長、田中尚・田中貴両係長、廣瀬主事

令和7年度第1回母子保健対策小委員会

挨拶（要旨）

〈前垣委員長〉

　当初スケジュールより遅くなったが、鳥取県乳

幼児健康診査マニュアルュアルの改訂に向けて各

委員にまとめていただいた。本日はそのあたりを

中心に共有し確認をしていきたい。

議　題

１．鳥取県乳幼児健康診査マニュアルおよび５歳

児健康診査マニュアルの改訂について

○身体診察

・将来的に小児科医以外の医師が診察されること

を見据えて、受診票の記載項目に対して回答が

異常を疑わせる内容であった場合、具体的に何

を疑いどういう状態であれば紹介するのか、再

検するのか、という内容を追加する。

・腹部エコーをコラムに追加してはどうか。東部
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ん性スパズム症候群」

発達障害→「神経発達症」

注意欠陥多動性障害→「注意欠如多動症」

　専門医以外では旧名使用がまだ多いこと、健

診マニュアルは一般小児科医・内科医が使用さ

れることを考慮し、「旧疾患名」（新しい疾患

名）と併記する。

・新生児聴覚スクリーニングのコラムに、先天性

サイトメガロウイルス感染症の検査、SMA（脊

髄性筋萎縮症）について、拡大マススクリーニ

ング検査を追加する。その後の対応についても

追加する。

　以上について各担当者で再度追加、訂正し小委

員会で確認していく。

　なお、５歳児健康診査マニュアルは、昨年度国

のマニュアルが示され本県のマニュアルも改訂が

必要になることから、まずは前垣委員長でたたき

台を作成していただく。

　また、１か月健診も同様に国のマニュアルが示

されており改訂が必要になるが、現在改訂中の鳥

取県乳幼児健康診査マニュアルには反映させず、

来年度に改訂していく。

２．乳幼児健診体制に係る今後の対応について：

鳥取県家庭支援課

・実施体制について

　健診医の不足枠の調整や代替対応の円滑化を

目的に健診医および必要時に協力いただける協

力医の一覧化を進めている。今後の推進に向け

て、各地区の小児科医が集まる会等において状

況を説明させていただき、ご意見を伺いたい。

・健診実施方法について

　５歳児健診において、国において悉皆方式だ

けでなく二段階方式（事前のアンケートなどで

発達などに課題がある児を対象にした方法）の

実施も対象に含まれたことを踏まえ、改めて各

市町村の実施方法を整理し、体制整備を目指し

ていく。

・５歳児健診スキルアップ研修について

　小児科医、および内科医向けの研修会とあわ

せて、保健師・保育士・福祉専門職のための人

材育成（スキルアップ）を目的とした研修会を

開催する予定。

時　期 内　　　容

令和８年１月 各担当の改訂案をまとめる

令和８年２月 第２回小委員会開催　全体で協議

令和８年３月 鳥取県乳幼児健康診査マニュアル
（改訂版）完成
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聞いてビックリ！　腸にまつわるあれこれ
八頭町　こおげ駅前クリニック　院長　　岡　田　智　之

公開健康講座報告

　慢性便秘の有病率は、およそ10〜15％といわれ

ており、多くの方が便秘で悩んでいます。女性や

高齢者、大腸・子宮・卵巣の手術既往がある方に

比較的多く認められ、特定の薬剤や疾患が誘因と

なることもあります。ある研究では、便秘による

体調不良により発生する労働損失は年間約122万

円と試算されています。また、冠動脈疾患・虚血

性脳血管障害の累積発生率も便秘がある方が高く

なり、生存率にも影響しているという報告もあり

ます。便秘の治療の基本は食事と運動にあり、食

事は食物繊維を１日25g目安にし、水分も水・お

茶を１日1.2L程度を目安に摂取を心がけてくださ

い。また、乳酸菌やビフィズス菌といったプロバ

イオティクスも便秘改善に効果があるといわれて

いますので、積極的にこれらの摂取をしてみてく

ださい。運動は有酸素運動が有効と言われていま

すが、具体的な種類や強度、頻度は定まっていま

せん。最初は、週２回程度で１回20〜30分くらい

の散歩から始めて徐々に増やしてみてはどうで

しょうか。また排便姿勢も洋式便座に座る時に前

かがみになり、つま先を上げたり、踏み台を置い

たりして少し太ももを高くすると直腸－肛門が一

直線状になり排便しやすくなります。

　大腸癌は一生涯で男性10.0％、女性で8.1％が罹

患され、臓器別の癌の患者数では男性、女性共に

２番目に多い癌です。大腸癌による死亡者数も

2024年の予測数では男性28,600人、女性25,900人

であり、全癌種中男性で２番目、女性で１番目に

多い数です。都道府県別大腸癌死亡率をみます

と、鳥取県は男性で全国平均より高く、女性は全

国平均並みです。生存率は癌が進行すればするほ

ど低下しますので、早期での発見と治療が大切で

す。早期大腸癌は症状が出にくいため、発見の

きっかけとなりやすいのは大腸がん検診になりま

す。大腸がん検診率は約３割程度であり低いのが

現状です。早期の大腸癌を発見するためにも定期

的に大腸がん検診を受けましょう。大腸癌発症の

危険因子として、喫煙・飲酒・肥満・牛、豚、加

工肉の摂取が報告されています。逆に発症抑制の

因子として食物繊維の摂取、中等度の運動があり

ます。大腸がんの症状は右側と左側で異なり、右

側は貧血や体表からの腫瘤触知、左側は便秘や血

便、便中狭小化をきたすことが多いです。大腸癌

の治療は進行度によって異なってきます。癌が粘

膜内、あるいは粘膜下層の比較的浅い箇所のみに

留まっている場合には内視鏡的に切除します。粘

膜下層の深い箇所から筋層や周辺臓器、または近

傍のリンパ節への転移がある場合にはリンパ節も

含めて手術で切除します。大腸から離れた臓器へ

の転移がある場合に転移した箇所も含めて一括で

切除できる場合には手術で切除しますが、困難な

場合には抗がん剤を投与します。内視鏡治療、手

術は癌の大きさ、形態や場所によって方法が変わ

ります。治療を受けられる際には主治医の先生か

ら詳しく説明があると思いますので、そちらを参

考にして下さい。抗がん剤もガイドラインに複数

記載されていますが、具体的にどの薬剤をどのタ

イミングで使用するかはがんのタイプや患者さん

の状態によって個々に判断していきます。最後

に、大腸がんの早期発見のため定期的に大腸がん

検診を受けることをお勧めするとともに、便の性

状変化や排便習慣の変化があればかかりつけ医に

相談してみてください。
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鳥取県感染症発生動向調査情報（月報）
鳥取県衛生環境研究所

（R７年11月３日〜 R７年11月30日）

１．報告の多い疾病

（急性呼吸器感染症（ARI）定点の急性呼吸器

感染症を除く。）

（単位：件）

　１　インフルエンザ� 2,020

　２　感染性胃腸炎� 244

　３　A群溶血性連鎖球菌咽頭炎� 226

　４　新型コロナウイルス感染症� 189

　５　RSウイルス感染症� 73

　６　その他� 162

� 合計　2,914

２．前回との比較増減

（急性呼吸器感染症（ARI）定点の急性呼吸器

感染症を除く。）

〈増加した疾病〉

　インフルエンザ［1,672％］、水痘［36％］、A群

溶血性連鎖球菌咽頭炎［15％］、マイコプラズマ

肺炎［２％］。

〈減少した疾病〉

　RSウイルス感染症［41％］、感染性胃腸炎［23％］、

新型コロナウイルス感染症［14％］。

３．急性呼吸器感染症（ARI）報告数

　第45週から第48週の患者報告数は、8,669件で

あった。

〈急性呼吸器感染症（ARI）サーベイランスとは〉

　咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれ

か１つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急

性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来

症例に一致する患者数の発生を把握する症候群

サーベイランスです。

　なお、急性呼吸器感染症（ARI）の症例定義を

満たし、さらに別記の定点把握対象感染症で診断

された場合、両方に報告されます。

４．コメント

【インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症】

　11月26日に県内全域にインフルエンザ警報を発

令しました。インフルエンザA型が流行しており、

学校の臨時休業等も多発しています。また、新型

コロナウイルス感染症は一定数の患者報告が続い

ており、集団感染事例も散発しているため、注意

が必要です。手洗い、換気、場面に応じたマスク

着用などの感染防止対策が有効です。咽頭痛や発

熱など体調が悪い場合や陽性が判明した場合は自

宅で安静に過ごし、症状に応じて医療機関を受診

される際は、事前に電話相談の上、受診しましょ

う。また、ワクチンは主に重症化予防に効果があ

りますので、希望される方は早めの接種を検討し

ましょう。

【マイコプラズマ肺炎】

　全国的に感染者数が増加しており、本県も同様

に高めに推移しています。手洗い、咳エチケット

及びタオルの共用を避けるなどの感染予防をお願

いします。

【水痘（みずぼうそう）】

　11月26日に県内全域に水痘注意報を再発令しま

した（前回：10月29日発令、11月12日解除）。今

後も流行が継続するおそれがあるので、注意が必

要です。

【百日咳】

　昨年夏から続く流行は８月以降減少傾向となっ

ていますが、今年の感染者数は既に昨年の年間報

告数のおよそ1.8倍となっています。長く続く咳

が特徴で、感染力が非常に強いため、注意が必要

です。有効な予防法は予防接種であり、乳幼児期

に定期接種を受けることが重要ですが、ワクチン

の免疫効果は４～12年で弱まってくるといわれて

おり、接種済みの方でも感染することがありま

感染症だより

〈最新情報はこちらから〉
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報告患者数（7．11．3〜7．11．30）

区　　　　　分 東部 中部 西部 計 前回比
増　減

急性呼吸器感染症（ARI）定点数 （12） （6） （11） （29）
１　インフルエンザ 598 489 933 2,020 1,672％
２　新型コロナウイルス感染症 69 71 49 189 −14％

小児科定点数 （8） （4） （7） （19）
３　咽頭結膜熱 4 7 3 14 56％
４　A群溶血性連鎖球菌咽頭炎 132 18 76 226 15％
５　感染性胃腸炎 121 86 37 244 −23％
６　水痘 9 6 23 38 36％
７　手足口病 0 0 0 0 −100％
８　伝染性紅斑 12 5 5 22 16％
９　突発性発疹 0 6 5 11 22％
10　ヘルパンギーナ 0 1 0 1 0％
11　流行性耳下腺炎 0 1 0 1 ─
12　RSウイルス感染症 19 8 46 73 −41％

区　　　　　分 東部 中部 西部 計 前回比
増　減

眼科定点数 （2） （1） （2） （5）
13　急性出血性結膜炎 0 0 0 0 ─
14　流行性角結膜炎 11 0 1 12 −29％

基幹定点数 （2） （1） （2） （5）
15　細菌性髄膜炎 1 0 0 1 ─
16　無菌性髄膜炎 1 0 2 3 200％
17　マイコプラズマ肺炎 23 31 4 58 2％
18　クラミジア肺炎（オウム病を除く） 0 1 0 1 ─
19　感染性胃腸炎
　（ロタウイルスによるものに限る）※１ 0 0 0 0 ─

急性呼吸器感染症（ARI）定点数 （12） （6） （11） （29）
20　急性呼吸器感染症（ARI）※２ 3,209 2,180 3,280 8,669 27％

合　　　　　計※３ 4,209 2,910 4,464 11,583 46％

す。ワクチン未接種である新生児や早期乳児が感

染すると重症化しやすいため、赤ちゃんや妊産婦

のおられるご家庭では、周囲の家族などが感染源

とならないよう特に注意してください。咳などの

症状がある場合は早めに受診し、手洗い、マスク

の着用、咳エチケット等の感染予防をお願いしま

す。

【梅毒】

　令和６年は過去最多の41件、令和７年も11月時

点で31件の感染が報告されており、引き続き注意

が必要です。感染した場合は、適切な治療が必要

であり、早期発見することで感染症拡大防止につ

ながります。感染の不安があるときは、早めに医

療機関や保健所で検査を受けましょう。

※１　�中部の基幹定点は小児科定点と共通のため、感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る。）の件数は感染性胃腸炎の内数とな
ります。

※２　�急性呼吸器感染症（ARI）の症例定義を満たし、さらに上記の他疾病で診断された場合、両方に報告されています。
※３　�令和７年４月７日から急性呼吸器感染症（ARI）が追加され、「インフルエンザ/COVID-19定点」は「急性呼吸器感染症（ARI）定点」に変

更されました。

　本会では、禁煙化の促進を図っております。

　会員各位の医療機関におかれても、まだ禁煙対策を講じられていないところは、医療機関の禁

煙化にご協力をお願い申し上げます。また、産業医の方は、受動喫煙の防止、事業所内の禁煙化

をご指導下さるよう併せてお願いいたします。

＊日本医師会ホームページ「禁煙推進活動」（http://www.med.or.jp/people/	

nonsmoking/000004.html）より、『当院は禁煙です（No.124）』などのチラシ

をダウンロードすることができます。

医療機関の禁煙化にご協力下さい。



鳥取県医師会報　26．1　No.847

63

　

孫
娘
の
結
婚

倉
吉
市　

石
飛　

誠
一

医
学
部
を
卒
業
し
た
て
の
孫
娘　

結
婚
す
る
と
便
り
を

く
れ
る

お
相
手
は
同
じ
大
学
の
同
級
生　

生
ま
れ
は
秋
田
の
大お

お

館だ
て

と
い
う

吾
が
母
も
秋
田
の
生
ま
れ　

女
学
校
卒
業
ま
で
は
秋
田
で

育
つ

母
が
今
生
き
て
こ
の
世
に
居
た
な
ら
ば
さ
ぞ
喜
び
て
い
た

こ
と
な
ら
む

近
き
日
に
孫
夫
婦
ら
と
共
に
母
の
こ
と
な
ど
語
り
つ
ゝ
飲

ま
ん

　

川　

柳

鳥
取
市　

平
尾　

正
人

手
の
平
で
叩
い
た
手
の
平
で
撫
で
た

　

触
る
、
握
る
、
つ
ま
む
、
押
す
、
持
つ
な
ど
日
常
生
活
の
中
で
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
手
で

す
が
、
そ
の
真
ん
中
辺
り
に
存
在
す
る
手
の
平
に
注
目
し
て
、「
叩
く
」
と
「
撫
で
る
」
と
い
う
両
極

端
の
動
作
を
対
比
さ
せ
て
句
に
し
て
み
ま
し
た
。
手
の
平
で
叩
く
の
は
平
手
打
ち
と
か
ビ
ン
タ
と
い

い
ま
す
が
、
今
の
時
代
で
は
体
罰
と
み
な
さ
れ
、
格
闘
技
以
外
で
は
許
さ
れ
る
行
為
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
手
の
平
の
立
場
で
言
え
ば
、
叩
く
よ
り
撫
で
る
ほ
う
が
気
持
ち
い
い
に
決
ま
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。

個
人
差
で
済
ま
せ
る
使
用
後
の
変
化

　

化
粧
品
、
育
毛
剤
、
健
康
食
品
、
ダ
イ
エ
ッ
ト
商
品
な
ど
の
広
告
で
、
使
用
前
と
使
用
後
の
変
化

が
写
真
入
り
で
表
示
し
て
あ
る
の
を
よ
く
見
か
け
ま
す
。
ビ
フ
ォ
ー
、
ア
フ
タ
ー
の
あ
ま
り
の
違
い

に
驚
く
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
小
さ
な
文
字
で
「
こ
れ
に
は
個
人
差
が
あ
り
ま
す
」
と
か
、「
個
人

の
感
想
で
す
」
と
の
注
記
が
し
ば
し
ば
。
そ
う
で
し
ょ
う
、
そ
ん
な
に
劇
的
に
効
く
わ
け
で
は
な
い

と
思
い
つ
つ
、
つ
い
見
て
し
ま
う
の
も
人
情
。

会
い
た
い
な
あ
誰
に
会
い
た
い
わ
け
で
な
く

　

き
っ
か
け
は
特
に
な
い
の
に
、
突
然
「
会
い
た
い
な
あ
」
と
思
う
瞬
間
が
と
き
ど
き
あ
り
ま
す
。

特
定
の
誰
と
い
う
の
で
は
な
く
、
新
し
い
世
界
に
会
い
た
い
と
い
う
感
覚
で
し
ょ
う
か
。
そ
ん
な
時

に
は
本
を
読
む
の
が
一
番
。
本
の
中
は
い
ろ
い
ろ
な
出
会
い
の
宝
庫
で
、
私
た
ち
を
新
し
い
世
界
へ

連
れ
て
行
っ
て
く
れ
ま
す
。



鳥取県医師会報　26．1　No.847

64

　秋の小白鳥飛来と、春の北帰行が毎年地方
ニュースになる。テレビの字幕では、カタカナ
で「コハクチョウ」と紹介されるが、私は具体的
に形態を表す漢字の「小白鳥」が「本名」と考え
る。
　白鳥は数種類いるが、日本で野生種が観察され
るのは、小白鳥と大白鳥であり、数としては小白
鳥が80～90％を占める。従って、当地で見る白鳥
のほとんどが小白鳥である。数は少ないが、大白
鳥も米子水鳥公園に飛来している。
　「小」が付いているが、小白鳥の体重は５～７
㎏もあり、翼を拡げると180から210㎝もある大型
鳥で、水面から飛び立つには長い助走が必要とな
る。
　営巣地と越冬地の往復に、小白鳥は本州の日本
海側を利用して移動し、北海道を経由する。ここ
から旧樺太を経由し、オホーツク海を横断する群
れと北海道から旧千島列島を経てカムチャッカ半
島を経由する群れがある。
　極北の永久凍土上の沼沢地帯はロシア語でツン
ドラと呼ばれる。ここで巣を作り、幼鳥を育てる
ので、英語では「ツンドラ スワン」となる。秋
には大きくなった若鳥を連れ、約4,000㎞の長旅
をして来日する。現在の飛来南限は宍道湖である
が、山陰では米子水鳥公園のある中海に最も多い
数が飛来する。
　1994年と1997年、人工衛星を利用した位置情報
発信機を付けた調査では、米子から日本海を横断
してウラジオストク付近に飛んだ記録があった。
　越冬目的で米子水鳥公園に来た小白鳥にも、行
動変化が起こっている。以前は中海で寝て、朝飛
び立って安来市の能義平野の白鳥ロード沿いの水
田で餌を食べ、夕方に中海に帰って、夜を過ごし

ていた。最近、白鳥ロード沿いの２ヵ所で水田に
水張りをするようになった。この安全提供の「も
てなし」が気に入ったのか、夜も安心してここで
過ごし、米子水鳥公園には100羽位しか戻らない
そうだ。以前は南部町にも３ヵ所に飛来してい
たが、最近見なくなった。「くちばしこみ」で伝
わったのだろうか。
　新潟県の瓢湖には、多い時は数千羽の白鳥が飛
来する。古くから餌付けが行われており、現在も
毎日３回、餌やりをしている。野鳥の専門家は、
「餌付けは野鳥の野性を失わせる」と指摘してい
る。昭和の頃、東京都上野の不忍池で見た「看
板」を思い出した。覚えは不正確だが、「水鳥に
餌やりはしないで下さい。太って飛びにくくな
り、シベリアに帰れません」、こんな文意だった。
小白鳥は落穂や草本の根を食べるので「粗食」で
ある。
　2025年12月７日（日）、米子水鳥公園に初めて
行った。道は２車線で、正門前無料駐車場が利用
できる。ネイチャーセンターの入館料は310円、
70歳以上は無料であり、年間パスポートもある。
　広い観察ホールがあり、たくさんの望遠鏡が備
えてある。目の前の池も、水鳥が観察ホールから
見やすい場所で過ごすように、色々な工夫がして
ある。鳥の探し方、望遠鏡の使い方等は、教えて
もらうのが早道で、習熟には時間がかかる。「探
鳥」はそれなりの時間が必要と思った。
　観察できる鳥の名前は、施設内のあちこちに掲
示してある。全部がカタカナ表示で、ローマ字添
えはあるが、漢字添えはない。文頭に書いたが、
動植物の漢字名は、形態と生態を示す文字が少な
くない。

小 白 鳥
特別養護老人ホーム　ゆうらく　　細　田　庸　夫
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■　はじめに

　人を不快にする音を「騒音」と定義します。た

だ、騒音には音の強弱だけでなく心理的要素（気

分のイライラ、精神集中の困難、休息や睡眠の妨

害、思考力の低下、疲労の増加、不安感など）も

加味されるので、作業環境測定で等価騒音レベル

が85dB未満であっても、人によって「騒音」と

感じる場合があります。騒音性難聴は「職場巡視

（２）」で既に述べ、騒音源に関してはこれまでの

職場巡視シリーズの中でしばしば触れてきまし

た。

　騒音は職場でよく遭遇する環境問題です。視察

時に事業所から事前説明がありますが、何も指導

することがない程に労働衛生管理が行き届いてい

ると察する時、騒音の心理的側面も勘案すれば何

等かの話題提供が可能です。また、労働衛生指導

の日程が決まると当該事業所の前年の定期健康診

断（健診）結果報告書のコピーが労基署から送ら

れてきましたので、１kHz聴力と４kHz聴力の有

所見率を事前に算出し、両者の差が大きい場合、

治療法のない騒音性難聴の発症予防の話をするこ

とができました（両者の差が小さい場合は別の話

題を考える！）。事業所が騒音源を抱えている時、

予防的観点からの指摘は容易です。一方、騒音源

の見つからない時は①パチンコ愛好家が多くない

か、②老人性難聴になりやすい高齢者が多くない

か、③家でテレビやステレオを大音量で聞いてい

る人が多くないか、などを事業所の衛生担当者に

尋ねていました。ただ、最近の難聴の原因は以前

と幾分異なるようです。

■　会社概要

　職場巡視34回目の話は、長野県岡谷市にある会

社の配下にある工場で、ソレノイド（銅線を巻い

たコイルの芯に金属軸を置き、電気エネルギーを

職場巡視（34）
八頭町　　村　田　勝　敬

機械的直線運動に変える変換器）を一貫製造して

いる従業員156名（男性87名、平均年齢43～44歳）

の中規模事業場です。日勤130名と交替制勤務26

名が、情報・事務機器（複写機、プリンター、

カードリーダー等）、自動車関連用品（シフト

ロック、油圧制御弁、トランク開錠等）、家庭用

機器（水洗機器、医療機器等）、自動機器（パチ

ンコ台、スロットマシーン、自動販売機等）、産

業機器（自動捺印機、カメラ、ミシン等）で使用

されるソレノイドを作っていました（売れ筋のソ

レノイドは昼夜製造）。金属軸（鉄ないしステン

レス）加工、コイル巻き、組立、配線コードの接

続等々の全て（研磨工程、溶接工程、洗浄工程、

巻線工程、組立工程、塗装工程、検査工程）を

行っていましたが、大量生産される場合は自動化

され、少量受注生産の場合は手作業でした。

■　作業環境管理

　工場内の溶接後、洗浄作業でホワイトガソリン

（ベンゼンやエチルベンゼンを少量含有）や塗装

作業でフッ素樹脂が使用されていましたが、いず

れの有機溶剤の気中濃度も第１管理区分でした。

これらの作業時には防毒マスク・保護手袋を着用

しており、かつ強力な局所排気装置も設置され、

作業上の問題点は見つけられませんでした、社員

の衛生教育に際して、発癌性（リスク）のあるベ

ンゼンやエチルベンゼンを社内で使用しているこ

とを全社員に周知することが望まれる旨を伝えま

した。

■　作業管理

　整理、整頓、清掃、清潔は行き届いていまし

た。作業姿勢は大半が立位でした。なお、金属軸

の加工工程において、70～85dB程度の騒音が発

生しているようでしたので、騒音レベルを確認

し、必要に応じて耳栓を着用することも考慮する
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よう勧めました。もっとも、４kHz聴力検査の有

所見者は4.1%であり、全国平均並みでした。

■　健康管理

　前年の定期健診の有所見率を見ると、脂質検査

で68.9％、血圧38.1％、肝機能検査34.0％、血糖

検査34.0％、貧血検査26.7％であり、有所見率は

全国平均より高く、かつ前々年も同様でした。貧

血の原因として有機溶剤曝露も否定できず、貧血

を発生する可能性のある化学物質一覧を渡し、確

認するよう伝えました。また、肝機能異常・脂質

異常が著しく高頻度でしたので、習慣性カップ麺

摂食の可能性がないか確認することを勧めまし

た。その上、立ち仕事が多く、かつ遠方からの自

動車通勤者も多数いましたので、腰痛対策につい

ても触れました。

■　おわりに

　本事業所の労働衛生管理体制については概ね良

好でしたが、作業者の健康管理（事後措置）につ

いては踏み込んだ衛生教育が必要であると考えら

れました。なお、今回の事業所では騒音性難聴の

可能性は低いと考えられました。

　最近急増している騒音性難聴の１つに「イヤホ

ン難聴」があり、スマホ用イヤホンを使っている

若い人に多発しています。その特徴は、①周囲に

音漏れする程の大音量で使用し、②耳の詰まり

感（耳閉塞感）がある、③使用後耳鳴りや目眩が

発生し、④「テレビの音が大きい」と言われるな

どです。この他、⑤高音（４kHz）難聴だけでな

く低音難聴もあるそうです。イヤホンからの音エ

ネルギーは鼓膜を直接刺激しますので、大音量で

聴いているとコルチ器有毛細胞を損傷します。今

後、事業所の定期健診の聴力検査結果およびその

推移を毎年確認し、４kHzの有所見率が高い、ま

たは４kHzと１kHzの有所見率に乖離が見られる

時は、耳病予防について改めて再教育することが

産業医に求められます。
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　長時間座ったままでデスクワークを続けると、

肩こりや眼精疲労、下腿浮腫などの体調不良のみ

ならず、死亡リスク自体を増加させるという論文

が多くみられる。日本人を対象とした研究報告

では、J Am Heart Assocに載ったKoyama et al

（2021）1）の論文が代表的である。世界20か国で国

民の一日あたりの座位時間の長さを調べた調査に

よれば、日本人が最も長く、座位時間の中央値は

約８時間であったという2）。また222,497名を対象

としたオーストラリアの調査では、座位時間が４

時間未満の人に比べて11時間以上の人の死亡リス

クは約40％上昇したという3）。死亡率を高める理

由としては、下半身の筋肉が動かないために、血

流や血中の脂質代謝が悪化して中性脂肪が増加す

ること、インスリン感受性が低下して糖尿病、が

ん、心血管疾患などのリスクを高め、結果的に死

亡リスクを上昇させることが従来から指摘されて

いる。週末に運動するだけでは、平日の “座りっ

ぱなし” の日常による悪影響を完全には打ち消せ

ないことが、諸家の論文で指摘されている。

　そこで、運動不足のデスクワーカーのための比

較的行いやすい運動法として、「階段踊り場運動

法」というアイデアを考えてみた。一定規模以上

のオフィスビルには通常エレベーターが設置され

ているが、防災上の観点から階段も併せて設置さ

れている。比較的人通りが少ない階段の踊り場を

利用して、軽い運動をしてみてはどうかというの

が今回の文章の主旨である。１～２時間デスク

ワークをおこなったら、気分転換を兼ねて階段の

踊り場に行く。行う運動の種類は自由であるが、

スクワット、大腿挙上による股関節の屈伸、上体

傾斜の腕立て伏せ、階段昇降などである。もちろ

んラジオ体操のような、肩・体幹の回転や捻り運

動でも良いし、健康太極拳4）のような運動も可能

デスクワーカーのための「階段踊り場運動法」

竹　内　玄　隨（鳥取赤十字病院　竹内　薫）

である。階段の踊り場は頑丈な握りやすい手摺り

が付いているので、体重を掛けて運動しても安心

である。スクワットの場合、膝が足先より出ない

ようにしないと膝関節を痛めるといわれている。

平坦な床の上で何も持たずにスクワットをすると

膝が出やすいが、階段の手摺りにつかまったスク

ワットだと膝を痛めにくく楽である。同様に腕立

て伏せも、平坦な床の上で行うと過度の自重がか

かり何回もできないが、斜めに傾斜した腕立て伏

せなら簡単にでき、自重を調節できる。オフィス

の自分のデスクで、椅子の背もたれなどにつか

まって運動することも可能ではあるが、他の人の

迷惑になるのでやりにくい。その点、人通りの少

ない階段の踊り場は他人の邪魔にならず好都合で

ある。状況によっては、イヤホンで好きな音楽を

聴きながら行うことも可能である。

　このように「階段踊り場運動法」は、運動用の

ウェアや靴に履き替えたり、特別の用具を必要と

せず、デスクワークの合い間に気分転換を兼ねて

５～数分間ちょこっと身体を動かすことで、死亡

リスクを減らすとともにフレイルや認知症の予防

にもなれば、中高年にとって好都合ではなかろう

か。もちろん仕事場に職員の運動用のスペースが

あれば、無理に階段の踊り場などを利用しなくて

もよいわけであるが、現状ではそういうスペース

のない職場がほとんどではなかろうか。「階段踊

り場運動法」は，デスクワーカーが各自の仕事の

合間にひっそりとデスクを離れて、自分に適した

軽い運動をすることにより、死亡リスクを下げる

という健康法である。「働いて働いて働いて……」

という高市早苗首相の流行語も大切ではあるが、

「座りっぱなし」大国の日本では、「階段踊り場運

動法」のような、ちょっとした働き方改革も必要

ではあるまいか。
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＊竹内玄隨：本名は竹内　薫。鳥取赤十字病院産

婦人科勤務。現在、同姓同名で活躍しておられ

るサイエンス作家の竹内　薫氏がおられますの

で、ネット上の検索などで予期せぬ混同が起き

たり、期せずしてご迷惑をお掛けしたりする可

能性を考えて、今後純粋の医学論文以外では

「竹内玄隨」というペンネームを使用すること

に致しました。なお「玄隨」の由来は、江戸時

代の津山藩の蘭学者の宇田川玄隨先生に敬意を

表して、借用させていただきました。
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　新年、あけましておめでとうございます。

　奈良のお話は、第４回で済ませました。今回

は、とっておきの「旅行のお話」をさせていただ

きます。よろしくお願いいたします。

　大航海時代のスペインとポルトガルは、海上覇

権を争っていました。オスマン帝国の台頭で不自

由になった、アジアの香辛料へのアクセスを確立

するために、東回りと西回りの航路が開拓されま

した。スペインのコロンブスは、連続の航海を行

うことに長けており、西回りで新大陸を発見し、

無事帰還しています。陸に沿って

航海をするタイプのヴァスコ・

ダ・ガマは、喜望峰を回ってイン

ド洋に出て北上。結果的にインド

航路の開拓に成功しました。

　どちらの航海者が偉大であるかは、意見の分か

れるところですが、航海術の基本は、陸に沿って

進み、寄港地を巡って先に船を進めていく方法だ

志を果たして、いつの日にか、帰らん……（5）
奈良市　　宮　松　　　篤

と思います。しかし、見知らぬ土地に、見慣れな

い船が現れると、争いが発生することもあり、危

険と隣り合わせです。この問題をヴァスコ・ダ・

ガマは、外交力（逆の立場から見れば海賊かもし

れませんが、拠点をうまく築くには、平和的解決

も必要なはずです）で乗り越えたのではないかと

私は考えています。一方、遠洋航海を続けること

は、物資の積載量との戦いになり、持久戦になる

のは、それなりのリスクです。西へ西へと突き進

んだコロンブスの勝利は、積載量の問題を克服し

た技術力（造船技術）の発達の結果だったのかも

知れません。

　研修医が明けて大学での生活が終わり、市中病

院に出ると、当時は夏休みが１週間保証されてい

ましたので、年に一回、海外旅行をすることを楽

しみに仕事をしていました。どこに行こうかと考

えましたが、できるだけ難易度が高く、若いうち

でなければ行けない場所から攻略することを考

大航海時代の
ヨーロッパ
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え、私が医師になって初めに行った国はローマか

らのシチリア経由のエジプトでした。

　続いてモロッコ、チュニジア、オマーン、トル

コ、UAEなど、イスラム圏の国を毎年、訪問し

ました。医務官としてのサウディ・アラビア勤務

中には、バーレーン、カタールを訪問しました

が、レバノン・シリア・ヨルダンとイエメン・ク

ウェートには、忙しくて行けませんでした。

　サウディ・アラビアとクウェートの国境、オ

マーンとイエメンの国境までは行ったのですが、

通過することはできませんでした。今となって

は、イエメンは、混迷が深まってしまいとても近

づけません。心残りです。

　大航海時代の話です。私は、どちらかという

と、コロンブスよりヴァスコ・ダ・ガマの生き方

が好きでしたので、彼の足跡を追ってみたく思

い、15年ほど前に、まず、ポルトガルを訪れ、翌

年、長期休暇を取り、彼の目的地であったインド

に行く計画を立てました。今の時代は飛行機があ

るので、インドに行くことは容易ですが、大航海

時代は命がけの大冒険です。せめて、アラビア海

を横断する区間は、彼の足跡を尊重したいと思い

ましたが、まさかダウ船で海を渡

るわけにもいかず、DXB（ドバ

イ）からCOK（コーチン）まで、

Emiratesで、インドを目指しま

した。約４時間のフライトでし

た。

　Emiratesのサイト写真にあるように、コーチ

ンには、何と湯梨浜町の東郷湖にあるのと同じ、

fishing netがたくさんありました。コーチンには、

ヴァスコ・ダ・ガマが、1524年12月24日に疫病で

亡くなった教会があり、遺骨はポルトガルに返還

されていますが、その教会には彼の棺がありまし

た。尊敬するヴァスコ・ダ・ガマ

との対話を終え、骨董店でガネー

シャの置物と、胡椒問屋の胡椒を

買い込み、次の目的地のアレッ

ピーへ。私はタクシーで移動しま

したが、ネットにあるJICAの方の記録ではこの

区間を含めて全行程を、バスで移動されていま

す。

　アレッピーは、ハウスボートクルーズが有名

で、インド人の憧れのハネムーン先になっていま

す。ハウスボートでは、１泊２日

のクルーズをしてみましたが、田

園地帯の運河をゆっくり航行する

クルーズは、とても平和で豊かな

時間であり、確かにおススメで

す。

　クルーズの翌日は、最終目的地TRV（トリバ

ンドラム）への約４時間のバス移動でした。イン

ドの道路は、通行区分帯が明確には分けられてお

らず、路線バスでもとんでもないスピードを出し

ます。クラクションを鳴らしながら対向車と接触

ギリギリに走り、次々と追い越し

をかけるバスの運転手の技量には

度肝を抜かれました。日本ならあ

り得ない、バスによる強度の煽り

運転です。

　また、現地の通勤バスは、ドアを開放したまま

爆走しています。インドには阿吽の呼吸という暗

黙のルールがありますが、安全意識というもの

は、あるのかないのか……。よく、鉄道の車両の

屋根に人が乗っている映像を見ることがあります

が、さすがに客を屋根に乗せて走るバスは見かけ

ませんでした。

　目的地のトリバンドラムは、インドで最も教育

水準が高く、平均寿命は最高で、乳幼児死亡率は

最低です。識字率96.2％のケララ州の州都・トリ

バンドラムの駅前についたのは、暗くなってから

でしたが、人の多い活気に満ちた、秩序ある場所

でした。

　トリバンドラムでは、博物館に

行ったのが思い出です。驚くこと

に、南蛮貿易時代の日本からの贈

り物の品が、たくさん展示されて

いました。また、5000年の歴史を
南インド、
アレッピー

インド国立アーユ
ルヴェーダ大学

ハウスボート
クルーズ

トリバンドラム
へのバス

エミレーツ航空
フライト
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有するAyurvedaの国立大学であるGujaratも少し

だけ覗いてきました。

　市内観光をした後は、滞在先のKovalam 

beachへ移動。窓ガラスがついていない開放的

なホテルからリキシャで連日、

Somatheeram Ayurveda Village

に通いました。Somatheeramで

眺めたインド洋の海岸線と爽やか

な海風は、今でも忘れられませ

ん。

　Somatheeramでの施術は、通常、施設内宿泊

10日以上のロングステイヤー限定ですが、受付で

交渉して特別に外来扱いで受診さ

せてもらいました。こういった

融通の利くところは、日本のリ

ゾートなどとは異なり、インド

（Ayurveda）の懐の深さを感じ

ます。

　Somatheeramでの食事も、素晴らしかったで

す。香辛料で味付けされた新鮮な野菜中心の料理

は、食べるものからして、体の調子が良くなりそ

うな印象のものばかりでした。Village内のレス

トランでは、ロシアから来ていた家族と仲良く

なったのが良い思い出です。確かに、ロシアとイ

ンドは南北に移動すればよいだけなので、往来が

多かったのかもしれません。ウク

ライナ戦争が始まってからは、ど

んな状況かわかりませんが、寒い

ロシアの地から来たら、天国のよ

うな気候の土地なのだろうなと思

いました。

　QRコードに頼るばかりで、文章による表現を

端折ってしまいましたが、旅行の話は以上です。

　仁厚会でお世話になった鳥取での時間は、私に

とって本当に思い出深い時間であり、東郷湖の

fishing netを見ては、バスコ・ダ・ガマを、思い

出していました。

　クリニックが休みの日には、時々鳥取に、お邪

魔させていただきます。

SOMATHEERAM

Somatheeramの
予約サイト

Somatheeram
での施術

　フリーエッセイ

　2,000字以内とし、随筆、最近のトピックスなど内容に制限はありません。写真（図、表を含

む。）は３点以内でお願いします。（原稿字数、写真数を超過する場合は調整をお願いする場合が

ありますのでご了承願います。）原則として写真はモノクロで掲載させていただきますが、編集

委員会で必要と認めた場合はカラーで掲載する場合もあります。会報の特性上、政治活動と受け

取られる記事は掲載できません。原稿は、毎月27日頃を目安にお寄せ下さい。

《投稿先》FAX：（0857）29−1578　E-mail：kouhou@tottori.med.or.jp

原稿募集の案内
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　このたび、鳥取赤十字病

院循環器内科へ赴任いたし

ました蒔苗です。40年ぶり

の鳥取に太平マーケットが

なくなってしまっていて衝

撃を受けている今日このご

ろ、この原稿は11月に書いておりまして、忘年会

の準備をすすめている時期にあたります。私は学

生時代に吹奏楽部とオーケストラでフルートを吹

いており、医師になった後も病院の行事などで

細々と笛を吹いてきました。

　吹奏楽コンクールは、課題曲で年齢がわかりま

す。Overture Five Rings、深層の祭、カタロニ

アの栄光、「これ、やった」という方、ご連絡お

待ちしております。米国留学中は、１時間目が吹

奏楽、２時間目がオーケストラでした。ちなみに

３時間目以降は、英語、数学、生物、化学、物

理、地理でした。１日８時間授業で、毎日同じ時

間割でした。朝練が６時頃からありましたので、

毎日３時間半ほど楽器を吹きっぱなしでした。

マーチング練習は学校の周りの道路を歩きながら

演奏し、アメフトのハーフタイムの練習はフィー

ルドで行いました。近隣の病院や老人ホームの窓

から身を乗り出して手を振る方々がおり、部室

にメッセージカードが届けられていました。フ

ルートは、オーケストラなど座位で吹く場合は2.0 

METS、マーチングでは5.5 METSです。クリス

マスには地域の教会に派遣されて演奏しました。

冬季はバスケットボールなど屋内のスポーツの応

援で、流行りの歌謡曲を演奏しました。遠征先で

誘拐されそうになったり、富裕層の別荘に招かれ

て次々とリクエストの曲を吹いたり、楽譜は同じ

なので不自由ないのですが、英語が不十分で困っ

た経験がありました。

　医師になって数年後に病院の忘年会で楽器を再

開しました。当時は心臓外科で１日毎に練習、当

直、練習、当直、でした。バンドのメンバーはク

ラシックで育って五線譜しか読めない人、フォー

クソングやロックで育ってタブ譜やコードしか読

めない人が混在し、バベルの塔のようでした。そ

こでスコア作成ソフトSibeliusを使い、編曲する

とともにお互いの譜面を翻訳していました。練習

は手術と夕回診が終わって、21時～22時頃から０

時過ぎまでスタジオで練習し、翌朝６時～７時に

はICUに入る、という厳しい１か月を過ごしまし

た。忘年会の後もバンドの活動は続き、小編成の

院内ライブを開いていました。病棟で昭和の歌謡

曲などを演奏し、患者さんに歌ってもらうスタイ

ルでした。モニターの音が聞こえにくくなるた

め、ライブ中は看護師がモニターに張り付き、患

者さんの見回りを強化するなどの対策を講じまし

た。おかげさまで事故はありませんでした。

　その後赴任した病院では、芸能人を胸部外科の

忘年会に招いており、その芸能人と共演する機会

がありました。当時、ギターを弾ける先生がいら

したのですが、その先生は心臓超音波検査室の室

長で、開業を予定されていました。忘年会の打ち

合わせで検査室に行ったとき、後任の室長として

紹介されたのが、後に私の学位論文を指導した師

匠でした。ちなみに師匠はピアノが弾けます。

　非常勤先の病院の忘年会にも楽器で出ました。

掛け持ちは２件が限界と知りました。フルートと

ピアノはアンサンブルを組みやすいため、ピアノ

の達人がいると曲の自由度が上がりました。ただ

笛 と 私
鳥取赤十字病院　第二循環器内科部長　　蒔　苗　　　永

勤務医のページ勤務医のページ
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し、忘年会なだけに本番前に飲まれてしまうと、

ハプニングが起きるという落とし穴がありまし

た。

　東北勤務では、派遣先の病院で雅楽を演奏しま

した。神主さんに龍笛を習い、数百年続くお祭り

で神輿を先導して吹きました。大震災の直後、現

地の先生方行きつけのお店で二重奏をしたのがご

縁の始まりでした。当時、スポーツや音楽を続け

ることに様々な意見がありました。しかもお祭り

の前日に前院長が亡くなられてしまいました。ご

遺族から、予定通り越天楽を演奏してくださいと

お申し出いただいたそうです。出陣式で演奏した

後、病院の神輿は前院長宅近くでしばらく留まり

ました。

　また別の病院では、市内で開催される祭りに毎

年参加しており、太鼓、笛、踊りの３班で迷いな

く笛班に入りました。ここでは篠笛を吹きながら

踊る、という恐らく8 METSくらいの負荷がかか

りました。部署も職種も年代もばらばらなメン

バーで練習し、祭りが終わってもつながりは続き

ました。新入職員は原則参加することになってお

り、各班には病院のキーパーソン的な職員が配置

されていました。一種のセーフティーネットとし

て機能していたように思われます。

　吹奏楽で有名な二人の作曲家が、お互いのお

葬式のために作曲したというエピソードがあり

ます。それにならい、友人とお互いの葬儀に流

してほしい曲を決めていました。クラリネット

の友人は「音楽祭のプレリュード」、バイオリン

の友人は「亡き王女のためのパヴァーヌ」、私は

「Cantique de Jean Racine」です。演奏はAIでは

なく生楽器にすると思います。

鳥取県医師会メーリングリストへご参加下さい

　鳥取県医師会では、地域における医師会情報・医療情報の共有と会員同士の親睦を目的に、下

記の“メーリングリスト”を運営しています。

　１．総合メーリングリスト（話題を限定しない一般的なもの）

　２．連絡用メーリングリスト（医師会からの連絡などに用いるもの）

　３．緊急用メーリングリスト（医師会のサーバが使えない緊急時に用いるもの）

　４．学校医メーリングリスト（学校医（幼稚園、保育所を含む）に関連した話題が中心）

　参加ご希望の方は鳥取県医師会事務局までご連絡ください。

鳥取県医師会（E-mail　kenishikai@tottori.med.or.jp）
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　鳥取市立病院研修医１年

目の黒田隼矢と申します。

　「自由に書いてください」

と言われると、何を書けば

よいのか悩んでしまいます

が、今回は私の趣味につい

て少し書こうと思います。

　一つ目の趣味は筋トレです。といっても、つい

最近始めたばかりで週２回・１回１時間ほどしか

通っていませんが、健康維持のために継続するよ

うにしています。始めたきっかけは、体重と血圧

の管理が気になったことでした。体重は76.5㎏と

やや重め程度ですが、血圧の方はかなり高く、こ

こ数年は140／90mmHgを超える状態が続いてお

り、大学の健診でも再検査を受けたり医師から指

導を受けたりすることがありました。

　もともと運動は好きではなく、ダイエット目的

に始めたジョギングも長く続かず、ジムを契約し

ても年に数回しか行かないような状況でした。し

かし、さすがにこのままでは心臓病のリスクが高

まり寿命が縮まってしまうと思い、意を決して

パーソナルジムに通い始めました。通い始めて１

か月半ほどになりますが、体重は76.5㎏から75.5

㎏とほぼ変化がありません。トレーナーに日々の

食事を見せましたが、やはり食べ過ぎ・タンパク

質少なすぎになっているようです。１日のタンパ

ク質100g以上・カロリー2,000kcal以下を目指す

よう言われましたが、これが本当に難しいです。

旅行や飲み会もあるので、なかなか理想通りには

いきません。それでも健康のため、運動嫌いなり

にもう少し頑張ってみようと思います。

　二つ目の趣味は料理です。平日は作る気力がな

いため、土日に１週間分まとめて作り、冷凍保存

しています。ジムでの食事指導を受けている関係

で、使える食材が限られているため、料理のレ

パートリーがとても少なくなるのが最近の困り

ごとです。魚、鶏肉（皮なし）、野菜を中心にメ

ニューを考えていますが、冷凍保存に向かない汁

物等は作りにくかったりと献立を考えるのに苦労

することも多いです。また、意外と食費が高くな

ることも問題です。高タンパク・低カロリーを意

識すると、肉や魚、野菜など比較的値の張る食材

が中心になります。一方で、米やパスタなどの安

価で腹持ちの良い炭水化物は控えなければなら

ず、家計的にはなかなか厳しいところです。それ

でも最近は、YouTubeなどで健康的で美味しい

レシピを探して作るようにしています。

　研修生活は慣れないことも多く、疲れる日もあ

りますが、こうした趣味を通して健康を意識し、

自分なりに生活リズムを整えていきたいと考えて

います。また、日々の研修では、先生方をはじめ

多くのスタッフの皆様にご指導・ご支援をいただ

きながら、多くのことを学ばせていただいていま

す。この場をお借りして、心より感謝申し上げま

す。今後も体調管理をしっかり行いながら、少し

ずつ筋肉と診療スキルを成長させていければと思

います。

趣味について
鳥取市立病院　初期臨床研修医　　黒　田　隼　矢

研修医・若手医師紹介研修医・若手医師紹介
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　今から60年以上前のオーディオ製品の主要部品

は真空管が担っていました。その後、徐々に真空

管はトランジスターに代わり、やがて集積回路

（IC）そして大規模集積回路（LSI）が用いられ

るようになりました。私が小中学生の頃は、真空

管がトランジスターに代わる過渡期でした。

　真空管に興味を持ち、家にあった真空管ラジオ

を分解し、アンプに作り替えるようになったのは

小学６年の時でした。中学２年でアマチュア無線

免許を取得し、真空管式ワイヤレスマイクを、高

校の時はトタン板を加工して出力２W程度のアマ

チュア無線用送受信機を作りました。この趣味が

高じて、大学は東京にある理工学部電気工学科で

した。秋葉原駅下の電気街に行き、真空管、トラ

ンス、抵抗、コンデンサー、アルミケースを貯め

たバイト代で購入し、和敬塾の一室で20Wアンプ

を製作したのは20歳過ぎでした。

　大学３年の夏季休暇（帰省）中、高校で化学を

教えて頂いた先生にどこか医学部でも受験してく

れないかと頼まれました。学年末試験を終えてか

ら俄か勉強を開始し、末席合格。医学部入学後

に入ったサークルはオーディオ研でした。この

時、先輩部員から借りたレコードのPlay Bachや

Oscar Pettersonの曲音は脳裏に深く刻み込まれ

趣味への逃避行
八頭町　　村　田　勝　敬

ました。因みに、東京で作った真空管アンプは杜

の都への引越しの時に持って行きましたが、オー

ディオ研に寄贈しました。

　卒後、大学病院で初期研修を始め、九州、関

東、東北地方を転々と移り住みました。定年退職

まで10年足らず、子どもの教育費も不要となり、

再び真空管アンプで音楽を聴きたい（＝趣味の世

界に逃避行したい）気分になり、2010年よりアン

プ製作を始めました。以後、今日に至るまでに真

空管アンプを10数台作りました。中にはチャンネ

ルデバイダー付きプリアンプもあり、１kHz以下

の低音用と１kHz以上の高音用に分割して音を出

すことができます。最近は、以前作ったアンプが

必ずしも満足できる代物でないと思い、新たなア

ルミケースで作り直しています。２㎜厚のアルミ

天板に穴を開ける作業は重度の筋肉労働です。ま

た、半田付け作業の途上で抵抗やコンデンサーを

試行錯誤的に変えますが、１つ間違えると指を焦

がす、火花が飛ぶ、音が出ないなど真剣勝負の世

界でもあります。このように苦労の多い趣味です

が、完成した真空管アンプでジャズやクラシック

を聴くと心身ともに癒やされます。とは言え、こ

の趣味が興じられるのは再受験を促して下さった

高校の先生のお蔭です。
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東から 西から 地区医師会報告

東　部　医　師　会

広報委員　池　田　光　之

　明けましておめでとうございます。令和８年の

新春を迎え、謹んでご挨拶申し上げます。本年も

何卒よろしくお願い申し上げます。

　今回の年末年始は暦の関係上、例年より長期休

業となった医院も多かったことと思います。それ

に伴い、東部医師会急患診療所では多くの会員の

皆様にご担当いただくこととなりました。ご協力

くださいました皆様に、心より御礼申し上げま

す。

　今年は60年に一度の「丙
ひのえ

午
うま

」の年です。このよ

うに特別な呼び方をされる干支は、現代では「丙

午」だけでしょう。「丙午年に生まれた女性は気

性が激しく、夫の命を縮める」という古い迷信が

あり、その年の出産を控える家庭が多かったとい

われています。実際、60年前には前年に比べ出生

率が25％も低下したという報告もあるようです。

私自身は早生まれで純粋な丙午ではありません

が、前回丙午生まれの学年として、このような迷

信によってこれ以上少子化が進まないことを願っ

ております。

　また、「丙午の年は火事が多い」という迷信も

あるようです。迷信とはいえ、どうぞお気をつけ

てお過ごしください。

　新しい年が皆様にとって輝かしく、幸多き一年

となりますよう、心よりお祈り申し上げます。

　　２月の行事予定です。

１日　第56回東部医師会囲碁大会

６日　令和７年度小児救急地域医師研修会

［CC：72（1.0単位）］

　　「日常診療にひそむ、小児救急的Pitfall」

鳥取県立中央病院　救急集中治療

科・小児救急集中治療科

　部長　後藤　保先生

10日　理事会

12日　血圧管理・抗血小板療法フォーカス

［CC：74（1.0単位）］

　　　「脳卒中予防の視点から考える

JSH2025改定─ミネブロの可能性─」

鳥取大学医学部　脳神経外科学分野

　准教授　坂本　誠先生

15日　第10回地域包括ケア専門職 “絆” 研修

（多職種連携研修会）

［CC：81（1.0単位）］

16日　令和７年度救急医療懇談会

19日　鳥取県東部医師会学術講演会　─高齢

者疾患フォーラム─

［CC：28（1.0単位）］

　　　「新しいガイドラインに基づく呼吸器

感染症のマネジメント」

大阪公立大学大学院医学研究科臨床

感染制御学　教授　掛屋　弘先生

　　　「高齢者における尿路感染症と排尿管理」

島根大学医学部泌尿器科学

　教授　和田耕一郎先生

20日　第129回鳥取県東部地区腹部超音波研

究会

［CC：15（2.0単位）］

24日　理事会

　　　会報編集委員会
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※カリキュラムコード（CC）、単位が分かるもの

のみ記載しております。

　12月の活動報告をいたします。

３日　東部医師会園医研修会

　　　「デジタル時代と子育て」

鳥取県ケータイ・インターネット教育推

進員　渡部万里子氏

５日　鳥取県東部医師会大腸がん検診従事者講習会

　　　「当院における大腸診療について～

Detectionから治療まで～」

慶應義塾大学　腫瘍センター

　助教　松浦倫子先生

６日　東部医師会忘年会

８日　第５回鳥取県東部エリアCKD病診連携講

演会

９日　理事会

11日　地域で診る循環器疾患

16日　動脈硬化治療予防WEB Seminar

19日　日常診療における糖尿病臨床講座

　　　「高齢者糖尿病」

鳥取市立病院　内科　診療部主任部長

　久代昌彦先生

23日　理事会

　　　会報編集委員会

中　部　医　師　会

広報委員　濵　吉　麻　里

　あけましておめでとうございます。

　正月料理といえば、おせち料理やお雑煮です

が、20年ほど前に結婚を機に鳥取に来た時に驚い

たのが小豆雑煮でした。普通に「ぜんざい」と思

い食べていたら、これがお雑煮だと言われ衝撃を

受けたのを覚えています。鳥取では小豆雑煮が主

流だということをこの時に初めて知りました。

　私の実家は三重県伊賀市で、お雑煮は味噌仕立

てで具材は大根や里芋が定番でした。学生時代は

長崎に住んでいましたが、長崎のお雑煮は「具雑

煮」が有名です。土鍋で10種類以上の具材（鶏

肉、ブリ、椎茸、高野豆腐、野菜類など）をアゴ

（飛魚）や昆布だしで煮込んだすまし汁です。

　今年のお正月、実家に帰省したついでに琵琶湖

のほとりにあるホテルに宿泊しました。そこでの

朝食バイキングで「お雑煮食べ比べコーナー」が

あり、５種類のお雑煮が用意されていました。内

容は①北海道のお雑煮（鮭やイクラが入ったすま

し汁）②滋賀のお雑煮（合わせ味噌仕立て）③京

都のお雑煮（白味噌仕立て）④山陰のお雑煮（小

豆雑煮）⑤九州のお雑煮（アゴだし仕立て）です。

　全てのお雑煮をいいただきましたが個人的には

北海道のお雑煮が好みでした。お雑煮は地域に

よって異なることは知っていましたが、今回いろ

いろなお雑煮を口にすることができ貴重な経験と

なりました。

　今年は60年ぶりの「丙午」です。日本では江戸

時代の逸話から生まれた迷信が長く残り、前回の

1966年（昭和41年）の丙午では、出生率が前年比

で約25％も落ち込みました。現在の日本ではこの

迷信は払拭されつつあり、丙午の年に出生率が大

きく下がるような事態は想定されにくいと言われ

ています。

　令和６年の出生数は68万人、令和７年はさらに

減少し66万人台になる見通しです。さて丙午の令

和８年はどうなるのでしょうか。近年の出生率低

下に拍車をかけることにならないことを祈るばか

りです。
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　２月の行事予定です。

２日　定例理事会

４日　かかりつけ医うつ病対応力向上研修会

　　　「老年期うつ病の診断と治療」

倉吉病院　院長　兼子幸一先生

［CC：70（１単位）］

５日　定例常会

　　　「２型糖尿病と高中性脂肪血症」

社会医療法人同愛会　博愛病院

　糖尿病内科部長　藤岡洋平先生

［CC：75（１単位）］

７日　中部四志会　倉吉シティホテル

13日　第110回鳥取県中部腹部画像診断研究会

　　　「胆嚢壁肥厚」

鳥取県立厚生病院　消化器内科

　三好謙一先生

［CC：53（１単位）］（肝臓２点）

16日　胸部疾患研究会・肺癌検診症例検討会

［CC：19（1.5単位）］（肺２点）

17日　くらよし喫煙問題研究会

18日　乳幼児保健協議会

　　　第71回鳥取県中部小児科医会

　　　「子どもの心身の発達の本当に大切な

睡眠」

瀬川記念小児神経学クリニック（東

京都）　星野恭子　先生

［CC：9（１単位）］

20日　福祉委員会

22日　ICLS研修会

25日　第３回かかりつけ医認知症対応力向上

研修会、第２回主治医研修会

　　　中部医師会館（ハイブリッド形式）

　　　・第２回主治医研修会

　　　　�「主治医意見書から参考にしていた

こと」

理学療法士　近藤宏先生

　　　・�第３回かかりつけ医認知症対応力向

上研修会

　　　　「口腔から認知症を考える」

くにたけ歯科クリニック

　院長　國竹洋輔先生

［CC：12（0.5単位）．29（１単位）］

※カリキュラムコード（CC）、単位が分かるもの

のみ記載しております。

　12月の活動報告をいたします。

１日　定例理事会

４日　中部医師会忘年会　万翠楼

10日　くらよし喫煙問題研究会

11日　学校検尿委員会

15日　胸部疾患研究会・肺癌検診症例検討会

19日　定例常会12月

　　　「呼吸器外科領域でのロボット手術につい

て～これまでの取り組みと今後の課題～」

鳥取大学医学部　呼吸器・乳腺内分泌外

科学分野　教授　田中雄悟先生

日医標準レセプトソフト（通称：ORCA／略称：日レセ）
日医による日医会員のためのレセコンソフト

ホームページアドレス
　https://www.orca.med.or.jp/
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西　部　医　師　会

広報委員　廣　田　　　裕

　明けましておめでとうございます。

　12月の報告としては、西部医師会忘年会が盛大

に開催されたことがあります。清水鳥取県医師会

長、伊木米子市長、近隣の首長など多くの来賓を

迎え、親睦委員の綿密な計画の元、参加者も多

く、本当ににぎやかな会でした。恒例の福引きで

はなんだかよく当たる人が、いつもの如く当たる

ような気がするのは勘違いでしょうか。山﨑委員

が前回書いていたように、有志の合唱団も登場し

ましたが、思ったより大人数でとても迫力があり

ました。

　年末になり、講演会は少なかったです。来年度

の予算では診療報酬の引き上げが公表されました

が、診療所にも恩恵があるのか不安です。利益率

などのデータが現実を反映していないような気が

します。経営を気にすることなく医業に専念でき

る社会にならないものでしょうか。

　　２月の行事予定です。

３日　鳥取県心不全学術講演会

７日　第10回中海整形外科セミナー

［CC：0（1.0単位）．77（1.0単位）］

９日　常任理事会

12日　令和７年度第２回西部医師会糖尿病研

修会（糖尿病地域連携パス研修会）

［CC：0（0.5単位）．73（1.0単位）］

　　　第15回鳥取県西部 骨粗鬆症・顎骨壊

死医歯薬連携研修会

［CC：77（1.0単位）．12（0.5単位）］

16日　理事会

17日　２月度肝胆膵研究会

　　　これからの心不全診療を考える in 米子市

18日　令和７年度第３回認知症医療連携研修会

　　　令和７年度西部地区乳がん症例検討会

19日　令和７年度禁煙指導講習会

　　　［CC：82（2.0単位）］

　　　整形外科の最前線

24日　鳥取県西部医師会消化管研究会

［CC：15（1.5単位）］

25日　西部医師会新興感染対策訓練

［CC：8（1.0単位）］

26日　第141回一般公開健康講座

27日　第522回山陰消化器研究会

※カリキュラムコード（CC）、単位が分かるもの

のみ記載しております。

　12月の活動報告をいたします。

２日　薬剤性消化管障害を考える会

３日　令和７年度第２回主治医研修会

４日　境港の現場から考える食塩多摂取エリアの

高血圧診療アップデート

５日　Parkinson’s Disease Seminar in 山陰

６日　第49回山陰感染症化学療法研究会学術講演会

８日　常任理事会

９日　Stop Stroke Seminar in 境港

11日　鳥取県西部地区脳卒中地域連携研修会

12日　鳥取県西部医師会かかりつけ医等依存症対

応力向上研修会

16日　Hypertension Meeting ～睡眠時無呼吸症

候群×高血圧～

17日　山陰小児頭のかたちセミナー2025

18日　第139回一般公開健康講座

19日　令和７年度第２回認知症医療連携研修会

　　　明日からの診療に活かす！疼痛サミット2025

20日　糖尿病・脂質異常症 Web講演会

22日　理事会
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　新しい年を迎えて間もない１月６日、島根県東

部を震源とする地震が発生しました。幸い大きな

被害はありませんでしたが、災害はいつ起こるか

わからないこと、そして日頃からの備えと地域の

つながりの重要性を改めて実感する出来事となり

ました。寒さが続く中ではありますが、医療機関

をはじめ関係する皆さまと協力し合いながら、地

域の安心を守る役割を果たしていきたいと考えて

います。本稿では、当院の最近の取り組みをご紹

介いたします。

国立フィリピン大学マニラ校と本学医学部が学術

交流協定を締結しました

　11月３日（月・祝）、国立フィリピン大学マニラ

校（University of the Philippines, Manila）と本

学医学部との間で、学術交流協定を締結しまし

た。

　フィリピン大学は同国唯一の国立大学であり、

いくつかの学群で構成されています。マニラ校

は、同国を代表する医療系学群であり、医学部、

公衆衛生学部、看護学部、附属病院などを有し、

教育・研究・医療の各分野において高い実績を

誇っています。

　本協定は両部局の間で、教育および研究活動に

おける協力関係を発展させ、学術交流を一層推進

することを目的に締結されたものです。日本を含

むアジア諸国の感染症や生活習慣病対策の重要性

が高まる中、次世代の国際的な研究人材育成に向

けた相互交流の促進が期待されます。

　締結式はフィリピン大学マニラ校にて執り行わ

れ、本学からは景山理事（前医学部長）をはじめ

関係者が出席し、今後の連携強化に向けて活発な

意見交換が行われました。

鳥取大学医学部医師会

広報委員　武　中　　　篤

マヒドン大学医学部シリラート病院（タイ）と学

生交流に関する覚書を締結しました

　マヒドン大学医学部シリラート病院（タイ）

と本学医学部との間で、学生交流に関する覚書

（MOU）を締結しました。

　11月24日（月・祝）の署名式には、マヒドン大学医	

学部シリラート病院からApichat Asavamongkolkul

医学部長、本学から永島英樹医学部長、中曽一裕

副学部長及び杉原誉明教授が出席し、両大学関係

者立会いのもと行われました。

　マヒドン大学は、バンコクを中心に６つのキャ

ンパスを有する総合大学であり、医学部シリラー

ト病院は、同国最古にして最大規模の大学病院の

一つとして知られています。令和５年に本学医学

部教員が同院を訪問したことを契機に交流が進展

し、鳥取大学として学術交流協定、並びに医学部
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としての学生交流に関する覚書締結へとつながり

ました。

　令和８年３月にはマヒドン大学の医学生を本学

医学部に約３週間受け入れる予定です。

　本覚書の締結により、教育・研究・診療の各分

野での実質的な交流の拡大が期待されます。

鳥取大学附属小学校５年生が医学部で体験実習を

しました

　10月７日（火）および11月26日（水）、鳥取大学附

属小学校５年生が医学部を訪問し体験学習を行い

ました。

　この体験学習は、「キャリアに拓く」と題し、

生徒が将来の夢をふくらませ、自分の生き方を見

つけることを目的に、附属小学校が毎年実施して

いる企画です。

　本年は、１クラスずつ２日間に分けて実習体験

を行い、医学科・生命科学科・保健学科・臨床心

理学専攻から多様な体験学習を用意しました。児

童の皆さんは、初めて触れる機器なども多く、目

を輝かせながら積極的に取り組んでいました。

　参加した児童からは、「自分の夢を見つけるこ

とができた！」「すごく学びになった」などの声

が寄せられました。ここでの体験が、将来の視野

を広げ、新たな興味を見つけるきっかけとなり、

自分自身のキャリアを拓いていく一助となること

を願っています。

多数傷病者訓練を実施しました

　12月４日（木）、当院では列車脱線事故を想定し

た多数傷病者受入訓練を実施しました。

　外来中央診療棟内に災害対策本部、現地指揮

所、トリアージエリアなどを設置し、模擬患者の

受け入れから処置までの一連の対応を検証しまし

た。この規模での実地訓練は、2019年（新型コロ

ナウイルス感染症拡大前）以来、６年ぶりの実施

となります。

　当日は、約140名の職員が “災害対応スタッフ”

や “患者役” として訓練に参加しました。

　今回の訓練は、多数傷病者を円滑に受け入れる

医療体制の確認・強化を目的として実施したもの

です。

　当院は、特定機能病院かつ災害拠点病院とし

て、平時からあらゆる状況下でも医療を継続でき

るよう、体制整備と職員の災害対応力の向上に努

めています。
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救急外来での「Teladoc HEALTH」を活用した遠

隔コンサルテーションの試験運用を開始しました

　12月４日（木）、鳥取大学医学部附属病院、安

来市立病院、ウィーメックス株式会社の三者に

より、リアルタイム遠隔医療システム「Teladoc 

HEALTH」を活用した救急外来での遠隔診療コ

ンサルテーションの試験運用開始について、共同

記者説明会を実施しました。

　本取り組みは、救急現場における迅速な判断や

専門的助言を目的としたもので、当院と安来市立

病院は、令和７年10月１日付で覚書を締結し、双

方、安全な運用のためのガイドラインを策定して

います。

「松江メディカルセミナー2025」を開催しました

　当院では、地域の皆様に鳥取大学医学部附属病

院の取り組みを知っていただくことを目的に、米

子市及びその周辺地域で「メディカルセミナー」

を開催しています。12月７日（日）、松江テルサ

（松江市）にて「とりだい病院　松江メディカル

セミナー」を開催しました。今回は「心臓とが

ん治療の “いま” ─ひろがる新たな選択肢─」を

テーマに、吉川教授（心臓血管外科）による重症

心不全に対する当院の取り組み、吉田教授（放射

線治療科）による婦人科腫瘍に対するMRIガイド

下画像誘導小線源治療、森實准教授（泌尿器科）

による前立腺がんの基礎知識から最新治療までを

それぞれ紹介しました。当日は、約200名の方々

がご来場し、皆さま、熱心にメモをとりながら聴

講してくださいました。
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「とりだい病院　ミニ講座」を開催しました

　12月17日（水）、第14回「子どもの口腔内を見て

みよう！～時期別の気をつけたい疾患と予防につ

いて～」をテーマに、歯科口腔外科の土井理恵子

准教授が講師を務め、多くの方にご参加いただき

ました。

　講座では、子どもの成長段階ごとに起こりやす

い口腔内のトラブルや疾患、日常生活で実践しや

すい予防のポイント、受診の目安について分かり

やすく解説しました。

　参加者からは「年齢に応じた注意点が分かり参

考になった」「日常のケアへの意識が高まった」

などの声が寄せられ、子どもの口腔の健康への理

解を深める機会となりました。

　次回は１月23日（金）、ゲストハウス棟２階にお

いて、呼吸器外科・田中雄悟教授による「肺がん

早期発見の重要性と外科治療」の開催を予定して

おります。
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日本医師会生涯教育カリキュラム〈2016〉（一覧表）
カリキュラムコード（略称：CC）

1 医師のプロフェッショナリズム
2 医療倫理：臨床倫理
3 医療倫理：研究倫理と生命倫理
4 医師－患者関係とコミュニケーション
5 心理社会的アプローチ
6 医療制度と法律
7 医療の質と安全
8 感染対策
9 医療情報
10 チーム医療
11 予防と保健
12 地域医療
13 医療と介護および福祉の連携
14 災害医療
15 臨床問題解決のプロセス
16 ショック
17 急性中毒
18 全身倦怠感
19 身体機能の低下
20 不眠（睡眠障害）
21 食欲不振
22 体重減少・るい痩
23 体重増加・肥満
24 浮腫
25 リンパ節腫脹
26 発疹
27 黄疸
28 発熱
29 認知能の障害
30 頭痛
31 めまい
32 意識障害
33 失神
34 言語障害
35 けいれん発作
36 視力障害・視野狭窄
37 目の充血
38 聴覚障害
39 鼻漏・鼻閉
40 鼻出血
41 嗄声
42 胸痛

43 動悸
44 心肺停止
45 呼吸困難
46 咳・痰
47 誤嚥
48 誤飲
49 嚥下困難
50 吐血・下血
51 嘔気・嘔吐
52 胸やけ
53 腹痛
54 便通異常（下痢・便秘）
55 肛門・会陰部痛
56 熱傷
57 外傷
58 褥瘡
59 背部痛
60 腰痛
61 関節痛
62 歩行障害
63 四肢のしびれ
64 血尿（肉眼的、顕微鏡的）
65 排尿障害（尿失禁・排尿困難）
66 乏尿・尿閉
67 多尿
68 精神科領域の救急
69 不安
70 気分の障害（うつ）
71 流・早産および満期産
72 成長・発達の障害
73 慢性疾患・　複合疾患の管理
74 高血圧症
75 脂質異常症
76 糖尿病
77 骨粗鬆症
78 脳血管障害後遺症
79 気管支喘息・COPD
80 在宅医療
81 終末期のケア
82 生活習慣
83 相補・代替医療（漢方医療を含む）
0 最新のトピックス・その他
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１日（月）	 鳥取県がん診療連携協議会〈鳥大医学部〉

　 〃 	 都道府県医師会予防接種担当理事連絡協議会〈Web〉

３日（水）	 鳥取県医療勤務環境改善支援センター労務管理セミナー〈Web〉

４日（木）	 都道府県医師会医事紛争担当理事連絡協議会〈Web〉

　 〃 	 公開健康講座〈県医〉

　 〃 	 第８回常任理事会〈県医〉

６日（土）	 日本医師会家族計画・母体保護法指導者講習会〈日医〉

７日（日）	 鳥取県臨床検査精度管理調査報告会〈県医〉

12日（金）	 鳥取県医療勤務環境改善支援センター推進委員会〈テレビ会議〉

16日（火）	 鳥取県地域医療対策協議会〈テレビ会議〉

18日（木）	 第８回理事会〈ホテルニューオータニ鳥取〉

20日（土）	 全国医師会事務局連絡会〈福岡市〉

21日（日）	 中国四国医師会連合常任委員会（会長会議）〈山口市〉

24日（水）	 鳥取県健康対策協議会母子保健対策小委員会〈Web〉

25日（木）	 鳥取県医療審議会〈テレビ会議〉

12月 県 医 ・ 会 議 メ モ

会員消息
〈退　会〉

村田　隆彰	 清水病院	 07．12．31

〈異　動〉

	 林原医院
御舩　尚志	 ↓	 07．12．1
	 自宅会員

	 清水病院
池田　宣之	 ↓	 07．12．1
	 自宅会員
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会 員 数
■鳥取県医師会会員数（令和８年１月１日現在） ■日本医師会会員数（令和８年１月１日現在）

東部 中部 西部 大学 合計
A1 131 66 190 0 387
A2 7 1 11 1 20
B 422 170 349 57 998
合計 560 237 550 58 1,405

A1＝私的医療機関の開設者又は管理者である医師
A2＝公的医療機関の管理者である医師
B＝上記以外の医師

A1＝病院・診療所の開設者、管理者およびそれに準ずる会員
A2（B）＝上記A1会員およびA2会員（C）以外の会員
A2（C）＝医師法に基づく研修医
B＝�日本医師会医師賠償責任保険加入の除外を申請したC会員
以外の会員

C＝�医師法に基づく研修医のうち日本医師会医師賠償責任保険
加入の除外を申請した会員

東部 中部 西部 大学 合計
A1 120 63 176 0 359
A2（B） 48 42 81 9 180
A2（C） 34 1 3 1 39
B 83 34 58 4 179
C 2 6 5 0 13
合計 287 146 323 14 770

「医師資格証」の発行について
　日本医師会電子認証センターが発行する「医師資格証」は、医師資格を証明する電子証明を
カード内のICチップに格納し、現実世界だけでなくIT世界でも医師であることを証明すること
ができます。利用シーンとしては、採用時の医師資格確認、地域医療連携ネットワーク等のログ
イン認証、診療情報提供加算の要件の一つであるHPKI電子署名、日医生涯教育制度やかかりつ
け医機能の各種研修会の受講履歴・単位管理が挙げられます。
　また、鳥取県医師会においては、県医・地区医師会主催の研修
会等の受付時に医師資格証をリーダーにかざしていただくだけで
受付が可能です。

＊日医会員
・初回発行手数料、年間利用料は無料です。
・５年経過後の更新時の手数料も無料です。

＊日医非会員
・初回発行手数料は5,500円が必要です。
・５年経過後の更新時には手数料5,500円が必要です。

詳しくは日本医師会電子認証センターホームページ（https://www.jmaca.med.or.jp/）をご覧ください。

＊申請に必要な書類
・発行申請書
　（ホームページからダウンロード）
・住民票の写し
　（原本で発行から６か月以内）
・医師免許証のコピー
・本人確認書類のコピー
　（運転免許証、マイナンバーカードなど）
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公　　示

医師国保組合役員の選挙（選任）について

　本組合役員の任期は令和８年３月31日までとなっております。

　つきましては、来る３月26日（木）開催の第157回通常組合会において、下記のとおり、次期役員の選挙

を執行しますので、本組合選挙規程第２条及び第５条により公示いたします。

　　令和８年１月15日

　　　組合員　各位

鳥取県医師国民健康保険組合

理事長　清　水　正　人

記

１．選挙すべき役員の定数（任期は令和８年４月１日～令和10年３月31日）

　　　理　事　　10名

　　　監　事　　２名

２．理事・監事の立候補又は推薦（承諾書を添えて）の届けは選挙期日の16日前（令和８年３月10日（火）

午後５時）までに文書により理事長宛に届け出ること。

※立候補・推薦届の用紙は医師国保組合又は地区医師会に備え付けてありますので、ご請求ください。

【鳥取県医師国保組合選挙規程】

第２条　立候補、推薦及び投票の方法等については、公益社団法人鳥取県医師会の行う役員選挙並びに代

議員選挙の例による。

第５条　役員の選挙は、役員の任期が満了する年に、その年の３月31日までに開かれた組合会において行

うものとする。
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編 集 後 記
　会員の皆様におかれましては、健やかに新春をお迎
えのこととお慶び申し上げます。
　新年早々１月６日に島根東部・鳥取西部で最大震度
５強の地震が発生しました。負傷者や断水、住宅や施
設の被害が報じられており、少なからず被害や影響を
受けられた会員の先生もおられるかと思います。被災
された方々に心からお見舞い申し上げます。テレビで
は南海トラフ地震の予測や被害想定が盛んに報道され
ていますが、県内でも2000年に鳥取県西部地震、2016
年には鳥取県中部地震が発生しており、自然災害に対
する日頃からの備えの大切さを改めて認識されられま
す。
　さて、令和８年最初の会報の表紙を飾る写真は、鳥
取砂丘イリュージョンの一枚です。毎年12月に期間限
定で開催されるイベントですが、イルミネーションを
バックにした光る雪だるまがなんとも可愛くてほっこ
りする写真です。安陪隆明先生、ご応募ありがとうご
ざいました。
　巻頭言では、清水正人鳥取県医師会長、松本吉郎日
本医師会長、平井伸治鳥取県知事より年頭所感をいた
だきました。今春には令和８年度の医療報酬改定が
行われますが、物価や人件費の上昇により、医療機関
の経営はますます厳しい状況になることが予想されま
す。また、高齢化の進展に伴う社会保障費の増加や人
口減少により、現役世代の社会保険料の負担が年々重
くなっております。持続可能な医療提供体制の構築、
医療保険制度の安定性の確保など、医療における種々
の問題に対して、県と日本の医師会長それぞれの立場
からの決意や方針が述べられております。平井知事か
らは今年県内で行われるイベントの紹介、また、今年
から本格化する「新たな地域医療構想」の策定作業に
対する医師会への協力要請がありました。皆様、ぜ
ひ、ご一読ください。
　会員の栄誉として、藤井秀樹先生が日本公衆衛生協
会長表彰を受賞されました。謹んでお喜び申しあげま
す。
　今号の『Joy! しろうさぎ通信』は、湯川喜美先生

より、長年の医師としての活動で体験された三度の試
練についてお話しいただきました。Joy! しろうさぎ
大賞の受賞、おめでとうございます。
　『病院だより』は、鳥取大学医学部附属病院の心臓
血管外科の岸本祐一郎先生と吉川泰司先生より、新た
に設置された重症心不全治療センターの取り組みとし
て、心臓移植実施施設認定と補助人工心臓治療につい
てご寄稿いただきました。心臓移植の適応とならない
重症心不全患者に対して植込型補助人工心臓治療を提
供できる施設として中国地方で初めて認定され、山陰
で高度な心不全治療が受けられる体制づくりが進めら
れていることなど、現状や今後の方針について、詳細
にご報告いただきました。大変興味深い内容となって
おります。
　『歌壇・俳壇・柳壇』では、石飛誠一先生から短歌、
平尾正人先生から川柳、『フリーエッセイ』では、常
連の細田庸夫先生、村田勝敬先生、宮松　篤先生、そ
して竹内　薫先生改め竹内玄隨先生から、それぞれ読
み応えのある内容のエッセイをご寄稿いただきまし
た。皆様、どうぞお楽しみください。
　『勤務医のページ』では、このたび鳥取赤十字病院
に赴任された蒔苗　永先生からフルートの他、龍笛や
篠笛という趣味の域をはるかに超えた数々のエピソー
ドが紹介されております。『研修医・若手医師紹介』
では、鳥取市立病院の黒田隼矢先生から趣味の筋トレ
と料理の話をご寄稿いただきました。『地区医師会報
だより』では、フリーエッセイ常連の村田勝敬先生か
ら真空管アンプの作製という驚くべき趣味をご紹介い
ただきました。
　その他、各所からの通知やお知らせ、理事会や各種
委員会からの会議報告など、今号も盛りだくさんの内
容となっております。たくさんの先生方にご寄稿、ご
報告いただき、誠にありがとうございました。
　会員の皆様、まだまだ寒い日が続きますが、くれぐ
れもご自愛くださいませ。

編集委員　　山　根　弘　次

鳥取県医師会報の全文は、鳥取県医師会ホームページでもご覧頂けます。
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★　2026 年度診療報酬改定（2026 年
６月施行）による最新点数，施設基
準，通知，事務連絡 Q＆ A，材料
基準，療担規則，介護保険・給付調
整，明細書記載要領──等を完全収
載した情報量No.1 の点数表‼

★　改定による新設・変更・削除部分
にすべてマーキング＆ポイント解
説。「通則」「加算」等の適用項目に
記号表記し，施設基準の該当項目と
ページも明記。さらにオリジナル解
説・算定例・QA・図表等も多数収
載しているので，わかりやすさ抜群
です‼

★　全国多数の医療機関・公的機関・
審査機関・専門学校等で使用され，
圧倒的支持を獲得。様々な工夫を凝
らし，「正確に」「速く」「便利に」「わ
かりやすく」を最大限に実現した最
高機能の診療報酬点数表です ! !

診療点数早見表
2026年度版

※　医学通信社では，本書『診療点数早見表』１冊につきワクチン（ポリオワクチン）２人分相当を，認定ＮＰＯ
法人「世界の子どもにワクチンを　日本委員会（ＪＣＶ）」に寄付する活動をしております。

　フルカラーの機能的レイアウト。色ごとに分類して見やすく整理！
　関連規定をすべて収載。この1冊で保険請求は完璧にカバー！
　2026年改定によるすべての変更部分にマーキング！
　多数のオリジナル解説・算定例・Ｑ＆Ａで，わかりやすさ抜群！
　通則・加算の適用項目に記号表記！　施設基準の該当ページを明記！　
　頁当たりの情報量が多く高密度のため，一覧性・速覧性が抜群！
　詳細かつ緻密な索引機能で，自在にスピーディに検索が可能！
　点数・要件を的確にまとめた便利な「診療報酬一覧表」収載！
�　�発刊後の追加告示・通知・事務連絡を『追補』として無料送付！

B ５判　約 1,760 頁
価格：4,600 円（＋税）

　 ★届出様式ダウンロード
　 　サービス付

本書の９つの特長

2026年 5月刊予定
医　科

【ご注文方法】①HP・ハガキ・FAX・電話等でご注文下さい。
②振込用紙同封で書籍をお送りします（料金後払い）。③ま
たは書店にてご注文下さい。

101─0051 東京都千代田区神田神保町2─6 十歩ビル
tel.03─3512─0251　fax.03─3512─0250

ホームページ　https://www.igakutushin.co.jp 医学通信社
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